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【研究要旨】 
対人支援専門職の共通基礎課程の実装に向けた具体的な提案を行うことを目的として、共通基礎課

程のモデルカリキュラムの検証とその実装にかかわる課題抽出、コンピテンシー習得に向けた教育コ

ンテンツ等の開発・評価、教育・学習支援の在り方の検討を行った。 
 2 大学のシラバスと対人支援職種に共通して求められるコンピテンシー試案の紐づけによると、8

～9 割の内容が現行課程で既習となること、一部学科においては全内容が既習となることが確認で

きた。また、共通基礎課程の実装において、科目の追加、既存カリキュラムを圧迫しないような

配慮、新たな科目と既存科目が干渉しないような配置の考慮が必要なことも判明した。 
 内外の教育機関の課程に関する認証プロセスを踏まえると、共通基礎課程の実装に際しては、現

行の保健医療福祉関係の諸資格において用いられている行政機関による教育機関の指定以外の多

様な方法で、認証ないし教育内容の担保を行い得る可能性がある。 
 埼玉県内 2 市 1 町で働く保健医療福祉専門職のうち現在とは別の資格取得を希望する者の割合は 4

割近くにのぼった。またコンピテンシー試案のうち「Ⅱ．科学的思考とその展開」と「Ⅵ．地

域・社会活動とソーシャルアクション」の領域が、他の領域より自らの保有する資格職養成教育

において教育程度が有意に低いと考えられている。 
 コンピテンス領域Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵに対応する 15 の演習教材を、統一した構成要素（事例、考えるテ

ーマ、キーワードの解説）で作成、領域ⅡとⅣについてはこれとは別に映像教材を含む教材開発

を行った。 
 地域包括ケアシステムの推進、療養の場の多様化が進む中で、地域との接続や協働の必要性が対

人支援職種のなかで高まっていること、そうしたなかで特に 1年次もしくは 2年次での地域・社会

にかかわる教育設計には、従来と異なる教育手法を導入する必要を確認した。 
 教員支援について、いくつかの手法が試行されているが、それぞれの特性を組み入れた包括的な

仕組みを検討する余地がある。 
今後、共通基礎課程の対象職種の職能団体及び教育関係者等と支援ニーズの変化を踏まえた教育の

在り方について意見交換を重ね、共通基礎課程のモデルカリキュラムを精査・オーソライズするとと

もに、導入の検討や実装にあたって必要となる対応を整理すること、さらに実装後の継続的かつ主体

的な発展の在り方について検討を深めることが求められる。 
なお、大学等が共通基礎課程の実装の意思決定を行ううえでは、対象職種のカリキュラム改正等と

の関係の整理、共通基礎課程に関する需要の見通し、将来的な対象職種や課程の拡大を含む運用につ

いても検討が急務となる。あわせて、実際に共通基礎課程を実装する大学においては、カリキュラム

の計画、教材及び教育方法の整備等、準備段階でさまざまな後方支援が必要となることが見込まれ、

モデル校等を設定してその知見を蓄積・共有することが期待される。 
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A．研究目的 
「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年 6 月閣議決定）等において、保健医療福祉の専門資格に

共通の基礎課程創設を検討するとされ、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビ

ジョン検討会報告書」（平成 29 年 4 月）では、その検討は、対人支援を行う専門職に共通して求めら

れる能力（コンピテンシー）等を国レベルで明確化し、地域における検証を経て行うべきとされた。 
これに関連し、平成 28 年度厚生労働科学研究「医療関係職種の養成課程内容共通度の調査研究」

（研究代表者 大西弘高）は、コンピテンシー基盤型教育、専門職種間連携とその教育を見据えた展望

の明確化が望ましいこと、同「住民主体の持続可能な共生型地域づくりとその担い手等に関する研

究」（研究代表者 堀田聰子）は、求められる専門性とその教育には地域での検証が必要なこと等を指

摘、以上を踏まえた平成 29 年度厚生労働科学研究「保健医療福祉関係職種の基礎教育課程の移行及び

対人支援を行う専門職に共通して求められる能力とその教育方法に関する研究」（同）では、地域共

生社会の実現に向けて、我が国の対人支援を行う専門職に共通して求められるコンピテンシーの試案

作成と試行的なフィールド調査を含めた検討を実施した。さらに平成 30 年度～令和 2 年度厚生労働科

学研究「保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシーの検証と教育カリキュラムの構築に

関する研究」（同）は、対人支援専門職（看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉

士、精神保健福祉士、保育士）の四年制大学課程で 1 年程度分として導入可能なモデルカリキュラム

を開発した。 
 
本研究は、その後継として以下を実施し、実装に向けた具体的な提案を行うことを目的とする。 
（１）共通基礎課程のモデルカリキュラムの検証とその実装にかかわる課題抽出 
（２）共通基礎課程のコンピテンシー習得に向けた教育コンテンツ等の開発・評価 
（３）共通基礎課程にかかわる教育・学習支援の在り方の検討 

 

B．研究方法 

（１）共通基礎課程のモデルカリキュラムの検証とその実装にかかわる課題抽出 

① 大学が共通基礎課程のカリキュラムの導入を検討・実施するにあたって必要となる対応や課

題を明らかにすることを目指し、まず2大学の協力を得て、厚生労働省において共通基礎課程

を当初実装する対象としている看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療

法士、作業療法士、保育士の教育課程のシラバスの提供を依頼、これと対人支援職種に共通

して求められるコンピテンシー試案を紐づけ、どの程度の内容が現行課程において学べてい

るかを確認した。 

② これに基づき、共通基礎課程に必要な時間数や単位数、講義・演習・実習の区別を改訂後、1

大学（埼玉県立大学）の関係課程のカリキュラム担当者とともに詳細に検討した。 

③ 共通基礎課程の実装に向け、想定される各大学の課程に関する認証プロセスの制度設計の参

考とするため、国内外の資格制度の認証プロセスについて、その論理構成をはじめとした実

態を文献調査から概観した。 

④ 対人支援専門職として働く者の複数資格取得意向及び近年の自らが保有する資格にかかわる

卒前教育におけるコンピテンシー習得状況の把握を試みるため、埼玉県内2市1町における7職

種を中心とする専門職への簡単な質問紙調査を実施した。 

 

（２）共通基礎課程のコンピテンシー習得に向けた教育コンテンツ等の開発・評価 

① コンピテンス領域Ⅰ専門職の自律と職業倫理、Ⅲ安全の確保と質改善、Ⅳ当人の理解と支援、

Ⅴチーム・組織の理解と協働的実践、Ⅵ地域・社会活動とソーシャルアクション（Ⅱ科学的

思考とその展開を除く）の5領域について、医学・看護学・社会福祉学の教員の参画を得て、

3つの事例演習（合計15演習教材）を開発した。各教材は、事例・考えるテーマ・キーワード

の解説のもとに、多様な専門職を登場させることを前提に作成した。このうち5事例を用いた

演習を日本福祉大学看護学部の看護学生（1年生）を対象に試行的に実施し、その参与観察と

ともに受講学生に対する事後アンケートを実施、教材活用上の留意点を整理した。 

② 現行課程において学べている割合が低い傾向にあるコンピテンス領域Ⅵの教育の充実には、

地域課題及び地域活動に関する教育者自身の知識レベルの向上に加え、教育者が活用できる共

通教材の開発が必要となる。そこで、地域活動を担っている実践者を招いた定期セミナー・シ

ンポジウムを開催し、実態把握と映像の教材化を図るとともに、保育領域の学生を対象とした
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授業で試用し、その有用性を評価した。 

③ 現行課程において習得割合が低いコンピテンシーである領域Ⅱ．科学的思考とその展開の「3．

空間やモノ、体験、関係性のデザインに関する多様な手法を利用できる」に関連する教材作成

の検討に向け、日本工業大学建築学部の生活環境デザインを専門とする教員の協力のもと、当

該コンピテンシーの教育目標・教育方略を採り入れた講義と演習のプログラムを作成し、埼玉

医科大学医学部学生（4年制）を対象に試行的に実施した。プログラムはオンラインワークシ

ョップ形式で3つの講演（病院建築の歴史と今後の展望、施設の中で暮らすということを考え

る、食べるということの意味）と3つの小グループ学習から構成、終了後に課題及びアンケー

トを実施した。 

 

（３）共通基礎課程にかかわる教育・学習支援の在り方の検討 

コンピテンス領域Ⅵを例にとり、共通基礎課程の導入を検討している7職種において、卒前及び卒後

教育で、何をどの程度、どのような方法や教材により展開されているのか、さらに、新しい学修領域に

取り組む教員向けの支援プラットフォームの在り方について、文献レビュー及び各職種の学術学会や職

能団体、国や教育機関の取り組みなどのデスクトップリサーチにより、現行の各種取り組みの実態と今

後の検討課題を整理する。 
 
（倫理面への配慮） 
 各分担研究において、必要な配慮を行った。 
 
C．研究結果 
（１）共通基礎課程のモデルカリキュラムの検証とその実装にかかわる課題抽出 

①実際の大学の現行課程のカリキュラムとコンピテンシー試案の紐づけと学習範囲の検証 

シラバスと対人支援職種に共通して求められるコンピテンシー試案の紐づけ作業は、埼玉県立大学保

健医療福祉学部、神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部のそれぞれ6学科において行った。シラバスの

表記に基づけば、8～9割の内容が現行課程で既習となること、一部学科においては全内容が既習となる

ことが確認できた。 

 

②必要な時間数や単位数、授業形式等の検討 

埼玉県立大学保健医療福祉学部の看護学科、理学療法学科、社会福祉学科の3学科において、41項目

のコンピテンシー試案と各学科での必修科目、選択科目を関連づけ、必修科目のどの部分を共通基礎課

程に変更すべきか、どの選択科目は共通基礎課程履修を予定する学生においては必修化されるかといっ

た点を確認した。 

その結果、どの科目でどのコンピテンシー項目が学べなさそうか、どのような新しい科目を設定すれ

ばよいか、既存カリキュラムを圧迫しない構造になるようにどういった準備が必要かといった新たな課

題が浮かび上がった。また、共通基礎課程履修済の学生が入学したときに２年次編入を想定するが、そ

の際に新しく加えた科目と既存の科目のスケジュールがバッティングしないような配慮が必要といった

新たな課題も理解できた。 

 

③各大学の認証規程に関する国内外内の資格制度の認証プロセス等の文献調査 

令和2年度において、米国の教育課程評価機関について、同国の看護師免許制度と教育課程、第三者

認証に係る一般的な制度の概観、主な看護系第三者認証3機関の比較、第三者認証機関と各州の規制当

局(Board of Nursing (BON))との関係及び免許制度との関係の整理を行い、BONと第三者認証機関との

関係は基本的に独立であるが、規制当局によっては第三者評価機関を高く信頼し評価に一定の公的な効

果を与えていること、背景に第三者評価機関自体の社会的信頼を確保する仕組みがあることなどが明ら

かとなっていた。 

令和3年度においては、国内の免許付与等を行う資格試験の受験要件となる教育課程の認証の在り方

について、分野横断的に資格制度を縦覧して整理・分類した。保健医療福祉分野で多く活用されている、

受験資格を満たす教育課程を提供する特定の教育機関を省庁が指定する制度に加え、外郭団体が指定を

行うものや、建築系の管理技士に代表されるように、要件となる特定の学科を予め指定するものなどの

バリエーションがあることなどが明らかとなった。 
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④共通基礎課程導入に際しての指定規則の法令形式に係る検討 

保健医療福祉資格に係る「共通基礎課程」の導入に際しての法令の形式を、保健医療福祉分野を始め

多様な分野の資格制度において、何からの試験の受験資格としての要件を満たす教育課程であるかどう

かの確認等を行うスキームについて抽出し、分析した。 

その上で、1．共通基礎課程の指定の形式としては、教育機関自体を指定する形式を想定する必要が

あること、2．共通基礎課程を「民間資格」とすることで、社会的有効性は一定程度確保し得る余地が

あるものの、1年程度履修期間を圧縮する効果とは無関係であること、3．他の国家資格に係る教育課程

の指定規則を参照すると、指定規則を改変する方式としては3つの形式が考えられること、4．指定規則

を改変せずとも、柔軟な運用の援用の余地があること、5．初期のパイロットプロジェクトの段階では

同一校、ないしコンソーシアム単位での実施が望ましいと考えられることを示した。 

今後共通基礎課程を実際の法令に落とし込んでいく際には、上記の検討も踏まえつつ、具体的な検討、

及び関係者間での丁寧な合意形成がなされる必要がある。 

 

⑤対人支援職種向けの複数資格の取得意向調査とコンピテンシーの習得状況調査 

埼玉県内2市1町の保健医療福祉専門有資格者444名を対象に、別専門資格取得の希望状況と、共通基

礎課程コンピテンシー3.0における実践に照らした専門職教育程度について明らかにすることを目的に

対象者へ質問紙調査を実施した。 

実施の結果、共通基礎課程コンピテンシー3.0において、Ⅱ．科学的思考とその展開とⅥ．地域・社

会活動とソーシャルアクションの領域が他の領域より有意に低い結果を示した。Ⅱ.科学的思考とその

展開についてはリハビリ職、Ⅲ.安全の確保と質改善については看護職、Ⅵ.地域・社会活動とソーシャ

ルアクションについては相談員に比して他職種の教育程度が低いことが明らかとなった。 

これらのことから、共通基礎課程の既卒者教育においては、Ⅱ.科学的思考とその展開、Ⅲ.安全の確

保と質改善、Ⅵ.地域・社会活動とソーシャルアクションのコンピテンス領域で、既資格・職種を考慮

した教育プログラムの構築が必要であることが示された。 

 

（２）共通基礎課程のコンピテンシー習得に向けた教育コンテンツ等の開発・評価 

①コンピテンス領域Ⅰ専門職の自律と職業倫理、Ⅲ安全の確保と質改善、Ⅳ当人の理解と支援、Ⅴチ

ーム・組織の理解と協働的実践、Ⅵ地域・社会活動とソーシャルアクション（Ⅱ科学的思考とその展開

を除く）の5領域に関する15の演習教材を開発した（下線は試行的演習に活用、カッコ内は支援の関係

性を示す）。 

 

コンピテンス領域Ⅰ 専門性の自立と職業倫理 

（Ⅰ-1 当人のニーズ・支援者の価値（個人） Ⅰ-2 守秘義務 Ⅰ-3 ICF） 

コンピテンス領域Ⅲ 安全の確保と質改善 

（Ⅲ-1 ADL評価と転倒リスク（家族） Ⅲ-2 インフォームドコンセント（家族） Ⅲ-3 サービス

の質改善） 

コンピテンス領域Ⅳ 当人の理解と支援（Ⅳ-1 家族支援 Ⅳ-2 支援困難（個人） Ⅳ-3 地域生活

支援） 

コンピテンス領域Ⅴ チーム・組織の理解と協働的実践 

(Ⅴ-1 機関間の連携 Ⅴ-2 多職種協働  Ⅴ-3 虐待対応) 

コンピテンス領域Ⅵ 地域・社会活動とソーシャルアクション 

(Ⅵ-1 施設と地域のコンフリクト（地域） Ⅵ-2 インフォーマル資源と助け合い活動  Ⅵ-3 ソー

シャルアクション) 

 

先行して作成された7演習教材（下線の5事例＋点線の2事例）の検討を行った結果、次の4点が演習教

材の特徴として確認された。第1は、複数のコンピテンス領域に内容が及んでいることが、必然的に生

じていることである。 

例えば、Ⅰ.職業倫理とⅣ.当事者の理解、Ⅲ.安全の確保とⅤ.協働的実践など。その背景には、考え

るテーマを提供しようとすると、掘り下げるなかで、1領域に止まらないことということがある。 

第2に、登場する当事者・家族・専門職さらに地域住民（カッコ内に記載）、およびその組み合わせ方

に執筆者の問題意識が鋭く反映しており、考えるテーマの設定が多様な登場人物間でのジレンマに関す

る内容が多くみられた。グループワークのなかで、キーワードの持つ意味やテーマが深まることが期待
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されてのことである。1つの演習教材では、ジレンマを糸口にしつつも、ロールプレイが取り上げられ、

演じてみたい登場人物を選択させ、さらにその後のストーリーを描く課題がみられた。専門職の役割以

外を選択させ、その立場から事例を考える方法としても有効であるとの確認がなされた。 

第3に、「考えるテーマ」の項目を設定したことで、事例とキーワードとの関係を連続的に理解させる

工夫が必要であることが判明した。同様に、キーワードの解説において事例の文脈に沿う内容をどこま

で反映させ、一般的な内容の解説とのバランスをどうとるかの判断が分かれている状況にある。現段階

では、それぞれの執筆者の判断にゆだねることとしている。これに関連して、本演習教材は、共通基礎

課程のみでの活用だけではなく、一般の講義やIPEのなかでも活用の可能性があることが示された。 

第4に、共通基礎課程の教材としても、想定されている1年生での配当以外にも可能である点について

も言及が見られた。専門教育を経たなかで、再び基礎としての学び直しにも活用できる点からの教材の

意味が指摘されている。 

アンケート調査及び参与観察の主な結果と考察は次のとおりである。 

学びの多い事例の質問では、支援困難（ゴミ部屋）を取り上げた事例教材が最も高く、次いで転倒リ

スクとインフォームドコンセントが選ばれている。在宅での支援であるにも関わらず、看護を学ぶ学生

が支援困難事例を選んだ理由には、演習を通して本人の霊的な面への理解に関心が高まったことが影響

していると考えられる。転倒リスクとインフォームドコンセントは、看護職において経験するとのイメ

ージが強く影響したようである。 

5つの教材には、個人と支援者、家族と支援者、地域と支援者の3つの支援関係を含んだ事例教材とし

て、演習のなかで、かかる支援関係に係る演習課題を設定していたことを踏まえ、「より深めたい支援

関係」の順位を選択させた結果、家族が最も多く、次いで個人となった。「地域と支援者」の関係の演

習では、十分な時間が確保されなかったことが影響しているものの、やはり地域への関心は低いといえ

る。 

3つの演習事例においては、人や家族の「いたみ」や「心配」について、身体的・心理的・社会的・

霊的の4つの内容を記述することを共通課題として設定した。この点については、教員の教え方の違い

への理解の深まりを質問している。その結果、実践者のリアリティある説明への支持が最も高く、理論

的な解説への理解を強調した演習（社会福祉学の教員）への支持は必ずしも高くなかった。参与観察の

立場からは、興味深い演習であったと評価できたが、1年生での理解としては、現場的な解説での理解

が選択された結果となった。 

 

②コンピテンス領域Ⅵの教育の充実にむけた教材の検討と開発 

地域課題及び社会資源の実態把握について、定期セミナーやシンポジウムを通じて、地域・社会活動

を行っている団体の取組、支援対象者が置かれている状況や抱えている課題などが把握できた。地域・

社会活動に関する映像教材の学部教育への活用・評価については、学生の個別感想シートから、地域課

題を理解することの重要性、地域資源との関わりを持つことの重要性への気づきが得られていた。 

多様な子ども支援活動に関する映像教材の開発については、生活困窮家庭、医療的ケア児、障害児、

不登校児、ヤングケアラーなど、様々な領域の課題と支援者の活動状況を幅広く知ることができる映像

教材が開発できた。 

 

③領域Ⅱ．科学的思考とその展開の「3．空間やモノ、体験、関係性のデザインに関する多様な手法を

利用できる」に関連する教材作成の検討 

初の計画通り講演と演習を行い、学生には活発に小グループ学習を行った。すべての学生が課題に回

答し、「人の生活の質を改善するために、住環境を考慮した方策を具体的に提案」することができた。 

ポストアンケートでは、新しい気づきがあった、将来役に立つと思った、環境が人の暮らしに及ぼす

影響について理解できた、積極的に参加した。の4つの項目に肯定的に回答した割合は95％を超えてい

た。 

コンピテンス領域Ⅱ．科学的思考とその展開の3．空間やモノ、体験、関係性のデザインに関する多

様な手法を利用できるに関しては、これまで保健医療福祉専門職養成課程では、正規カリキュラムとし

て実施されることは少なかった。建築を専門とする教員の講義とグループワークによって、学修成果が

期待されるものと考えられた。今後、共通基礎課程に親和性の高い建築の専門家による講演に関する

DVDを作成するなど共通教材の作成を進めることで、カリキュラムの導入が容易になることが推察され

た。 
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（３）共通基礎課程にかかわる教育・学習支援の在り方の検討 

地域包括ケアシステムの推進、療養の場の多様化が進む中で、地域との接続や協働の必要性について

は各職種で高まっていることが再確認できた。社会福祉士課程のようにソーシャルアクションを基本理

念の一つに据えている職種を除いて、卒前では付随的な位置づけで、卒後では関心の強い学習者のみが

扱う位置づけであることも再認識できた。 

卒前では、一年次など早い段階での「教養科目」としての社会学的要素が認められるが、それ以降は、

当事者理解の科目における当事者を通した地域生活の理解、地域ケアにかかわる科目や多職種連携科目

において導入要素として連携先を理解する知識提供、もしくは、地域実習における地域体験にとどまる。

卒前教育では、学生たちの地域生活の実感にも学びの深度が連動していると推察され、1年次もしくは2

年次での地域・社会活動とソーシャルアクションの教育設計には、従来とは異なる教育手法を導入する

必要を確認した。 

その際に検討される教員への支援プラットフォームに関しては、いくつかの手法が試行されており、

それぞれの特性を組み入れた包括的な仕組みの必要も浮かび上がってきた。民間では教師が作成した教

材を共有するネットワーキングサービスが、総務省では、教育クラウドプラットフォームの中で、オー

プンマーケットプレイスとして、現場ニーズに応じて組み合わせて利用できる教材マーケットの構想を

進められている。また、一部の職能団体では、卒後教育の質向上と現場負担の軽減を目指して全国共通

教材の開発が進んでいる。 
 
D．E．結論と考察 
共通基礎課程の実装を想定したときに、各大学でカリキュラムを計画するときに生じる課題を予測

することができた。 
 
内外の教育機関の課程に関する認証プロセスを踏まえると、共通基礎課程の実装に際しては、現行

の保健医療福祉関係の諸資格において用いられている行政機関による教育機関の指定以外の多様な方

法で、認証ないし教育内容の担保を行い得る可能性がある。 
ただしその際には、教育内容の認証といっても、ミニマムスタンダードを満たしているかなど専ら

外形的な確認と、一定の教育の質の確保に係る審査との別があり、両者は区別すべきであること、ま

た仮に行政機関以外の外部機関が一定の役割を担うのであれば、当該機関に対し、人々の生命や健康

に責任を有する職種に相応しい相応の社会的信頼が付与されるよう、法制面・実質面両方での対応を

検討する必要があると考えられる。 
 
コンピテンス領域Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵに対応する 15 の演習教材が、統一した構成要素（事例、考えるテー

マ、キーワードの解説）で作成されたことは、共通基礎課程の実装において活用可能な教材が確保さ

れたという点で評価できる。その一部において試行的な演習と記入様式が開発された点も実用性を高

めるものとなった。なお、考えるテーマの位置については、一方で事例の理解を深めるための考える

テーマを事例に関連して位置づけるとともに、事例とキーワードの関連づけにも配慮する必要があ

る。 
教材活用上は、1 年生での提供においては、キーワードの理解やその背景にある理論的な考え方につ

いては、関心が相対的に低く、リアリティが先行する演習への関心が高いということをさしあたり踏

まえることが必要となる。ただし、演習以外の場面で、同テキストが活用可能なように、キーワード

の解説への配慮もなされており、キーワードの解説への時間配分への希望も 40 分（最頻値）と決して

低くなかった。重要なことであるが、教材を活用する教員が、共通基礎課程を担当する多様な職種や

分野の教員であっても、ある程度活用可能であると推測されている。 
あわせて、コンピテンス領域Ⅵについて、セミナー・シンポジウムを活用して、地域課題や社会資

源の把握とともに、映像教材の開発を行うことができた。 
さらに、コンピテンス領域Ⅱ-3．空間やモノ、体験、関係性のデザインに関する多様な手法を利用で

きる」に関して、教材の一例を作成した。建築の専門家からの講義と演習形式を導入することで、期

待される学修成果が得られることが示唆された。 
 
地域包括ケアシステムの推進、療養の場の多様化が進む中で、地域との接続や協働の必要性が対人

支援職種のなかで高まっていること、そうしたなかで特に 1 年次もしくは 2 年次での地域・社会にか

かわる教育設計には、従来と異なる教育手法を導入する必要を確認した。 
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教員支援について、いくつかの手法が試行されているが、それぞれの特性を組み入れた包括的な仕

組みを検討する余地がある。 
今後、共通基礎課程の対象職種の職能団体及び教育関係者等と支援ニーズの変化を踏まえた教育の

在り方について意見交換を重ね、共通基礎課程のモデルカリキュラムを精査・オーソライズするとと

もに、導入の検討や実装にあたって必要となる対応を整理すること、さらに実装後の継続的かつ主体

的な発展の在り方について検討を深めることが求められる。 
 
研究により得られた成果の今後の活用・提供については、厚生労働省において共通基礎課程の具体

的検討を開始するにあたって制度設計のたたき台として提供する。また、今後、対象職種にかかわる

職能団体等のステークホルダー、大学等の教育関係者との検討に際して生じるだろう疑問や課題を事

前に探り、備えるための素材としても活用できる。 
大学等が共通基礎課程の実装の意思決定を行ううえでは、対象職種のカリキュラム改正等との関係

の整理、共通基礎課程に関する需要の見通し、将来的な対象職種や課程の拡大を含む運用についても

検討が求められる。 
実際に共通基礎課程を実装する大学においては、カリキュラムの計画、教材及び教育方法の整備

等、準備段階でさまざまな後方支援が必要となることが見込まれ、モデル校等を設定してその知見を

蓄積・共有することが期待される。 
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3. 大西弘高．「共通基礎課程のモデルカリキュラムの提案」．第 80 回日本公衆衛生学会総会．シンポジウム

30「地域共生社会で活躍する対人支援職種の育成 －共通基礎課程をめぐるチャレンジ－」．東京. 
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2021.12.22 
4. 川越雅弘．「対人支援職種を取り巻く環境変化と求められる役割・機能」．第 80 回日本公衆衛生学

会総会．シンポジウム 30「地域共生社会で活躍する対人支援職種の育成 －共通基礎課程をめぐるチャ
レンジ－」．東京. 2021.12.22 

5. 柴崎智美，田口孝行．「彩の国連携力育成プロジェクトにおける連携力育成－科目の共同開発・共同開
講－」．第 80 回日本公衆衛生学会総会．シンポジウム 30「地域共生社会で活躍する対人支援職種の育
成 －共通基礎課程をめぐるチャレンジ－」．東京. 2021.12.22 

6. 堀田聰子．「変化を求められる対人支援専門職教育：諸外国の動向から」．第 80 回日本公衆衛生学会総
会．シンポジウム 30「地域共生社会で活躍する対人支援職種の育成 －共通基礎課程をめぐるチャレンジ
－」．東京. 2021.12.22 

7. 川越雅弘．「理学療法士に期待される役割と機能―地域包括ケアの構築・深化と地域共生社会の実現に

向けて―」．第 30 回埼玉県理学療法学会（WEB），2022.1.23. 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた 

教育コンテンツに関する研究」分担研究報告書 
 

保健医療福祉資格にかかる共通基礎課程モデルカリキュラム実装における課題 
分担研究者 大西弘高（東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター・講師） 

田口孝行（埼玉県立大学保健医療福祉学部・教授） 
研究協力者 佐藤理恵（特定非営利活動法人イシュープラスデザイン／慶應義塾大学・研究員） 

髙波千代子（医療法人稲生会／慶應義塾大学・研究員） 
 
【研究要旨】 
共通基礎課程については、2019 年度にコンピテンシー素案 ver3.0 をまとめ、2020 年度にはモデルカ

リキュラムを策定した。2021 年度には、カリキュラムの実装においてどういった点が問題になるのか

をシミュレーションすることを目的とした。 
方法として、前半は看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法

士、保育士のシラバス提供をいただき、それぞれの現状の課程でモデルカリキュラムのどの程度が学

べるのかを確認した。また後半ではシラバスの各授業内容とモデルカリキュラムの突合を行い、600
時間かけることを想定しているモデルカリキュラムのうち何時間は現課程で修得可能そうかを確認し

た。 
その結果、医療系の学部学科の方が、介護福祉系の学部学科よりもモデルカリキュラムを学ぶため

に現状の課程で割いている時間数が多く割り当てられることが判明した。また、現状カリキュラムに

て、494～553 時間をかけることで、41 項目のコンピテンシーのうち、32～35 項目が学べることが明

らかとなった。これにより、現状のカリキュラムを８～９割は維持した形でも共通基礎課程は導入で

きそうであることが明確になった。また、共通基礎課程の実装において、科目の追加、既存カリキュ

ラムを圧迫しないような配慮、新たな科目と既存科目が干渉しないような配置の考慮が必要なことも

判明した。ただ、シラバス上でのシミュレーションには制限も大きく、今後試験的に共通基礎課程を

導入する大学が生まれることが実装への早道になるだろうという点が再確認された。 
 
A．研究目的 
 共通基礎課程はこれまでコンピテンシー基盤型の形で実装することが想定されている。2019 年度に

はコンピテンシー素案（研究班内で ver3.0 と呼んでいるもの）も完成し、2020 年度には目標、方略、

評価やルーブリックの概要を含めたモデルカリキュラムも策定した。しかしながら、各大学が実際に

カリキュラムを導入しようとしたときに、どのような課題が生じるのか、何が実装を阻むのかについ

ては明らかではなかった。 
本研究の目的は、実際に共通基礎課程の導入を検討いただいている大学において、看護師、介護福

祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士の教育課程のカリキュラム担

当者へのヒアリングを行いつつ、共通基礎課程を除く各専門課程のカリキュラム再編案を作成し、そ

の課題を探ることである。 
 
B．研究方法 
まずは、協力していただける大学と連絡を取り、看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉

士、理学療法士、作業療法士、保育士の現状の教育課程のシラバスの提供を依頼した。また、これと

共通基礎課程のコンピテンシー素案を紐づけて、どの程度の内容が現状課程において学べているかを

確認した。その際、厚生労働省側からの依頼を受け、少なくとも８～９割の内容は既存の課程で既修

になるように調整を行った。 
次に、この内容を参考にして共通基礎課程に必要な時間数や単位数、講義・演習・実習の区別に改

訂を加えた後、その時間数が現状のどの授業でどのように学ばれるかをカリキュラム担当者と共に詳

細に検討した。 
（倫理面への配慮） 
特に研究倫理的な問題となりそうな点は存在しないため、倫理審査等は経ていない。 
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C．研究結果 
 
1. シラバスとコンピテンシーver3.0 素案との紐づけ 
 
埼玉県立大学、神奈川県立保健福祉大学の２ヶ所からシラバスの提供を受けることができた。学部

はすべてが揃っているわけではなく、 
 

 埼玉県立大学：看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士 
 神奈川県立保健福祉大学：看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作

業療法士 
 
の各６職種を専門的に養成する学部が存在しているため、これらが対象となった。また、神奈川県立

保健福祉大学においては、参考にするため栄養士の学科についても検討がなされた。 
作業を始めるにあたり、各学部のシラバスや履修の手引きを参照し、これらと 2019 年度に我々研究

班で作成したコンピテンシーver3.0 素案を対照させ、専門科目の必修科目/選択必修科目/選択科目の

「授業の概要」「授業の到達目標及び授業概要」を抽出した。共通科目-教養科目については、必修科

目のみを対象とし、またそのなかでも言語の科目は除いた。シラバスと履修の手引きに相違が見られ

た場合、後者の情報を用いた。 
コンピテンシー項目のうち、履修できないと思われた項目を抽出した。また、各コンピテンス領域

の修得に寄与する科目を、より少ない科目数でなるべく多くのコンピテンシーが学べるようにしなが

ら選択した。このようにして選ばれた科目にどの程度の時間数が割り当てられているかを計算し、コ

ピテンス領域ごとにまとめた表が以下になる。なお、コンピテンス領域ⅡにおいてはⅡ-1の時間数が

かなり多くなることが想定されるため、Ⅱ-1の時間数は別に計算した。その下には、既存のカリキュ

ラムでは修得が困難とされたコンピテンシーを列挙した。 

 

コンピテンシーの修得に必要となるコンピテンス領域ごとの時間数 
コンピテンス領域 

大学・学科等            Ⅰ Ⅱ 
(うちⅡ-1) Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 計 

モデル時間数 180 240 120 120 120 120 900 

埼玉県立大 

看護学科 135 270(240) 75 105 135 120 840 

理学療法学科 150 255(210) 30 135 150 105 825 

作業療法学科 120 255(195) 70 120 120 120 805 

社会福祉学専攻*1 120 90(30) 60 120 120 120 630 

社会福祉学専攻*2 120 150(90) 30 120 120 120 660 

福祉子ども学 120 180(150) 30 120 120 90 690 

神奈川県立 
保健福祉大学 

看護学科 120 255(215) 90 105 120 135 825 

理学療法学科 90 240(240) 135 135 135 75 840 

作業療法学科 90 300(240) 105 135 120 75 825 

社会福祉学科*1 120 30(30) 60 165 120 90 585 

社会福祉学科*2 120 90(90) 60 165 120 90 645 

社会福祉学科*3 150 90(90) 60 165 120 90 675 

栄養学科 90 135(135) 90 105 135 105 660 
注：*1 社会福祉士コース、*2 精神保健福祉士コース、*3 介護福祉士コース 
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シラバス上のカリキュラムでは修得ができないとされたコンピテンシー項目 

埼玉県立大 

看護学科 II-3, III-2, III-4, V-2 

理学療法学科 I-8, III-2, III-5, IV-3, V-2, V-7 

作業療法学科 I-8, III-4, IV-3, V-2, V-7 

社会福祉学専攻*1 I-8, III-3, V-7 

社会福祉学専攻*2 II-3, III-1, III-3, III-4, III-5 

福祉子ども学 III-2, III-4, III-5, V-7, VI-4 

神奈川県立 
保健福祉大学 

看護学科 -- 

理学療法学科 I-8, III-2, III-4, V-7 

作業療法学科 I-8, III-4, IV-3, V-2, V-7 

社会福祉学科*1 II-1, II-3, III-1, III-3, III-5, V-2, VI-5 

社会福祉学科*2 II-3, III-1, III-3, III-5, V-2, VI-5 

社会福祉学科*3 II-3, III-1, III-3, III-5, V-2, VI-5 

栄養学科 Ⅰ-8, Ⅱ-3, Ⅲ-2, Ⅲ-4, Ⅲ-6, Ⅳ-3, Ⅴ-2, Ⅴ-7, Ⅵ-5 
 
2. 共通基礎課程の実際のカリキュラムへの導入シミュレーション 
 

埼玉県立大学保健医療福祉学部の看護

学科、理学療法学科、社会福祉学科の３

学科において、41 項目のコンピテンシ

ー素案と各学科での必修科目、選択科目

を関連づけ、必修科目のどの部分を共通

基礎課程に変更すべきか、どの選択科目

は共通基礎課程履修を予定する学生にお

いては必修化されるかといった点を確認

した。 
まず、共通基礎課程のイメージについ

て関係者で共有した。科目 A～D が共通

基礎課程の一定部分を満たし、一部のみ

足りない部分があるとすれば、その足り

ない部分（右図の黄色い部分）の課程を

加える必要がある。コンピテンシーごと

の検討だけでは、どんな科目を何時間分

加えればよいかが不明であり、もう少し

詳細な検討が必要であることが示された。 



 

 12 

次いで、ある専門職の養成課程を履修

済の者が別の専門職の養成課程を修めた

いと考えたときに、履修年限の短縮がな

されることは、共通基礎課程を設置する

際にその履修を促すインセンティブとし

て非常に重要である。ところが、その障

壁となりそうなのが 1 年次にも一部専門

課程の履修が必要となっている場合が多

い点であった。右図で専門職 B の養成課

程を 2 年次からにしているのは 2 年次に

編入する想定である。しかし、その場合

専門職 B の課程の 1 年目で本来修得す

べき専門課程は 2 年次などにおいて履修

する必要が生じることを表す。実際には

この図のカリキュラムマップだけではな

く、より詳細なシミュレーションを行う

必要があることが推察された。 
なお、モデルカリキュラムの量的基準

については、単位数は大学設置基準によ

る学士課程の修了に必要最低限の単位数

が 124 単位と定められているため、1 年

分の履修年限短縮がなされることと考え

併せて 30 単位とした。単位当たりの時

間数は講義や演習なら 15～30 時間、実

習や実技なら 30～45 時間とされてお

り、平均をとって 30 単位➝900 時間を

想定していた。しかし、実際には講義な

ら 15 時間、演習や実習なら 30 時間程度

が充てられていることが多いことから、

30 単位を講義科目 20 単位分と、演習や

実習の科目 10 単位分に分け、600 時間

に再配分した。 
これらを踏まえて、埼玉県立大学保健

医療福祉学部理学療法学科のカリキュラ

ムにおいて、時間数や単位数とコンピテンシーの一覧表を作り、そこに時間数を割り振っていく作業

を行った。まずは配当年次が１年前期・後期となっているものを優先的に選び、シラバスの文言や担

当教員の専門分野を推測した上で、割り当てられている時間数において各コンピテンシーに時間を割

り当てていった。例えば、ヒューマンケア論に関しては、Ⅰ-2、Ⅰ-4 といった内容は該当すると思わ

れ、そこに時間数を割り当てた。 
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次いで、各コンピテンシーで割り当てられた時間数の合計を確認し、元々共通基礎課程で各コンピ

テンシーに推奨される時間数を超えた場合には、そのコンピテンシーには時間の割り当てをストップ

した。また、時間数を超えたコンピテンシーは、どのような授業から何時間が割り当てられているか

を縦読みし、よりふさわしい授業に多くの時間を割り当てるべきと思われた場合には適宜変更した。

元々現状のカリキュラムでは学べないとされていたコンピテンシーには時間数の割り当ては控えた。 

次いで、領域ごとに特に関連の強そうな部分を中心に 1 年次以外の科目についても時間数の割り当

てを進めた。例えば、衛生学・公衆衛生学なら領域Ⅵ、IPE 科目なら領域Ⅴといった内容である。科目

はリテラシー科目、IPE 科目、專門基礎科目からは優先的に選んだ。人文社会、自然科学、言語・表

現・運動はすべて選択科目であり避けた。総合力養成は選択科目だが関連性の高い内容が多く、採用

した。専門基礎の中で、一部選択だが重要と思われた科目からは採用した（衛生学・公衆衛生学、社

会保障概論、カウンセリング技法、家庭支援論）。 
このような作業によって、最終的に履修不能コンピテンシーはⅠ-8、Ⅲ-2、Ⅲ-5、Ⅳ-3、Ⅴ-2、Ⅴ-

7、Ⅵ-5 の 7 項目という結果になった。すべてのコンピテンシーをくまなく修得するには 600 時間が必

要とされていたが、上記 7 項目のコンピテンシーを除いて必要な時間数が 553 時間と割り出された。

これらの 7 項目については、どの科目でも触れていないことを確認するために、シラバス全体に対し

て関連のキーワードを入れて該当しないことを再確認した。例えばⅢ-2 については「守秘」、Ⅲ-5 に

ついては「医療事故」「インシデント」などである。 
同様に、埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科および社会福祉学科のカリキュラムにおいての作

業も行った。看護学科の履修不能コンピテンシーはⅡ-3、Ⅲ-2、Ⅲ-4、Ⅴ-2、Ⅴ-7、Ⅵ-5 の 6 項目、社

会福祉学科ではⅠ-8、Ⅱ-3、Ⅲ-1、Ⅲ-3、Ⅲ-5、Ⅲ-6、Ⅴ-2、Ⅴ-7、Ⅵ-5 の 9 項目とされ、必要時間数

はそれぞれ 545 時間、494 時間となった。3 学科ともに前項の作業で見出された履修不能コンピテンシ

ーよりは若干多めの結果となったが、これはより精密な作業を行った結果による。 

 
D．考察 
1. シラバスとコンピテンシーver3.0 素案との紐づけ 
 
 医療系と福祉・介護系の課程を比較すると、後者でコンピテンシーver3.0 素案を対象とする時間数

が少なく、その大きな要因は領域Ⅱに対する時間数であることが判明した。今後、それぞれの現状の

課程から共通基礎課程を構成しようとしたとき、昨年度までの研究結果では福祉・介護系の現状課程

の方が共通基礎課程のコンピテンシーをより学べそうだという結果であったが、より精密な紐づけを

していくとそうでないことが明らかとなった。 
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 このように、これまでの研究とは異なる結果が出たことにより、コンピテンシーver3.0 素案の項目

が福祉・介護系に偏っているのではないかという議論も繰り返しだされてきたが、意外とそうでもな

くてバランスに優れた内容なのではないかという意見もみられるようになった。これにより、コンピ

テンシーver3.0 素案そのものの見直しの議論は研究班内では一旦終了したと言えそうである。 
 一部コンピテンシーに関しては、例えば埼玉県立大学の様々な学科で学べない項目が共通している

ような現象もみられた。一方で、神奈川県立保健福祉大学看護学科では履修不能コンピテンシーはな

いという結果となったため、コンピテンシー側に問題があるというよりは、学内のカリキュラムに共

通した弱点があるというような見解の方がよいのかもしれない。 
 
2. 共通基礎課程の実際のカリキュラムへの導入シミュレーション 
 
 導入シミュレーションを行うことにより、共通基礎課程の導入時には、①新たな科目を加える必要

がある、②既存カリキュラムを圧迫しないような配慮も必要となる、③カリキュラムの順序性、指導

者や場所の確保についても考慮しなければならない、④共通基礎課程履修済の学生が入学したとき２

年次に編入となる想定だが、新たな科目と既存の科目とがバッティングしないような配置等の考慮も

必要である、等の課題が示された。④については、重要な課題ではあるが、共通基礎課程導入後最低

４年経たなければ、共通基礎課程修了者が２年次に編入する例は出て来ないため、かなり先の問題で

ある。これについては、一定規模のカリキュラム改訂があると想定すれば、そのときのカリキュラム

再編成等で対応できる部分もあるため、現状課程において詳細な修正案を議論することはあまり得策

ではない可能性もある。 
 この研究での作業には限界も大きい。一つはシラバスに表現されていることの限界である。例えば

守秘や患者安全については、臨地実習等で触れる機会を持つことも多いだろう。履修不能コンピテン

シーと判断されたが、実際にはそういった現場での指導に組み込まれているとすれば、今後シラバス

に追記していただくなどの改善点が見えてきた部分があった。 
 また、カリキュラムと言えども、今回検討できているのは教育課程における教育目標の部分であ

る。講義なのか、演習や実習なのかといった点は十分な検討がなされていない。また、学習者評価に

ついての議論も出来ていないため、実際にこれを教え、評価するところまで持っていくには、さらな

る議論が必要になるだろう。共通基礎課程をトライアル実施するような大学があれば、今回議論でき

ていなかった課題がさらに見えてくる可能性は高い。 
 ただ、今回のようなシミュレーションを行うことによって、共通基礎課程のトライアル導入におい

てどのような作業が必要になりそうかについてはかなり検討できたと言える。そのような場合に、今

回の教訓が生かされることを願っている。 
 
E．結論 

 
共通基礎課程の導入を想定した場合、現状の各大学での教育課程においても、８割以上のコンピテ

ンシーが 494～553 時間程度の時間数で既修になることが確認された。また、共通基礎課程は 30 単

位、600 時間程度の履修によって修得されることが想定しうる。その際に、履修不能になるコンピテン

シーが２割以下の範囲で生じることが示され、その分の課程を付け加えることで共通基礎課程のパッ

ケージを開発することが可能である。 
 

F．健康危険情報 
なし 
 

G．研究発表 
1. 論文発表 
1. Nomura O, Onishi H, Park YS, Michihata N, Kobayashi T, Kaneko K, Yoshikawa T, Ishiguro, A. Predictors of performance on 

the pediatric board certification examination. BMC medical education, 21(1), 1-7, 2021 

2. 大西弘高．①家庭医療・総合診療の教育・学習と学習理論．②カリキュラム開発における学習と評価について．③

業務基盤型評価のプロセスとポイント．④家庭医療専門医試験のデザインとポイント．日本プライマリ・ケア連合

学会編．日本プライマリ・ケア連合学会基本研修ハンドブック（第３版）．①pp448-457，②pp458-468，③pp489-
497，④pp498-503．南山堂，2021 

3. 大西弘高．臨床推論．森川暢, 大武陽一, 酒井清裕編．総合診療×心療内科：心身症の一歩進んだ診かた．pp26-31．日本

医事新報社．2021  
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4. 大西弘高. 新人教育はどうあるべきか (特集 リハビリテーション医療における新人教育). 総合リハビリテーション, 49(6), 533-
539, 2021 

5. 大西弘高. 標準的在宅医療を教育する (特集 標準的在宅医療: 在宅医療の担い手を育てる). 月刊地域医学= Monthly 
community medicine, 35(4), 317-322, 2021 

 
2. 学会発表 
1. 大西弘高．「共通基礎課程のモデルカリキュラムの提案」．第 80 回日本公衆衛生学会総会．シンポジウム 30「地域共生社会

で活躍する対人支援職種の育成 －共通基礎課程をめぐるチャレンジ－」．東京. 2021.12.22 

2. 大西弘高．「医師養成の国際比較」．第 94 回日本整形外科学会学術総会．シンポジウム「現代の若手整形外科医の育成」．

東京．2021.5.23 

3. Hirotaka Onishi, Gominda G Ponnamperuma, Osamu Nomura. How to design summative assessment for postgraduate clinical 
training programmes: alignment with objectives and strategies. APMEC (Asia Pacific Medical Education Conference) 2021. 
Online organized in Singapore, Singapore. 2021.1.22. 

 
H．知的財産権の出願・登録状況 
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令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた 

教育コンテンツに関する研究」分担研究報告書 
 
複数の専門資格取得の希望状況と実践に照らした共通基礎課程コンピテンシーの現状専門教育の状況 

分担研究者 田口孝行（埼玉県立大学保健医療福祉学部・教授） 
 
【研究要旨】 
本研究では埼玉県内 2 市 1 町の保健医療福祉専門有資格者 444 名を対象に、別専門資格取得の希望状

況と、共通基礎課程コンピテンシー3.0 における実践に照らした専門職教育程度について明らかにする

ことを目的とした。対象者に質問紙調査を実施し、337 名（75.9％）を分析対象者（20～40 代約

70%、病院以外勤務者約 75％、主な職種：リハビリ職約 30％、介護職約 25％、看護職と介護支援専

門員各約 15％）とした。別専門資格取得希望者は 127 名（37.7%）であり、相談員 53%、介護支援専

門員 46%、介護職 35%、リハビリ職が 32%、看護職 26%の順に多かった。取得希望資格としては、介

護支援専門員を除いて精神保健福祉士 41%、社会福祉士 38%、看護師 26%、管理栄養士 19%、保育士

14%、③PT･④OT･⑤ST 各 10％程度であった。 
共通基礎課程コンピテンシー3.0 において、Ⅱ．科学的思考とその展開とⅥ．地域・社会活動とソー

シャルアクションの領域が他の領域より有意に低い結果を示した。Ⅱ.科学的思考とその展開について

はリハビリ職、Ⅲ.安全の確保と質改善については看護職、Ⅵ.地域・社会活動とソーシャルアクション

については相談員に比して他職種の教育程度が低いことが明らかとなった。これらのことから、共通

基礎課程の既卒者教育においては、Ⅱ.科学的思考とその展開、Ⅲ.安全の確保と質改善、Ⅵ.地域・社会

活動とソーシャルアクションのコンピテンス領域で、既資格・職種を考慮した教育プログラムの構築

が必要であることが示された。 
 
A．研究目的 
 本研究班では、これまでに共通基礎課程において、対人支援を行う専門職に共通する行動特性につ

いて検討し、6 つのコンピテンス領域と 41 のコンピテンシーをまとめた（共通基礎課程コンピテンシ

ー3.0）。本年度は共通基礎課程コンピテンシー3.0 について、保健医療福祉専門職養成大学の現在の

専門教育カリキュラムとの整合性について検討してきた。 
一方、実践現場の保健医療福祉専門職において、複数の専門資格取得のニーズや希望について把握

されてはいない。また、共通基礎課程コンピテンシー3.0 について、実践に照らし合わせたうえで、41
コンピテンシーの教育の必要性、および現在の教育程度について検討する必要がある。 
そこで、本研究では保健医療福祉専門資格の保有者を対象に、現在とは別の専門資格取得の希望状

況を明らかにすることを第一の目的とした。また、共通基礎課程コンピテンシー3.0 の 41 コンピテン

シーについて、実践と照らし合わせて専門職教育を類推したうえでの教育程度について明らかにする

ことを第二の目的とした。 
 
B．研究方法 
1）調査票の配布方法と対象者 
越谷市医療と介護の連携窓口のメディカルケアステーション（Medical Care station：MCS）登録

者 465 名、越谷市地域包括ケアセンター12 カ所、越谷市社会福祉協議会、越谷市内の介護老人保健施

設 6 施設、介護老人福祉施設 12 施設、総合病院 2 カ所、訪問看護ステーション 20 カ所、および病院

勤務者が不足することから越谷市に隣接する松伏町・春日部市の総合病院（2 か所）に対して調査協力

を依頼した。その後、調査協力が得られた 28 施設の管理者に対して、専門有資格者（看護師、保健

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専

門員）のうち 1 施設 30 部を上限として、各施設で専門有資格者がほぼ同数となるよう配慮してもら

い、基本的に無作為に抽出した 444 名に調査票を配布してもらった。 
2）質問項目 
基本情報として(1)性別、(2)年齢、(3)主たる勤務先、(4)主な仕事（看護職員/介護職員/介護支援専門

員/生活･支援･医療相談員/リハビリ職/その他）、(5)主な仕事の経験年数、(6)就業形態（常勤/非常

勤）、(7)職位（管理職/主任（サブ）リーダー/一般職･担当職）、(8)保有している専門資格を調査し

た。また、(9)現在保有している専門資格とは別の専門資格（複数専門資格）の取得希望の有無、(10)
取得を希望する専門資格の種類、(11)取得を希望する理由について回答を求めた。また、(12)共通基礎
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課程コンピテンシー3.0 における各コンピテンシー（41 項目）について、対象者の勤務先での実践に

照らし合わせて、その専門資格養成における教育程度について回答（選択肢：1. ほとんど教えられて

いない、2. 少しは教えられている、3. まずまず教えられている、4. 十分教えられている）を求めた。 
調査期間は、2022 年 1 月 20 日～2 月 17 日までの約 1 ヶ月間とした。 

（倫理面への配慮） 
質問紙調査への協力は任意とし、所属施設から強制がかからず、協力者･非協力者が特定できないよ

う調査票への回答は無記名･所属施設名無記載とし、調査票の回収は研究代表者宛に個別に郵送させ

た。また、調査票の提出をもって本研究への協力の同意とすることを書面で説明した。 
 
C．研究結果 

調査対象者（調査票配布者）444 名のうち、回答が回収できた者は 346 名（回収率 77.9%）であっ

た。そのうち、回答に不備があった者 9 名を除く 337 名を分析対象者とした（75.9%）。 
1.分析対象者の基本属性 
分析対象者の基本属性は表 1 に示すとおりである。 
今回の分析対象者の特徴として、女性が約 7 割、20～40 歳代が約 7 割、クリニックを含む病院以外

に勤務する者が約 3 分の 2 を占めた。 
主な仕事（職種）は④リハビリ職員約 30％、②介護職員約 25％、①看護職員と⑤介護支援専門員が

各約 15％、④相談員が約 10％であった。なお、④相談員は社会福祉士または介護福祉士の資格保持者

であった（1 名のみ看護師+介護支援専門員）。 
仕事の経験年数では、10 年未満と 10 年以上で各半数であった。 
就業形態では常勤職員が約 8 割、職位では一般職･担当職が約 7 割と多かった。 
保有している専門資格（複数資格含む）としては、介護福祉士 44%、介護支援専門員 26%、理学療

法士 21％、看護師 16％、社会福祉士 12％の順に多かった。また、複数の専門資格保有者は、介護支

援専門員を含めると 30％であるが、介護支援専門員を除くと約 10%であった。 
 
2. 別専門資格取得の希望状況 
現在とは別の専門資格取得の希望状況について表 2 に示した。 
現在とは別の専門資格取得を希望する者は、分析対象者全体（n=337）で 127 名（37.7%）であっ

た。この希望ありと回答した者の現在の仕事（職種）の内訳としては、その他を除いて、③相談員が

52.9%、⑤介護支援専門員が 45.8%、②介護職員が 34.9%、④リハビリ職員が 31.7%、①看護職員が

26.0%の順に希望が多かった。 
取得を希望する専門資格としては、介護支援専門員を除いた選択肢にて、⑨精神保健福祉士が

40.9%、⑦社会福祉士が 37.8%、①看護師が 26.0%、⑥管理栄養士が 18.9%、⑩保育士が 14.2%の順

に多かった。一方、リハビリ専門職の③PT･④OT･⑤ST は各 10％超に留まった。 
別の専門資格の取得を希望する理由としては、②仕事内容のスキルアップのためが 78.7%と最も多

く、①仕事（職種）の配置転換のため、③就労形態の転換のため、⑤待遇・給料への反映のためが

10%超え程度であった。 
 
 
表 1. 分析対象者（n=337）の基本属性 

項目 回答 
(1)性別 女性 231 名（68.5%）  男性 106 名（31.5%） 
(2)年齢 ①20 歳代 71 名（21.1%） ②30 歳代 73 名（21.6%） ③40 歳代 91 名（27.0%） 

④50 歳代 64 名（19.0%） ⑤60 歳以上 38 名（11.3%） 
(3)主たる勤務先 ①病院（含ｸﾘﾆｯｸ）    81 名（24.0%） 

③介護老人福祉施設   35 名（10.4%）      
⑤デイケア･サービス    30 名（8.9%）      
⑦地域包括支援センター 23 名（6.8%）  

②介護老人保健施設   52 名（15.4%） 
④訪問看護ステーション 31 名（9.2%） 
⑥居宅介護支援事業所     37 名（11.0%） 
⑧その他        48 名（14.2%）※ 

※その他:社会福祉協議会、訪問介護事業所、介護と医療の連携窓口、障害者支援センター等 

(4)主な仕事 
（職種） 

①看護職員 

③相談員※ 
⑤介護支援専門員 

50 名（14.8%） 
34 名（10.1%） 
48 名（14.2%） 

②介護職員 
④リハビリ職員 
⑥その他 

86 名（25.5%） 
104 名（30.9%） 
15 名（  4.5%） 
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※③相談員は社会福祉士または介護福祉士の資格保持者（1 名のみ看護師+介護支援

専門員） 
(5) 主な仕事 
（職種）の経験

年数 

①1 年未満 
③3～5 年未満 
⑤7～10 年未満 
⑦15～20 年未満 

19 名（  5.7%） 
38 名（11.3%） 
50 名（14.9%） 
48 名（14.3%） 

②1～3 年未満 
④5～7 年未満 
⑥10～15 年未満 
⑧20 年以上 

31 名（  9.2%） 
30 名（  8.9%） 
76 名（22.6%） 
44 名（13.1%） 

(6)就業形態 ①常勤職員 278 名（82.5%） ②非常勤職員（含パート）59 名（17.5%） 
(7) 職位 ①一般職･担当職  245 名（72.7%） 

③管理職      57 名（16.9%） 
②主任/サブリーダー 35 名（10.4%） 

(8) -1 保有してい

る専門資格 
（含複数資格） 

①看護師 
③理学療法士 
⑤言語聴覚士名 
⑦社会福祉士  
⑨精神保健福祉士 
⑩歯科衛生士 
⑫その他 

57 名（16.9%） 
71 名（21.1%） 
3 名（  0.9%） 

41 名（12.2%） 
2 名（  0.6%） 
3 名（  0.9%） 

11 名（  3.3%） 

②保健師 
④作業療法士 
⑥管理栄養士 
⑧介護福祉士 
⑪保育士 
⑫介護支援専門員 

4 名（  1.2%） 
29 名（  8.6%） 
1 名（  0.3%） 

149 名（44.2%） 
8 名（  2.4%） 

89 名（26.4%） 

(8)-2 専門資格保

有者数 
1）介護支援専門

員資格を含む 
2）介護支援専門

員資格を除く 

 

 

①単資格保有者 

 

①単資格保有者 

 
 
236 名（70.0%） 
 
307 名（91.1%） 

 

 

②複数資格保有者 

 

②複数資格保有者 

 
 
101 名（30.0%） 
 
30 名（  9.9%） 

 
 
表 2. 複数の専門資格取得の希望状況 

項目 回答 
(9)-1 別の専門資格

（複数専門資格）の

取得希望の有無 

①希望あり 
②どちらとも言えない 
③希望なし 

127 名（37.7%） 
70 名（20.8%） 

140 名（41.5%） 
(9)-2「希望あり」の

者の現在の仕事（職

種）の内訳 

①看護職員 
③相談員 
⑤介護支援専門員 

13 名（26.0%） 
18 名（52.9%） 
22 名（45.8%） 

②介護職員 
④リハビリ職員 
⑥その他 

30 名（34.9%） 
33 名（31.7%） 
11 名（73.3%） 

(10)取得を希望する専

門資格の種類（複数

回答） 
※希望有りの者 127
名を対象 

①看護師 
③理学療法士(PT) 
⑤言語聴覚士名(ST) 
⑦社会福祉士  
⑨精神保健福祉士 
⑩その他※ 

33 名（26.0%） 
16 名（12.6%） 
16 名（12.6%） 
48 名（37.8%） 
52 名（40.9%） 
5 名（3.9%） 

②保健師 
④作業療法士(OT) 
⑥管理栄養士 
⑧介護福祉士 
⑩保育士 

11 名（8.7%） 
14 名（11.0%） 
24 名（18.9%） 
11 名（8.7%） 
18 名（14.2%） 

※その他：臨床心理士、防災士等 
(11)取得を希望する理

由（複数回答） 
①仕事（職種）の配置転換のため 
②仕事内容のスキルアップのため 
③就労形態の転換のため 
④上位の職位を目指して 
⑤待遇・給料への反映のため 
⑥その他 

17 名（13.4%） 
100 名（78.7%） 
15 名（11.8%） 
3 名（  2.4%） 

15 名（11.8%） 
10 名（  7.9%） 

（参考） 
現在、複数資格の保

有者（介護支援専門

員除く）30 名におけ

る複数資格を取得し

た理由（複数回答） 

①仕事（職種）の配置転換のため 
②仕事内容のスキルアップのため 
③就労形態の転換のため 
④上位の職位を目指して 
⑤待遇･給料への反映のため 
⑥特に理由なし 
⑦その他： 

3 名（10.0%） 
25 名（83.3%） 
7 名（23.3%） 
7 名（23.3%） 
5 名（16.7%） 
3 名（10.0%） 
3 名（10.0%） 
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3. 共通基礎課程コンピテンシー3.0 における専門職教育の程度 
「あなたの現在の勤務先での実践に照らし合わせて、あなたの専門資格を養成する教育（今の教育

内容を後輩たちの能力から類推）について、どのように思うか。」という質問について、選択肢（1. 
ほとんど教えられていない、2. 少しは教えられている、3. まずまず教えられている、4. 十分教えられ

ている）から回答を求めた。 
1）対象者全体（n=337）における専門教育程度のコンピテンス領域別の比較 
共通基礎課程コンピテンシー3.0（6 コンピテンス領域）における専門職教育の程度について、全対

象者（n=337）の結果を図 1 に示した。6 つのコンピテンス領域において、Ⅱ．科学的思考とその展開

とⅥ．地域・社会活動とソーシャルアクションの領域が他の領域より有意に低い結果（教えられてい

ない）を示した（p<.05）。 
2）各コンピテンス領域における職種別の専門職教育程度の比較 
共通基礎課程コンピテンシー3.0 の 6 コンピテンス領域における現在の仕事（職種）別の専門職教育

の程度についての結果を図 2～に示した。また、参考資料に仕事（職種）別のコンピテンシー41 項目

についての詳細な結果を示した。 
コンピテンス領域の「Ⅰ.専門職の自律と職業倫理」、「Ⅳ.当人の理解と支援」、「Ⅴ.チーム・組織

の理解と協働的実践」において、職種間の差は認められなかった。 
一方、「Ⅱ.科学的思考とその展開」、「Ⅲ.安全の確保と質改善」、「Ⅵ.地域・社会活動とソーシャ

ルアクション」については、職種間に有意差が確認された。「Ⅱ.科学的思考とその展開」において

は、①看護職員･②介護職員･③相談員･⑤介護支援専門員の方が④ハビリ職員より有意に低い結果（教

えられていない）を示した（p<.05）。また、「Ⅲ．安全の確保と質改善」については、③相談員･④

ハビリ職員･⑤介護支援専門員の方が①看護職員より有意に低い結果（教えられていない）を示した

（p<.05）。さらに、「Ⅵ.地域・社会活動とソーシャルアクション」では、②介護職員の方が③相談員

よりも有意に低い結果（教えられていない）を示した（p<.05）。 
 

 
図 1. 全対象者（n=337）における 6 コンピテンス領域の専門職教育の程度 
 
 
 



 

20 

 
図 2. コンピテンス領域（Ⅰ.専門職の自律と職業倫理）における職種別の専門職教育程度の比較 

各職種間に有意差無し 

 
図 3. コンピテンス領域（Ⅱ.科学的思考とその展開）における職種別の専門職教育程度の比較 

④ハビリ職員と①看護職員･②介護職員･③相談員･⑤介護支援専門員の間に有意差あり（p.05） 
 
 

 
図 4. コンピテンス領域（Ⅲ．安全の確保と質改善）における職種別の専門職教育程度の比較 

①看護職員と③相談員･④ハビリ職員･⑤介護支援専門員の間に有意差あり（p.05） 
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図 5. コンピテンス領域（Ⅳ.当人の理解と支援）における職種別の専門職教育程度の比較 

各職種間に有意差無し 
 

 
図 6. コンピテンス領域（Ⅴ.チーム・組織の理解と協働的実践）における 

職種別の専門職教育程度の比較 
各職種間に有意差無し 

 
 

 
図 7. コンピテンス領域（Ⅵ.地域・社会活動とソーシャルアクション）における 

職種別の専門職教育程度の比較 
②介護職員と③相談員の間に有意差あり（p<.05） 
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D．考察 
1. 別専門資格取得の希望状況 
現在保有している専門資格とは別の専門資格の取得を希望する者について、介護･福祉職について

は、医療職に比して待遇面やキャリアアップシステムの整備不足が指摘 1）2)されていることから、別専

門資格の取得希望者が多くなり、一方、医療職については別専門資格の取得希望者はそれほど多くな

いことが予想された。しかし、本研究の結果、別の専門資格の取得希望者数は、分析対象者全体とし

て約 40％程度存在することが明らかとなった。この結果は、2021 年の介護労働実態調査（介護労働安

定センター）でも約 40％が今後別資格を希望している割合と一致していた 3）。また、その別専門資格

取得希望者の現在の職種の内訳については、当初の予想通り、相談員・介護支援専門員が約半数、介

護職員が 30％超と高い希望割合を示した。一方、医療職であるリハビリ職や看護職員でも約 3 割は別

の専門資格の取得希望者がいることが示された。 
次に、取得を希望する専門資格として、当初、上記の理由のため医療職（看護･リハビリ等）が多く

なることを予想した。しかし、本研究の結果では、精神保健福祉士と社会福祉士を希望する者が各約 4
割と多く、続いて看護師･管理栄養士が約 2 割、リハビリ職は 1 割程度であった。介護労働実態調査 3）

では、介護支援専門員も選択肢に入っていたが、これを除くと社会福祉士の取得希望者が多く、これ

も本研究結果と一致していた。一方、本研究では精神保健福祉士の取得希望者が多く、看護師やリハ

ビリ職の医療職も 1～1 割の取得希望者が存在したが、介護労働実態調査 3）では精神保健福祉士の取得

希望者は 1 割未満と少なく、看護師やリハビリ職の医療職の資格取得希望者も約 2％程度と低かった。

これは、本調査では専門資格保有者に限定したこと、および回答者の職種割合にもよる違いと思われ

る。 
今回実施した別専門資格の取得を希望する理由のなかで、他の理由に比して最も多かったのが「仕

事内容のスキルアップのため（約 80％）」であった。このことから、現在の仕事（職種）は継続しつ

つ、他職種の知識･技術を学び、現在の仕事（職種）のスキルアップによってケアの質を向上させよう

とする目的が強いと思われる。石橋らが報告した 2008 年からも介護対象者のニーズの多様化に伴い、

質の高いサービスが求められていることが指摘されており 4）、これが顕著になっていることが推測で

きる。また、介護労働実態調査 3）でも今の仕事を続けたいと回答した者が多いことが示されている。 
一方、別専門資格の取得を希望する理由の回答で、「仕事（職種）の配置転換のため」や「待遇・

給料への反映のため」が 10％超の回答であったことから、各職種における待遇面の問題は根強く残存

していると考えらえる。 
 
2. 共通基礎課程コンピテンシー3.0 における専門職教育の程度 
1）専門教育程度のコンピテンス領域別の比較 
本研究班では、これまでに対人支援を行う保健医療福祉専門職に共通する行動特性について検討

し、コンピテンス領域（5 領域）とコンピテンシー（41 項目）をまとめた（共通基礎課程コンピテン

シー3.0）。本研究では、5 つのコンピテンス領域（Ⅰ.専門職の自律と職業倫理：8 項目、Ⅱ.科学的思

考とその展開：4 項目、Ⅲ.安全の確保と質改善：6 項目、Ⅳ.当人の理解と支援：11 項目、Ⅴ.チーム・

組織の理解と協働的実践：7 項目、Ⅵ.地域・社会活動とソーシャルアクション：5 項目）について、現

職者に対して現在の専門教育課程における教育の程度について調査を行った。全対象者の回答の平均

値を集計した結果、6 つのコンピテンス領域において、「Ⅱ．科学的思考とその展開」と「Ⅵ．地域・

社会活動とソーシャルアクション」のコンピテンス領域が他の領域に比して教育程度が低いことが示

された。なかでも「Ⅵ．地域・社会活動とソーシャルアクション」については平均点が 2 点未満であ

り、個人のケアを支える地域の存在を理解し、俯瞰的な視野を持って地域アセスメント、地域介入を

行うための能力について、ほぼ教育されていないことが示された。Ⅱ．科学的思考とその展開につい

てはコンピテンシーとして、人体の構造、ICF、環境、テクノロジー等が含まれ、当人の問題を多面的

にかつ分析的に明らかにする能力についての教育が不足していると思われた。コンピテンス領域

「Ⅱ．科学的思考とその展開」と「Ⅵ．地域・社会活動とソーシャルアクション」が低いことは、保

健医療福祉職でマネジメント能力が課題としてあげられていることと関連していると思われる。 
 
2）各コンピテンス領域における職種別の専門職教育程度の比較 
本研究の結果、コンピテンス領域の「Ⅰ.専門職の自律と職業倫理（平均 2.47～2.69）」、「Ⅳ.当人

の理解と支援（平均 2.36～2.68）」、「Ⅴ.チーム・組織の理解と協働的実践（平均 2.40～2.62）」に

おいて職種間の差は認められず、いずれの職種でも平均 2 点台であった。Ⅰ.専門職の自律と職業倫理

については、各専門職教育におけるプロフェッショナリズム教育として充実していることがうかがえ
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る。また、Ⅳ.当人の理解と支援とⅤ.チーム・組織の理解と協働的実践については、尊厳ある一人の人

間として関わること、多職種連携の必要性、当人をチームの中心として、またはチームメンバーの一

人として一緒に課題解決に取り組むことの多職種連携教育（Inter-Professional Education：IPE）が

各専門職教育に取り入れられていることがうかがえた。 
Ⅱ.科学的思考とその展開においては、リハビリ職が平均 2 点台に対して他職種は 1 点台で、リハビ

リ職が他職種より高値を示した。リハビリ職は、運動の専門家であるため人体の構造の理解は十分に

教育されている。また、障害に即した家屋改造や補助具や自助具の使用、リハビリ機器の使用などが

専門領域に密接した必要な知識であることから高値であった可能性が考えられた。逆に、リハビリ職

以外の職種は、共通基礎課程においてこのコンピテンス領域の教育が必要であることが示唆された。 
Ⅲ.安全の確保と質改善について、全職種で平均 2 点台ではあったが、看護職が相談員・リハビリ

職・介護支援専門員より高値を示した。看護職における専門教育では、薬剤の使用や転倒予防も含め

て、ケアの際の安全管理が重要視され、インシデントやアクシデントの管理・対応が徹底されてい

る。患者や利用者に直接的に接する職種として、看護職の他に介護職やリハビリ職があるが、この領

域の教育が不足していることを示した結果と考えられる。 
Ⅵ.地域・社会活動とソーシャルアクションについて、相談員は介護職より有意に高値ではあった

が、平均点では相談員が 2 点台に対して、他職種では平均 1 点台であった。相談員は地域･社会資源の

活用や自治体･行政への働きかけを専門とする専門職であるため、今回の結果は当然の結果と考えられ

る。しかし、現在のチームとして多職種連携で関わる際には、専門の役割分担だけでなく、個人のケ

アを支える地域の存在を理解し、俯瞰的な視野を持って課題に取り組める基礎知識を全職種が共通に

理解しておくことが必要と考える。 
これらのことから、共通基礎課程の既卒者教育においては、Ⅱ.科学的思考とその展開、Ⅲ.安全の確

保と質改善、Ⅵ.地域・社会活動とソーシャルアクションのコンピテンス領域で、既資格・職種を考慮

した教育プログラムの構築が必要であることが示された。 
 
E．結論 
1）専門教育程度のコンピテンス領域別の比較 

6 つのコンピテンス領域において、「Ⅱ．科学的思考とその展開」と「Ⅵ．地域・社会活動とソーシ

ャルアクション」のコンピテンス領域が他の領域に比して教育程度が低いことが示された。特に

「Ⅵ．地域・社会活動とソーシャルアクション」については平均点が 2 点未満であり、個人のケアを

支える地域の存在を理解し、俯瞰的な視野を持って地域アセスメント、地域介入を行うための能力に

ついて、ほぼ教育されていないことが示された。 
 
2）各コンピテンス領域における職種別の専門職教育程度の比較 
「Ⅰ.専門職の自律と職業倫理」、「Ⅳ.当人の理解と支援」、「Ⅴ.チーム・組織の理解と協働的実

践」において職種間で教育程度の違いは認められなかった。Ⅰ.専門職の自律と職業倫理については、

各専門職教育におけるプロフェッショナリズム教育の充実、Ⅳ.当人の理解と支援とⅤ.チーム・組織の

理解と協働的実践については、人間の尊厳、多職種連携の必要性、当事者中心性が各専門職教育に取

り入れられていることがうかがえた。 
Ⅱ.科学的思考とその展開についてはリハビリ職に比して他職種の教育程度が低く、Ⅲ.安全の確保と

質改善については看護職に比して他職種の教育程度が低く、Ⅵ.地域・社会活動とソーシャルアクショ

ンについては相談員に比して他職種の教育程度が低いことが明らかとなった。このことから、共通基

礎課程の既卒者教育においては、Ⅱ.科学的思考とその展開、Ⅲ.安全の確保と質改善、Ⅵ.地域・社会活

動とソーシャルアクションのコンピテンス領域で、既資格・職種を考慮した教育プログラムの構築が

必要であることが示された。 
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F．健康危険情報 
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2）文部科学省高等教育局医学教育課：モデル･コア･カリキュラム改訂の経緯及びスケジュール(案)等
について：https://www.mext.go.jp/content/20210818-mxt_igaku-000017471_4.pdf?msclkid=e9351e36a8d711 
ecbe6e956d7b82d91e（2022.3.21 参照） 
3）厚生労働省 令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-yousei/in-
dex_00012.html?msclkid=b1907280a8d911ec878d7ece263341c8（2022.3.21 参照） 
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＜参考資料＞ 
1）-1 共通基礎課程コンピテンシー3.0 における専門職教育の程度結果（職種別） 
＜⓪全体、①看護職（看護師）、②介護職（介護福祉士）、③相談員（社会福祉士･介護福祉士）＞ 

 
 
 

コンピテンス領域 コンピテンス領域の説明 コンピテンシー 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
1 1. 当人中心性を重視した行動ができる。 2.66 0.79 2.66 0.87 2.59 0.74 2.74 0.79
2 2. 問題解決に向けた情報収集ができる。 2.77 0.76 2.98 0.74 2.66 0.68 2.74 0.86

3 3. 倫理や価値を考慮した臨床上・実践上の意思決定に
ついて考えることができる。 2.59 0.80 2.72 0.73 2.47 0.79 2.62 0.78

4 4. 根拠に基づく実践ができる。 2.71 0.75 2.84 0.74 2.70 0.74 2.71 0.84

5 5. 自らの生涯学習のニーズを見出し、行い続けることがで
きる。 2.46 0.82 2.50 0.84 2.37 0.83 2.53 1.02

6 6. 実践に対し省察・振り返りを行い、改善につなげること
ができる。 2.64 0.82 2.74 0.80 2.62 0.88 2.53 0.90

7 7. 実践を通じて、自らの価値観を知ること（自己覚知）
ができる。 2.56 0.78 2.68 0.79 2.63 0.74 2.74 0.79

8 8. 自らの心身のストレスに適切に対処できる。 2.28 0.82 2.40 0.86 2.31 0.80 2.24 0.78

9 1. 人体の構造と機能、疾病の成り立ちや回復のプロセス
を説明できる。 2.27 0.88 2.68 0.84 1.92 0.80 1.79 0.77

10 2. ICF（国際生活機能分類）の要素及びその関係性
を説明できる。 2.28 0.92 1.98 0.84 2.05 0.94 2.03 0.87

11 3. 空間やモノ、体験、関係性のデザインに関する多様な
手法を利用できる。 1.74 0.79 1.60 0.70 1.62 0.83 1.62 0.85

12 4. 生産性を高める多様なテクノロジー導入の提案ができ
る。 1.69 0.77 1.54 0.73 1.66 0.81 1.76 0.89

13 1. 安全管理の基本的な原則に基づいた行動ができる。 2.80 0.79 2.98 0.80 2.83 0.74 2.59 0.74
14 2. 守秘義務を遵守して利用者の情報保護ができる。 3.21 0.79 3.30 0.71 3.22 0.73 3.38 0.74

15 3. 薬剤や医療的支援による副作用および合併症につい
て説明できる。 1.93 0.83 2.78 0.74 1.77 0.71 1.59 0.78

16 4. 継続的な質改善に必要なプロセスを実践できる。 2.28 0.82 2.52 0.86 2.41 0.87 2.21 0.88

17 5. インシデントやアクシデントの発生時にとるべき行動を説
明できる。 2.67 0.84 2.96 0.81 2.65 0.76 2.56 0.96

18 6. 災害に対する事前計画と災害時の対応について説明
できる。 2.15 0.89 2.36 0.92 2.26 0.84 2.18 0.94

19 1. 関係性を考慮した上で対話の姿勢を保ち、適切なコ
ミュニケーションができる。 2.90 0.78 2.86 0.76 2.97 0.79 3.24 0.50

20 2. 当人の主体形成を考慮した形で関わることができる。 2.72 0.77 2.66 0.77 2.71 0.70 2.91 0.71

21 3. 当人の自律性や強みを重視し、関係者の多様な視点
を踏まえ、対応の方向性を共に模索できる。 2.65 0.80 2.54 0.81 2.59 0.79 2.85 0.74

22 4. リハビリテーション（人間復権）の視点からの関わりが
できる。 2.47 0.87 2.52 0.86 2.19 0.82 2.21 0.84

23
5. 個人と家族、地域コミュニティ等の関係性（エコシステ
ム）、当人の生活（家政）を理解した上で支援ができ
る。

2.37 0.85 2.48 0.89 2.17 0.86 2.65 0.81

24 6. 言語や文化、宗教、心身・社会経済的状態、性的指
向・性自認等の価値観や背景を受容できる。 2.26 0.87 2.44 0.88 2.19 0.87 2.38 0.92

25 7. 人権擁護の視点に基づく支援と人権侵害への適切な
行動ができる。 2.41 0.88 2.48 0.93 2.47 0.90 2.76 0.89

26 8. 脆弱な個人や集団、抑圧や疎外、周縁化された個人
や集団のニーズに対応できる。 2.23 0.84 2.32 0.87 2.09 0.83 2.32 0.84

27 9. 相談先や依存先の確保を意識した関わりができる。 2.20 0.87 2.34 0.89 1.97 0.82 2.68 0.98

28 10. 生活の質向上のためのケアマネジメントを実行でき
る。 2.61 0.83 2.58 0.88 2.44 0.82 2.88 0.77

29 11. 生涯にわたる変化・時間軸を意識した関わりができ
る。 2.45 0.84 2.58 0.91 2.20 0.84 2.56 0.82

30 1. 自らの職種の専門性とその限界、他の専門職の役割
を理解した協働ができる。 2.86 0.78 2.80 0.78 2.73 0.79 3.18 0.72

31 2. 専門職としての影響力を意識した上で、リーダーシップ
を発揮できる。 2.38 0.80 2.60 0.83 2.30 0.84 2.35 0.77

32 3. チームや組織の相乗効果を生むためのコミュニケーショ
ンをとることができる。 2.70 0.76 2.78 0.86 2.70 0.69 2.71 0.72

33 4. 多職種で学び合うための具体的働きかけができる。 2.50 0.90 2.64 0.85 2.29 0.94 2.59 0.78

34 5. 様々な領域におけるチームや組織の特性を理解でき
る。 2.59 0.83 2.74 0.78 2.43 0.83 2.82 0.67

35 6. 様々な主体とつながり、インパクトを意識した取り組み
を遂行できる。 2.10 0.80 2.22 0.74 1.94 0.77 2.26 0.99

36 7. 自らとチーム内他者の心身のストレスに注意を払い、
適切に対処できる。 2.44 0.81 2.58 0.78 2.53 0.79 2.44 0.79

37 1. 地域の歴史・文化、社会経済情勢、地方行政等を
俯瞰し、住民の生活について説明できる。 1.86 0.79 2.02 0.77 1.69 0.74 2.00 0.89

38 2. 健康の社会的決定要因を理解し、地域・社会に働き
かけることができる。 2.01 0.79 2.16 0.82 1.83 0.72 2.15 1.02

39 3. 地域や社会のめざす姿を、環境や持続可能性の観点
から論じることができる。 1.77 0.80 1.82 0.83 1.60 0.74 1.97 1.03

40 4. 支援に必要な資源を、時に当人や住民と共に検討で
きる。 1.99 0.90 1.94 0.91 1.65 0.78 2.62 1.02

41
5. 住民や行政、民間企業など多様な主体を含め、コミュ
ニティの継続的循環を環境や持続可能性の観点から論じ
ることができる。

1.79 0.81 1.80 0.78 1.57 0.70 2.24 1.02

Ⅴ．チーム・組織
の理解と協働的

実践

現代の保健医療福祉を
提供する際に不可欠な
チームや組織の中で、自ら
の立ち位置を理解した上
で最適な働きができるよう
にするための能力の領域で
ある。

Ⅵ．地域・社会
活動とソーシャルア

クション

個人のケアを支える地域の
存在を理解し、俯瞰的な
視野を持って地域アセスメ
ント、地域介入を行うため
の能力の領域である。

選択肢：1. ほとんど教えられていない、2. 少しは教えられている、3. まずまず教えられてい
る、4. 十分教えられている

Ⅱ．科学的思考
とその展開

当人の問題を解決する際
に、問題の所在を分析的
に明らかにするための保健
医療福祉専門職に必要
な知的スキルの領域であ
る。

Ⅲ．安全の確保
と質改善

保健・医療・福祉を安全
に提供し、その質を改善す
るための専門職自身、ある
いは専門職を取り巻くシス
テム全体に必要な能力を
含む領域である。

Ⅳ．当人の理解
と支援

尊厳ある一人の人間として
の当人とその権利を、当人
を取り巻く地域や文化、生
活を含めて理解し、当人の
強みや意欲を考慮したケア
の重要性を理解した上で、
最適なケアや支援を提供
できる能力の領域である。

③相談員
（n=34）

Ⅰ．専門職の自
律と職業倫理

プロフェッショナリズムと一般
的に呼ばれる領域であり、
各自が専門職として定めら
れた役割と、職業人として
の自分のあり方の二つに大
別される。

⓪全体 ①看護職
（n=50）

②介護職
（n=86）
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1）-2 共通基礎課程コンピテンシー3.0 における専門職教育の程度結果（職種別） 
＜⓪全体、④リハビリ職（PT・OT・ST）、⑤介護支援専門員、⑥その他（事務職･コーディネーター：社

会福祉士･介護福祉士）＞ 
 

 
 
 

コンピテンス領域 コンピテンス領域の説明 コンピテンシー 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
1 1. 当人中心性を重視した行動ができる。 2.66 0.79 2.73 0.77 2.49 0.84 2.86 0.77
2 2. 問題解決に向けた情報収集ができる。 2.77 0.76 2.80 0.76 2.63 0.78 3.00 0.78

3 3. 倫理や価値を考慮した臨床上・実践上の意思決定に
ついて考えることができる。 2.59 0.80 2.73 0.82 2.39 0.84 2.43 0.76

4 4. 根拠に基づく実践ができる。 2.71 0.75 2.72 0.76 2.63 0.78 2.57 0.65

5 5. 自らの生涯学習のニーズを見出し、行い続けることがで
きる。 2.46 0.82 2.53 0.79 2.45 0.68 2.14 0.95

6 6. 実践に対し省察・振り返りを行い、改善につなげること
ができる。 2.64 0.82 2.68 0.74 2.55 0.84 2.57 0.76

7 7. 実践を通じて、自らの価値観を知ること（自己覚知）
ができる。 2.56 0.78 2.48 0.78 2.45 0.84 2.36 0.84

8 8. 自らの心身のストレスに適切に対処できる。 2.28 0.82 2.23 0.84 2.22 0.87 2.36 0.74

9 1. 人体の構造と機能、疾病の成り立ちや回復のプロセス
を説明できる。 2.27 0.88 2.65 0.79 2.08 0.79 2.00 0.96

10 2. ICF（国際生活機能分類）の要素及びその関係性
を説明できる。 2.28 0.92 2.72 0.83 2.31 0.87 1.93 0.92

11 3. 空間やモノ、体験、関係性のデザインに関する多様な
手法を利用できる。 1.74 0.79 1.96 0.76 1.76 0.72 1.71 0.83

12 4. 生産性を高める多様なテクノロジー導入の提案ができ
る。 1.69 0.77 1.79 0.75 1.69 0.74 1.57 0.65

13 1. 安全管理の基本的な原則に基づいた行動ができる。 2.80 0.79 2.92 0.77 2.51 0.82 2.71 0.83
14 2. 守秘義務を遵守して利用者の情報保護ができる。 3.21 0.79 3.08 0.87 3.27 0.86 3.29 0.73

15 3. 薬剤や医療的支援による副作用および合併症につい
て説明できる。 1.93 0.83 1.78 0.70 1.92 0.76 1.79 1.12

16 4. 継続的な質改善に必要なプロセスを実践できる。 2.28 0.82 2.16 0.73 2.18 0.75 2.14 0.86

17 5. インシデントやアクシデントの発生時にとるべき行動を説
明できる。 2.67 0.84 2.75 0.82 2.41 0.84 2.29 0.83

18 6. 災害に対する事前計画と災害時の対応について説明
できる。 2.15 0.89 2.04 0.91 2.04 0.87 2.00 0.78

19 1. 関係性を考慮した上で対話の姿勢を保ち、適切なコ
ミュニケーションができる。 2.90 0.78 2.83 0.82 2.69 0.80 3.14 0.77

20 2. 当人の主体形成を考慮した形で関わることができる。 2.72 0.77 2.73 0.84 2.59 0.79 2.79 0.80

21 3. 当人の自律性や強みを重視し、関係者の多様な視点
を踏まえ、対応の方向性を共に模索できる。 2.65 0.80 2.63 0.79 2.69 0.85 2.86 0.86

22 4. リハビリテーション（人間復権）の視点からの関わりが
できる。 2.47 0.87 2.78 0.79 2.43 0.84 2.57 1.16

23
5. 個人と家族、地域コミュニティ等の関係性（エコシステ
ム）、当人の生活（家政）を理解した上で支援ができ
る。

2.37 0.85 2.31 0.78 2.37 0.83 2.93 0.92

24 6. 言語や文化、宗教、心身・社会経済的状態、性的指
向・性自認等の価値観や背景を受容できる。 2.26 0.87 2.27 0.89 2.06 0.77 2.43 0.85

25 7. 人権擁護の視点に基づく支援と人権侵害への適切な
行動ができる。 2.41 0.88 2.29 0.87 2.22 0.71 2.50 0.94

26 8. 脆弱な個人や集団、抑圧や疎外、周縁化された個人
や集団のニーズに対応できる。 2.23 0.84 2.32 0.87 2.06 0.72 2.36 0.93

27 9. 相談先や依存先の確保を意識した関わりができる。 2.20 0.87 2.15 0.84 2.20 0.84 2.36 0.74

28 10. 生活の質向上のためのケアマネジメントを実行でき
る。 2.61 0.83 2.57 0.80 2.82 0.75 2.64 1.08

29 11. 生涯にわたる変化・時間軸を意識した関わりができ
る。 2.45 0.84 2.52 0.84 2.45 0.68 2.71 0.99

30 1. 自らの職種の専門性とその限界、他の専門職の役割
を理解した協働ができる。 2.86 0.78 2.88 0.75 2.84 0.75 3.07 1.00

31 2. 専門職としての影響力を意識した上で、リーダーシップ
を発揮できる。 2.38 0.80 2.37 0.79 2.31 0.77 2.57 0.76

32 3. チームや組織の相乗効果を生むためのコミュニケーショ
ンをとることができる。 2.70 0.76 2.66 0.78 2.65 0.78 2.86 0.77

33 4. 多職種で学び合うための具体的働きかけができる。 2.50 0.90 2.57 0.88 2.57 0.98 2.29 0.73

34 5. 様々な領域におけるチームや組織の特性を理解でき
る。 2.59 0.83 2.57 0.82 2.65 0.90 2.50 0.94

35 6. 様々な主体とつながり、インパクトを意識した取り組み
を遂行できる。 2.10 0.80 2.06 0.72 2.16 0.83 2.36 0.93

36 7. 自らとチーム内他者の心身のストレスに注意を払い、
適切に対処できる。 2.44 0.81 2.34 0.84 2.39 0.79 2.29 0.99

37 1. 地域の歴史・文化、社会経済情勢、地方行政等を
俯瞰し、住民の生活について説明できる。 1.86 0.79 1.78 0.79 1.96 0.73 2.21 0.89

38 2. 健康の社会的決定要因を理解し、地域・社会に働き
かけることができる。 2.01 0.79 2.08 0.75 1.88 0.78 2.14 0.77

39 3. 地域や社会のめざす姿を、環境や持続可能性の観点
から論じることができる。 1.77 0.80 1.85 0.77 1.63 0.76 1.93 0.62

40 4. 支援に必要な資源を、時に当人や住民と共に検討で
きる。 1.99 0.90 1.97 0.84 2.14 0.94 2.36 0.74

41
5. 住民や行政、民間企業など多様な主体を含め、コミュ
ニティの継続的循環を環境や持続可能性の観点から論じ
ることができる。

1.79 0.81 1.84 0.81 1.69 0.80 2.00 0.68

Ⅳ．当人の理解
と支援

尊厳ある一人の人間として
の当人とその権利を、当人
を取り巻く地域や文化、生
活を含めて理解し、当人の
強みや意欲を考慮したケア
の重要性を理解した上で、
最適なケアや支援を提供
できる能力の領域である。

Ⅴ．チーム・組織
の理解と協働的

実践

現代の保健医療福祉を
提供する際に不可欠な
チームや組織の中で、自ら
の立ち位置を理解した上
で最適な働きができるよう
にするための能力の領域で
ある。

Ⅵ．地域・社会
活動とソーシャルア

クション

個人のケアを支える地域の
存在を理解し、俯瞰的な
視野を持って地域アセスメ
ント、地域介入を行うため
の能力の領域である。

⑥その他
（n=14）

Ⅰ．専門職の自
律と職業倫理

プロフェッショナリズムと一般
的に呼ばれる領域であり、
各自が専門職として定めら
れた役割と、職業人として
の自分のあり方の二つに大
別される。

Ⅱ．科学的思考
とその展開

当人の問題を解決する際
に、問題の所在を分析的
に明らかにするための保健
医療福祉専門職に必要
な知的スキルの領域であ
る。

Ⅲ．安全の確保
と質改善

保健・医療・福祉を安全
に提供し、その質を改善す
るための専門職自身、ある
いは専門職を取り巻くシス
テム全体に必要な能力を
含む領域である。

選択肢：1. ほとんど教えられていない、2. 少しは教えられている、3. まずまず教えられてい
る、4. 十分教えられている ⓪全体 ④リハビリ職

（n=104）
⑤介護支援専門員

（n=49）
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2）調査票 
 

専門資格に関するアンケート 
 

以下の質問につきまして、当てはまる番号を回答欄に記入してください。 
 
1．性別（1 つ選択） 

①男性    ②女性    ③その他    ④答えたくない 

 
2．年齢（1 つ選択） 

①20～24 歳   ②25～29 歳   ③30～34 歳   ④35～39 歳 

⑤40～44 歳   ⑥45～49 歳   ⑦50～54 歳   ⑧55～59 歳 

⑨60 歳以上 

 
3．現在の主たる勤務先（1 つ選択） 

①病院           ②介護老人保健施設    ③介護老人福祉施設 

④訪問看護ステーション   ⑤デイケアセンター    ⑥デイサービスセンター 

⑦居宅介護支援事業所    ⑧地域包括支援センター 

⑨その他（                      ） 

 
4.主な仕事（職種）（1 つ選択） 

①看護職員    ②介護職員（含訪問）  ③介護支援専門員 

④生活相談員・支援相談員・医療相談員   ⑤リハビリ職種（PT・OT・ST） 

⑥その他（               ） 

 
5. 主な仕事（職種）の経験年数（他の法人も含めた通算）（1 つ選択） 

①1 年未満       ②1 年以上 3 年未満   ③3 年以上 5 年未満 

④5 年以上 7 年未満   ⑤7 年以上 10 年未満   ⑥10 年以上 15 年未満 

⑦15 年以上 20 年未満  ⑧20 年以上 

 
6.就業形態について（1 つ選択） 

①常勤職員     ②非常勤職員（含パート） 

 
7.職位について（1 つ選択） 

①管理職    ②主任・（サブ）リーダー   ③一般職・担当職 

 
8.現在、保有している専門資格（複数回答可） ※医師・薬剤師は対象外です。 

①看護師    ②保健師    ③理学療法士   ④作業療法士 

⑤言語聴覚士  ⑥管理栄養士  ⑦社会福祉士   ⑧介護福祉士 

⑨精神保健福祉士  ⑩歯科衛生士  ⑪介護支援専門員（主任含む） 

⑫その他（               ） 

 
 

1.回答欄 

2.回答欄 

3.回答欄 

4.回答欄 

6.回答欄 

7.回答欄 

8.回答欄 

5.回答欄 
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9.上記の 8 で、複数資格を保有している方におうかがいします。 
複数資格を取得した理由をお聞かせください。（複数回答可） 
①特に理由なし（⇒複数回答不要）  ②仕事（職種）の配置転換のため 

③仕事内容のスキルアップのため   ④就労形態の転換のため 

⑤上位の職位を目指して       ⑥待遇・給料への反映のため 

⑦その他 

 

 
 
10．あなたの現在の勤務先での実践に照らし合わせて、 

あなたの専門資格を養成する教育（今の教育内容を後輩たちの能力から類推）について、どのように思

うか、各教育事項：(1)～(41)において、選択肢(1～4)から選択して回答欄に○を記入してください。 
選択肢： 1. ほとんど教えられていない  2. 少しは教えられている 

3. まずまず教えられている   4. 十分教えられている 
回答欄 教育事項 補足説明 

1 2 3 4 
(1)当人中心性を重視した行動ができる。 当人の語りを傾聴し，ストーリーを紡ぎ，当

人の保健･医療･福祉･介護に関するニーズを

明らかにすることができる． 

1 2 3 4 
(2)問題解決に向けた情報収集ができる。 当人のニーズの中にある問題を解決するため

の一般的および追加的な情報収集を行うこと

ができる． 

1 2 3 4 
(3)倫理や価値を考慮した臨床上・実践上の意思決

定について考えることができる。 
倫理的課題，価値のぶつかり合いといった問

題にあることに気づき，その要点を明らかに

した上で意思決定を行うことができる． 

1 2 3 4 
(4)根拠に基づく実践ができる。 根拠に基づく実践のプロセスである問題の定

式化，情報収集，情報の吟味，当人との摺り

合わせのそれぞれを実施することができる． 

1 2 3 4 
(5)自らの生涯学習のニーズを見出し、行い続ける

ことができる。 
自らの学びが必要な点を明確化し，情報源と

なる資料や人を見出すスキルや態度を身につ

ける． 

1 2 3 4 
(6)実践に対し省察・振り返りを行い、改善につな

げることができる。 
実践を行い，何が上手くいったか，いかなか

ったかを振り返る習慣をつけ，それを改善や

生涯学習につなげることができる． 

1 2 3 4 
(7)実践を通じて、自らの価値観を知ること（自己

覚知）ができる。 
実践を通じて，自分の立ち位置，他の人との

違いを振り返ることができる． 

1 2 3 4 
(8)自らの心身のストレスに適切に対処できる。 自身の心身のストレスをアセスメントし，具

体的に対処することができる． 

1 2 3 4 
(9)人体の構造と機能、疾病の成り立ちや回復のプ

ロセスを説明できる。 
人体の基本的な解剖，生理と，それらの異常

による疾病，機能異常，ホメオスタシスや回

復について説明できる． 

1 2 3 4 
(10)ICF（国際生活機能分類）の要素及びその関係

性を説明できる。 
ICF の健康状態，生活機能，背景因子の各項

目を理解し，より活動や参加を高めることの

重要性を説明できる． 

1 2 3 4 
(11)空間やモノ、体験、関係性のデザインに関す

る多様な手法を利用できる。 
環境を空間デザイン，建築などの側面から説

明できる． 
1 2 3 4 (12)生産性を高める多様なテクノロジー導入の提

案ができる。 
将来的にテクノロジーに対する理解が重要で

あると認識できるようになる． 
次ページに続きます。 

 

9.回答欄 
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（つづき） 

回答欄 教育事項 補足説明 

1 2 3 4 
(13)安全管理の基本的な原則に基づいた行動がで

きる。 
安全管理に関する知識を身に着け，原則に基

づいた行動ができる． 

1 2 3 4 
(14)守秘義務を遵守して利用者の情報保護ができ

る。 
守秘義務に関する知識を身に着け，情報保護

に関する行動ができる． 

1 2 3 4 
(15)薬剤や医療的支援による副作用および合併症

について説明できる。 
薬剤や医療介入に関する最低限の副作用・合

併症が説明できる． 

1 2 3 4 
(16)継続的な質改善に必要なプロセスを実践でき

る。 
業務の質改善に関して，計画を立て，実施で

きる． 

1 2 3 4 
(17)インシデントやアクシデントの発生時にとる

べき行動を説明できる。 
リスクマネジメントの基礎知識を身に着け，

対応方法を説明できる． 

1 2 3 4 
(18)災害に対する事前計画と災害時の対応につい

て説明できる。 
災害に対する事前計画，災害時の対応につい

て説明できる． 

1 2 3 4 
(19)関係性を考慮した上で対話の姿勢を保ち、適

切なコミュニケーションができる。 
対話の姿勢を示し，対話を行うことができ

る． 
1 2 3 4 (20)当人の主体形成を考慮した形で関わることが

できる。 
当人の自律性や主体形成の概念を理解し，重

要であると認識し，それに沿って行動ができ

る． 

1 2 3 4 
(21)当人の自律性や強みを重視し、関係者の多様

な視点を踏まえ、対応の方向性を共に模索でき

る。 

当人の強みに関する情報を収集し，強みを活

かすようなケアプランについて議論すること

ができる． 

1 2 3 4 
(22)リハビリテーション（人間復権）の視点から

の関わりができる。 
ICF による評価に基づき，ケアプランについ

て議論することができる． 

1 2 3 4 
(23)個人と家族、地域コミュニティ等の関係性

（エコシステム）、当人の生活（家政）を理解

した上で支援ができる。 

事例に対してエコマップを描き，当人の生活

を考慮したケアプランの策定ができる． 

1 2 3 4 
(24)言語や文化、宗教、心身・社会経済的状態、

性的指向・性自認等の価値観や背景を受容でき

る。 

言語・文化・宗教・社会経済的問題・性自認

と性指向に関する知識を得て，様々な有り方

を認識することができる． 

1 2 3 4 
(25)人権擁護の視点に基づく支援と人権侵害への

適切な行動ができる。 
人権擁護に関する知識を得て，問題を抱える

人たちと話し，問題を認識することができ

る． 

1 2 3 4 
(26)脆弱な個人や集団、抑圧や疎外、周縁化され

た個人や集団のニーズに対応できる。 
脆弱な個人や集団，抑圧/阻害/周縁化された

個人や集団の心情を理解し，アセスメントが

できる． 

1 2 3 4 
(27)相談先や依存先の確保を意識した関わりがで

きる。 
地域にある子ども，精神障害者，女性，高齢

者のサービスに関わる組織，事業者などとの

連携について説明できる． 

1 2 3 4 
(28)生活の質向上のためのケアマネジメントを実

行できる。 
生活の質向上に対し，どのような支援が必要

かを説明できる． 

1 2 3 4 
(29)生涯にわたる変化・時間軸を意識した関わり

ができる。 
当人および家族のライフサイクルも考慮した

ケアを説明できる． 

1 2 3 4 
(30)自らの職種の専門性とその限界、他の専門職

の役割を理解した協働ができる。 
自らの職種と他の専門職の役割，その違いを

説明できる． 

1 2 3 4 
(31)専門職としての影響力を意識した上で、リー

ダーシップを発揮できる。 
専門職とそうでない人の違いを意識した上

で，リーダーシップを示すことができる． 

1 2 3 4 
(32)チームや組織の相乗効果を生むためのコミュ

ニケーションをとることができる。 
対人コミュニケーションスキルを示すことが

できる（一部 V-5）． 

1 2 3 4 
(33)多職種で学び合うための具体的働きかけがで

きる。 
多職種でのディスカッションを計画・運営で

きる． 

1 2 3 4 
(34)様々な領域におけるチームや組織の特性を理

解できる。 
各個人とチーム，組織の特性やそれぞれの間

の関係性を説明できる． 

1 2 3 4 
(35)様々な主体とつながり、インパクトを意識し

た取り組みを遂行できる。 
社会的インパクトや協働による相乗効果を説

明できる． 
1 2 3 4 (36)自らとチーム内他者の心身のストレスに注意

を払い、適切に対処できる。 
自らや同僚の心身のストレスに注意を向け，

対応ができる． 
次ページに続きます。 
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（つづき） 
回答欄 教育事項 補足説明 

1 2 3 4 
(37)地域の歴史・文化、社会経済情勢、地方行政

等を俯瞰し、住民の生活について説明できる。 
地域の歴史・文化、社会経済情勢、地方行政

と，住民の生活への影響について説明でき

る． 

1 2 3 4 
(38)健康の社会的決定要因を理解し、地域・社会

に働きかけることができる。 
健康の社会的決定要因に働きかける活動を行

う． 

1 2 3 4 (39)地域や社会のめざす姿を、環境や持続可能性

の観点から論じることができる。 
SDGs の意義について論じることができる． 

1 2 3 4 
(40)支援に必要な資源を、時に当人や住民と共に

検討できる。 
支援を行う際に必要な地域資源を調べ，エコ

マップに含めることができる． 

1 2 3 4 
(41)住民や行政、民間企業など多様な主体を含

め、コミュニティの継続的循環を環境や持続可

能性の観点から論じることができる。 

地域の住民，行政，民間企業に関して，経済

循環の点から論じることができる． 

 
 
11．現在、保有している専門資格以外の別の保健医療福祉専門資格（下記）を取得したいという希望はあり

ますか？（取得までの期間については考えずに回答をお願いいたします） 
看護師      保健師      理学療法士    作業療法士 
言語聴覚士    管理栄養士    社会福祉士    介護福祉士 
精神保健福祉士  保育士 

 
※今回は、医師・薬剤師・介護支援専門員は除外しております 
 

    ①希望あり    ②どちらとも言えない    ③希望なし 

                                   調査はこれで終了です。 
以下の質問にもご協力をお願い致します。 

 
12.上記の質問 12 で、①希望有りと回答した方におうかがいします。 

下記の資格のうち、どの専門資格を取得したいと思いますか？ 
複数ある場合は、上位 3 つまでお答えください。 
※今回は、医師・薬剤師・介護支援専門員は除外しております 
①看護師      ②保健師      ③理学療法士     ④作業療法士 
⑤言語聴覚士    ⑥管理栄養士    ⑦社会福祉士     ⑧介護福祉士 
⑨精神保健福祉士  ⑩保育士      ⑪その他（            ） 
 

12.回答欄 上記①～⑪の記号を記載してください。 

第一希望  

第二希望  

第三希望  

 
13.別の専門資格を希望した理由についてお教えください。（複数回答可） 

①仕事（職種）の配置転換のため   ②仕事内容のスキルアップのため 

③就労形態の転換のため       ④上位の職位を目指して 

⑤待遇・給料への反映のため 

⑥その他 

 

 
 

11.回答欄 

13.回答欄 
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令和 3 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた 

教育コンテンツに関する研究分担研究報告書 

 

共通基礎課程導入に際しての指定規則の法令形式に係る検討  

分担研究者 小野太一（政策研究大学院大学・教授） 

 

【研究要旨】 

 保健医療福祉資格に係る「共通基礎課程」の導入に際しての法令の形式を、保健医療福祉分野を始め多様

な分野の資格制度において、何からの試験の受験資格としての要件を満たす教育課程であるかどうかの確認

等を行うスキームについて抽出し、分析した。 

 その上で、１．共通基礎課程の指定の形式としては、教育機関自体を指定する形式を想定する必要があるこ

と、２．共通基礎課程を「民間資格」とすることで、社会的有効性は一定程度確保し得る余地があるものの、1 年

程度履修期間を圧縮する効果とは無関係であること、３．他の国家資格に係る教育課程の指定規則を参照する

と、指定規則を改変する方式としては 3 つの形式が考えられること、４．指定規則を改変せずとも、柔軟な運用

の援用の余地があること、５．初期のパイロットプロジェクトの段階では同一校、ないしコンソーシアム単位での実

施が望ましいと考えられることを示した。 

 今後共通基礎課程を実際の法令に落とし込んでいく際には、上記の検討も踏まえつつ、具体的な検討、及び

関係者間での丁寧な合意形成がなされる必要がある。 

 

A．研究目的 

 保健医療福祉資格に係る共通基礎課程の制度化に際しては、大学等が単独あるいはコンソーシアムを組ん

だ上で「モデルカリキュラム」に即して運用していく際に、当該大学等が提供する「モデルカリキュラム」が「共通

基礎課程」としての要件を満たす必要があるが、現行制度において同様の仕組みがないことから、「共通基礎課

程」としての要件を満たすことをどういった法令の形式で担保するかの検討を目的とする。 

 検討に際しては、我が国における多様な分野の資格制度における、特定の教育機関等で提供される教育内

容が試験受験資格としての要件を満たすかどうかの確認等を行うスキームについて特定、分類し、それぞれの

制度における論理構成を抽出して、参考にするプロセスを経るものとする。 

 

B．研究方法 

 文献およびウエブ検索による。なお国土交通省関連の法令に関する検討に際しては、厚労省政策統括官室

（総合政策担当）の助力を得て、情報を入手した。 

 

C．研究結果 

 

１．検討する教育課程の類型の選定 

（１）比較対象となる資格に係る制度の概観 

 本研究班ではさしあたり共通基礎課程の対象となる資格として、看護師、理学療法士、作業療法士、介護福

祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士の 7 職種を想定している。 

 これらの資格に係る法令上の根拠及び資格要件に係る規定は図表 1 の通りとなっている。 
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        （出典：筆者作成） 

 

 図表 1 から明らかなように、保育士は他の 6 資格と、「資格試験を受験しなくとも、一定の教育機関を卒業すれ

ば保育士資格を得られる」という点、及び「資格試験を受験する際に、一般的な学歴以外の学修／修了／卒業
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要件以外は求められない」という 2 点において大いに異なっている。共通基礎課程の制度化を検討する際に

は、こうした教育課程に係る根本的な制度設計の違いの問題は大きな論点となり得るが、その点の検討は当分

担研究の範囲を超えるため、ここでは保育士以外の 6 資格について採り上げる。 

 6 資格の受験資格を分類し、要件として以下の 3 つの要素が単独、あるいは組み合わさっていることが明らか

となった。 

 (a)行政が指定する教育機関での学修（修了、卒業、知識の習得等）の有無。 

 (b)大学等で特定の科目の学修（履修、修了等）の有無。 

 (c)実務経験、ないし別資格の取得の有無。 

このうち(a)は教育機関自体を指定するものであり、指定者は資格と教育機関の種別により国（厚生労働大

臣、文部科学大臣）あるいは都道府県知事の違いがある。(b)は教育機関自体は指定しないが、予め主務大臣

が特定の科目を法令等で指定し、当該科目を修めていることを求めているものである。(a)を要件とすることは全

ての資格に共通してあるが、(b)を要件としたものは社会福祉士及び精神保健福祉士に限られる。(a)(b)いずれ

も、予め定められた科目を履修しなければならないという意味では共通であるが、教育機関自体を改めて個別

に指定するか、学科としての成立の認定を教育機関の設置の段階で担保するかの違いがある。 

資格制度ごとに見ると、まず医療系である看護師、理学療法士、作業療法士については、(a)を含まない要件

は存在しない。教育機関に関し、必ず改めて行政の指定が行われる。介護福祉士も同様に(a)を含まない要件

は存在しないが、医療系の職種に比べ、「学校教育法に基づく大学で、必要な科目を履修した者」（第 2 号）、

あるいは「他資格の教育機関で教育を受けた者」（第 3 号）に対して「追加的に指定された教育機関（養成施設）

での教育」を必要とするパターンがある点が異なる。またこれら 2 つのパターンの場合は、単純に教育機関で学

ぶことのみを要件とされている者よりも、指定された教育機関（養成施設）での教育期間が短くなっている。 

社会福祉士及び精神保健福祉士の場合、(a)を含まないパターンはいくつかある。これらはいわゆる「福祉系

大学」「保健福祉系大学」等や「福祉系短大」「保健福祉系短大」等で学ぶものであり、社会福祉士の場合であ

れば 23 科目の「指定科目」を学ぶ類型である。大学と、短大の学修期間との差は指定施設での実務経験で補

うこととなっている。(a)を含むパターンに関しては、社会福祉士の場合であれば 16 科目の「基礎科目」を学ぶあ

るいはそれと同等のものか、否か（補う必要のある実務経験の有無、年数は異なる）で、「追加的に指定された教

育機関（養成施設）での教育」での教育期間の長さが異なっている。 

何故社会福祉士・精神保健福祉士では(a)を含まないパターンがあるのか、逆に言えば、その他の資格に関し

てはなぜ必ず(a)、即ち「教育機関自体の指定」が含まれるのか。社会福祉士と精神保健福祉士の養成課程は

相当類似しており、また両資格の相補性も高いことから、ここでは社会福祉士、特に 4 年制の福祉系大学での

課程を想定した社会福祉士及び介護福祉士法第 7 条第 1 号を例に検討する。 

社会福祉士及び介護福祉士法第 7 条第 1 号では、要約すると「大学において指定科目を修めて卒業するこ

と」とのみ規定されている。この「大学」に関しては学校教育法に基づく大学であれば良く、指定の「科目」を修め

ればよいこととなっている。この指定科目は当該条号等を根拠とする「社会福祉士に関する科目を定める省令」

において図表 2 の 23 の科目が指定されている。 
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図表 2 社会福祉士に係る指定科目（「社会福祉士に関する科目を定める省令」第 1 条） 

１．医学概論、２．心理学と心理的支援、３．社会学と社会システム、４．社会福祉の原理と政策、５．社会保障、

６．権利擁護を支える法制度、７．地域福祉と包括的支援体制、８．高齢者福祉、９．障害者福祉、１０．児童・家

庭福祉、１１．貧困に対する支援、１２．保健医療と福祉、１３．刑事司法と福祉、１４．ソーシャルワークの基盤と

専門職、１５．ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、１６．ソーシャルワークの理論と方法、１７．ソーシャルワー

クの理論と方法(専門)、１８．社会福祉調査の基礎、１９．福祉サービスの組織と経営、２０．ソーシャルワーク演

習、２１．ソーシャルワーク演習(専門)、２２．ソーシャルワーク実習指導、２３．ソーシャルワーク実習 

        （出典：筆者作成） 

 

このうち第 1 号から第 19 号に関しては、この省令において特に要件等は定められていないが、第 20 号から

第 23 号の科目（省令において「実習演習科目」とされている）に関しては、当該省令第 4 条において時間数、

教員の指導経験等、教員と学生の人数比、専任教員、演習室等の教室、実習先、実習指導者、実習指導者と

学生の比が定められている。この時間数等の定めに関しては、社会福祉士に関して(a)、すなわち「教育機関自

体の指定」に関する法令である「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則」（省令）において、養成施設（短期

養成施設、一般養成施設ともに）の指定基準として、同じ時間数等が定められている。また「社会福祉士介護福

祉士養成施設指定規則」において、これらの「実習演習科目」に係る基準以外の基準は、入所資格、修業年

限、（すべての）教育内容（別表で科目と時間数を規定）及び教員数、教務主任、普通教室の数、機械器具、図

書その他の設備、実習先、実習指導者、事務職員、管理及び維持経営、情報開示に係るものとなっている。 

これらの(a)「養成施設」の指定基準は、(b)「大学」の要件としては求めておらず、これらの(a)「養成施設」の指

定基準に相当するものは、既に「大学」である段階で、「大学」に係る一般則において規定されている内容である

と考えられる。これは同じ社会福祉士の受験資格を得られる教育機関でも、養成施設に係る規則や、同様に入

所資格や修業年限等を定めた「保健師助産師看護師法」に基づく看護師学校養成所の指定基準（第 4 条）等

と異なる構造となっている。 

こうした 6 資格の受験資格の違いを踏まえ、かつ、「福祉系」3 職種の間では、例えば介護福祉士において社

会福祉士の養成施設の卒業が、また精神保健福祉士において社会福祉士資格の保有者（登録者）が、「追加

的に指定された教育機関（養成施設）での教育」により受験資格が得られることとなっていることや、社会福祉士

と精神保健福祉士の間には共通の科目が多くあることなど、さらに「医療系」においては、理学療法士や作業療

法士は、「診療の補助」としての理学療法、作業療法に関しては保健師助産師看護師法の例外規定が設けられ

ていることなどに鑑みると、共通基礎課程を検討する上では、「医療系」と「福祉系」を組み合わせることが考えら

れる。 

その際には、「医療系」三職種に関して(a)のパターンがない要件が存在せず、また上記のような社会福祉士

や精神保健福祉士に必要とされる専門性とそれ以外のそれぞれの資格の職種に求められる専門性の違いを踏

まえると、関係者に「修了者は、2 つ目の資格の取得に向けた課程に編入（入学）する際、1 つ目の資格の取得

に向けた課程で履修したこととなる一定の科目の履修を免除され、それにより標準的な履修期間より 1 年程度

の履修期間が短縮される」制度設計の共通基礎課程に関し理解を得るためには、全てに共通する受験資格の

パターンとして(a)、すなわち、教育機関自体を指定する制度を想定する必要があるものと思われる。 

 

２．「共通基礎課程」の制度設計に関する検討 

（１）想定される「共通基礎課程」の概観 

 本分担研究では、「共通基礎課程」を導入する上で前例となりうる制度の抽出を試みることを目的としている

が、その前に、前提となる「共通基礎課程」について概観する。 

 現在研究班で検討している「共通基礎課程」は、「今日的な課題となっている職種間連携や地域共生社会の

実現に資する人材の育成を図るとともに、医療・福祉人材に多様なキャリアパス（複数資格取得）という新たなキ

ャリア像を提供する」こと、及び「職業倫理、心身に関する知識など医療・福祉職として必要な基礎的な素養とと



35 
 

もに、多職種連携、地域・社会活動など地域共生社会を担う人材として欠かせない視点を身につけること」1iを目

指しつつ、上述のように、「修了者は、2 つ目の資格の取得に向けた課程に編入（入学）する際、1 つ目の資格

の取得に向けた課程で履修したこととなる一定の科目（「共通基礎課程」）の履修を免除され、それにより標準的

な履修期間より 1 年程度の履修期間が短縮され」、「マルチ人材の養成が図られるほか、離転職が多い医療・

福祉分野における人材定着が期待される」ような運用を行う課程の創設を企図している（図表 3）。すなわち共通

基礎課程の創設に係る根本的な発想としては、人材の「質」を高めることと、（新たなキャリア像の提供や人材定

着への期待等）人材の「確保」を充実させる、という 2 つの目的を両方達成することが狙いとされている。 

 

（図表 3）共通基礎課程のイメージ 

  

（出典：和田（2021）（2016 年 5 月 28 日厚生労働省資料）） 

 これを受け、研究班においては、上記の 7 職種を念頭に、職種間連携や地域共生社会の実現に資する人材

を養成するべく、「共通基礎課程」として、1 年間 30 単位（600 時間相当）のカリキュラム案を作成したところであ

る（図表 4）。 

 

（図表 4）共通基礎課程の内容（2021 年度段階） 

 
 （出典：和田（2021）） 

 

（２）「共通基礎課程」に社会的有効性をもたらす手法についての検討 

 次に、このように「共通基礎課程」の 2 つの要請、すなわち人材の「質」と人材の「確保」のうち、まず前者の「職

業倫理、心身に関する知識など医療・福祉職として必要な基礎的な素養とともに、多職種連携、地域・社会活動

など地域共生社会を担う人材として欠かせない視点を身につけること」により「職種間連携や地域共生社会の実

現に資する人材を養成する」ことに意義をもたらすため、「共通基礎課程」を設けることに対しどのような手法で社

会的な有効性をもたらし得るかの問題を考える。 

 
1 和田（2021）。 
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 ある学校の教育課程が「共通基礎課程」に該当することについて社会的有効性をもたらす最も簡便な方法は、

国、ないし特定の団体 2が、単に図表 4 のような一定の教育内容を「共通基礎課程」とはこういうものである、とい

う形で示し 3、それぞれの教育機関がそれを踏まえ任意に教育プログラムに工夫を加え、提供するというもので

ある。仮に「共通基礎課程」導入の政策目的を、単に優秀な人材を育成することに限るのであれば、教育内容の

模範例、ガイドラインとしての役割は果たし得よう。現在もそれぞれの教育機関が、進学を考える高校生等に対

し、それぞれの教育プログラムの利点等をアピールし、学生の獲得競争を行っているが、そうした観点から、

「『共通基礎課程』を導入している」ことをアピールポイントの一つとし、教育プログラムの魅力を高めるということ

は可能と思われる。また地域での各現場への就職に際しても、教育の質を高める事での優位性の根拠とはなり

得よう。しかしながらこの方法は、第三者によるオーソライズがなく、単に当該教育機関が自己確認をして名乗り

を上げるだけのものであり、客観性に乏しいと言わざるを得ない。教育機関の実践の態様によっては、「共通基

礎課程」自体の信用を損ないかねないものとなりかねないという課題がある。 

 次に考え得るのは、国や地方公共団体が関与せず、職能団体や教育機関の連合体といった特定の団体が、

それぞれの教育機関における教育内容を点検した上でいわば第三者認証のような形でオーソライズを与えるも

ので、いわゆる「民間資格」とするものである。例えば、それぞれの教育機関が教育プログラムを変更して「共通

基礎課程」を満たすようなものとし、それを第三者認証した上で、その「共通基礎課程」を修了した者について、

民間資格たる「共通基礎課程修了者（仮称）」のような称号を与えるような方法である 4。類例を探すため、世に

存在する多くの「民間資格」の中から、図表 5 に、「特定の団体が教育機関を指定する」スタイルの民間資格を

掲げる。これらの中には、地質調査技士のように省庁が発出する通達 5において言及され、特定の業務を担うの

にふさわしい者として外形的に判断される理由となっているものもある 6が、ほとんどはそういった行政が関わる

根拠を持っておらず、指定等を行う組織が独自のものとして実施している。また、例えば一定の経験を経た看護

師のみがコース履修や認定審査を受けることが可能とされる「認定看護師」「専門看護師」や、臨床検査技師、

衛生検査技師のみが受験可能とされる「細胞検査士」のように、基礎資格の上乗せの資格を民間団体が認定し

ているようなものから、それぞれの民間団体がその目的等を踏まえ任意に設け、類似の「資格」が並立的に存在

するもの、また社会的認知度等も様々な類型のものが存在する。 

 

 

  

 
2 関係職種に係る職能団体や、教育機関の連合体のような組織が想定されよう。 
3 国の示し方としては、例えばガイドラインのような形で関係機関・団体に周知する方法や、単に定めた旨

を公表し、機会を捉えて活用を促すような手法など、様々なスタイルがとり得る。 
4 この場合、「共通基礎課程修了者（仮称）」と認める者を、「共通基礎課程」を履修する際に就学した課

程に係る国家資格試験に合格した者に限るか、不合格者、不受験者にも認めるかは検討の余地が生じる。こ

のことは、履修はしたものの国家試験に不合格であった者について、「2 つ目の資格」の課程において「1

つ目の資格」課程を修了した者として扱うかどうかに共通する論点である。 
5 例えば国土交通省であれば、「地質・土質調査業務共通仕様書」（建設省技調発第９２号 平成３年３月

３０日）等。 
6 地質調査技士は一般社団法人全国地質調査業協会連合会が運営する民間資格であるが、一度 1984 年に建

設大臣（当時）の認定を受けるものとして制度化されたものの、2001 年 3月に当該制度が廃止されるなど

の経緯をたどったものである。（一般社団法人全国地質調査業協会連合会ホームページ

（https://www.zenchiren.or.jp/geo_comp/）、2022年 3 月 15 日最終アクセス）。 

https://www.zenchiren.or.jp/geo_comp/%EF%BC%89%E3%80%812022%E5%B9%B43%E6%9C%8815
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（図表 5：団体の指定、登録、認定、推奨、あるいは団体に入会等の教育機関での学科修了等を受験要件とす

る資格（民間資格）（他コースありも含む、順不同）） 

該当資格 養成施設等についての指定等を行う組織 

認定看護師・専門看護師 （公社）日本看護協会 

臨床心理士 （公財）日本臨床心理士資格認定協会 

音楽療法士 （一財）日本音楽療法学会 

診療情報管理士 （一財）日本病院会 

細胞検査士 （公社）日本臨床細胞学会 

医事管理士（医療情報事務士、病歴記録

管理士、介護保険事務管理士） 

（一財）日本病院管理教育協会 

医療管理秘書士（医療秘書士、診療実務

士、保健医療ソーシャルワーカー、保健児

童ソーシャルワーカー） 

（一社）医療教育協会 

ピアヘルパー NPO 日本教育カウンセラー協会 

健康管理士 NPO 日本成人病予防協会 

健康食品管理士 （一財）日本食品安全協会 

健康食品管理士 （一財）日本食品安全協会 

フードスペシャリスト （公社）日本フードスペシャリスト協会 

食育アドバイザー （一財）日本能力開発推進協会 

フードサイエンティスト 食品科学教育協議会 

認定エステティシャン （一財）日本エステティック協会 

ピアノ調律技能検定 （一財）日本ピアノ調律士協会 

地質調査技士（現場調査） 全国地質調査業協会連合会 

バイオ技術者認定試験（上級） 日本バイオ技術教育学会 

樹木医（樹木医補） （一財）日本緑化センター 

自転車技士 （一財）日本車両検査協会 

情報処理士、上級情報処理士 全国大学実務教育協会 

ウエブデザイン実務士 全国大学実務教育協会 

健康運動指導士・健康運動実践指導者 （公財）健康・体力づくり事業財団 

トリマー （一社）ジャパンケンネルクラブ 

アニマルヘルステクニシャン等 NPO 法人 JAHTA 日本動物衛生看護師協会 

秘書士等 全国大学実務教育協会 

校正技能検定 日本エディターズスクール 

ビジネス実務士等 全国大学実務教育協会 

（作成に際しては、①主に高校生の進路選択に資する目的で編集された「蛍雪時代」2022 年 6 月臨時増刊号 ii

に掲載された資格等（約 600 種類）、及び②年代を問わず資格取得を目指す者を対象としたガイドブック iii（約

400 種類）を参照。） 

        （出典：筆者作成） 

 

（３）「社会的有効性」と「履修期間の短縮」の要請との関係 

こうした事例と同様、「共通基礎課程」についても、第三者が教育機関での教育内容に言わばお墨付きを与

えることにより、民間資格であったとしてもその客観性は確保し得る。もちろんその社会的信用は、認証等を与え
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る第三者機関に左右されるものである 7ivが、例えば（公社）日本看護協会の「認定看護師」「専門看護師」の診

療報酬における扱いにおいて、法令上は直接的に明記はされないものの、その解釈を示す厚生労働省の事務

連絡において、特定の診療報酬の算定要件である看護師の資質に係る要件に当該教育課程が該当する旨明

示される運用がなされている 8ように、質の高い資格者を世に送り出すことで関係者間での信用を高め、社会的

に意義の深い、有用なものに発展し、それを公的制度の方で活用するまでに至る可能性はある。また民間資格

の教育課程の認定においても、例えば「臨床心理士」のように、公的資格と同様の厳格な科目名や単位数等に

関するルールとしているものもある 9。 

このように、仮に「共通基礎課程（修了者（仮））」を民間資格としたとしても、社会的有効性はある程度見込む

ことは可能である。上記の認定看護師・専門看護師のような形にまで民間資格たる「共通基礎課程」を育成する

ことで、「職種間連携や地域共生社会の実現に資する人材」に社会的評価を与えることもできよう。 

しかしながら、「共通基礎課程」のそもそもの導入の企図は、このような人材の「質」の向上にとどまらず、「修了

者は、2 つ目の資格の取得に向けた課程に編入（入学）する際、1 つ目の資格の取得に向けた課程で履修した

こととなる一定の科目（「共通基礎課程」）の履修を免除され、それにより標準的な履修期間より 1 年程度の履修

期間が短縮される」という、人材の「確保」に係る面と両方を同時に満たすことにある。 

現行の制度において、特定の資格に関し、履修期間を規定するのはそれぞれの課程に係る教育機関の指定

規則であるが、これらは教育内容、科目名、単位数を厳格に定めている。こうした構造の指定規則について、民

間資格としての「共通基礎課程修了者（仮称）」に対して、「1 年程度の履修期間の短縮」を見込むのであれば、

この指定規則の解釈についての柔軟性、例えば、 

 ＜資格 A＞ 

必修科目α、β、γ、δ、ε＋科目の一部 X （←資格 A の段階で「共通基礎課程修了者（仮称）」となる） 

 を、 

 
7 教育機関に指定等の「お墨付き」を与える第三者認証機関自体の適正性を担保する方法として、米国で

は、教育省が高等教育法に基づき行うもののほか、高等教育認証評議会（Council for Higher Education 

Accreditation (CHEA)という非営利組織が行うものがある。また教育省又は CHEA のお墨付きを得ている第

三者認証組織の連合組織として専門職認証組織連合 Association of Specialized and Professional 

Accreditors(ASPA)という団体がある。CHEA 及び ASPA は民間組織であり、第三者認証に係る質の保障と市

民からの信頼の向上の目的で、民間が独自に分野を超えて行う取り組みが発達している。詳細は小野(2021)

参照。 
8 例えば「感染防止対策加算」に係る施設基準（「基本診療料の施設基準等」（平成 20 年厚生労働省告示

第 62号））の要件の 1 つに「感染管理に関する十分な経験を有する看護師（感染防止対策に係る研修を受

けたものに限る）」と定められていることの解釈を示した事務連絡（「疑義解釈資料の送付について（その

１）」（2010年 3 月 29日））において、「感染防止対策加算の看護師の要件である研修の内容が通知に示

されているが、具体的にはどのような研修があるのか。（答） 現時点では①日本看護協会認定看護師教育

課程「感染管理」の研修、②日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護師教育

課程のいずれかの研修と考えている。（以下略）」とされている。 
9 しかしながらここで掲げた事例は、いずれも基礎となる公的な資格があった上での上乗せの資格の事例で

ある。 

他方、公的な資格を有する前の段階で一定の社会的評価を与えるような類型としては、例えば介護職員実

務者研修を受講した者（3年以上の実務経験のある場合介護福祉士の国家試験受験要件を満たす）に対し

て、例えその者が国家試験を受験しない、あるいは不合格であったとしても、訪問介護等について利用者の

人数に応じた人数が必置となるサービス担当責任者となり得、就職に際し有利に働く可能性をもたらすよう

なものが想定される。 

仮に「共通基礎課程」について、介護職員実務者研修を受講した者のような形での社会的評価を与えると

した場合、「共通基礎課程（修了者（仮））」を、本来の教育課程が目指している資格者にならない者にも

かかわらず、一定の評価を与えることになる。業務独占・名称独占は与えられないにしても何らかの効力を

与えることにつながることは、制度設計の根幹にかかわる論点となりうるものであり、追って検討が必要な

課題である。他方、例えば民間の事業者や NPO 等の団体が、「共通基礎課程」を修了している無資格者を、

採用に際し事実上有利に扱うようなことがあったとしても、そのことは行政の立場として妨げられるもので

はないと考えられる。 
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 ＜資格 B＞ 

必修科目 a、b、c、d、e＋必修科目の一部 Y 

と等値なものとみなし、資格 B の養成課程において a、b、c、d、e と Y の一部の履修を不要として「1 年程度の

履修期間の短縮」を見込むような解釈を認める必要が生じる。 

 こういった解釈を行い得るかは、追って検討するが、仮に行い得たとしても、「資格 A 取得のための必修科目

α、β、γ、δ、ε＋科目の一部 X」を「資格 B 所得のための必修科目必修科目 a、b、c、d、e＋必修科目の一

部 Y」と見なすことに関し、「資格 A 取得のための必修科目α、β、γ、δ、ε＋科目の一部 X」の履修により

「共通基礎課程修了者（仮称）」という外形性を民間団体に与えられることは、少なくとも「見なす」側からすれば

無関係であることがわかる。即ち、人材の「確保」面での共通基礎課程の創設には影響を与えるものにはならな

い。あくまでも「共通基礎課程」の創設に係る 2 つの要請を満たす制度設計とするためには、指定規則自体に

係る工夫を行うことは避けられない。その工夫は、指定規則の修正を伴うか、あるいは伴わずに運用で対応する

かの 2 種類の可能性が考えられる。そうした検討の参考とするため、まずは指定規則の修正を行うことを念頭に

置き、国家試験受験資格を付与する学修課程を提供する教育機関を指定する法令等（一般には「指定規則」と

呼称されるが、そのような法令名ではないものもある）について、他制度の例を検討する。 

 

３．「指定規則」の類例に係る他分野の制度の検討 

 

（１）他制度の抽出と概観 

まず、図表 5 の作成に用いた①「蛍雪時代」臨時増刊号及び②資格ガイドブックに加え、厚生労働省政策統

括室から提供を受けた「国家資格登録手続一覧表」リスト（224 資格）を参照し、「資格試験受験資格を得られる

教育機関自体を指定する国家（公的）資格」を抽出した（図表 6－1～6－5）。 

これらの資格のうち多くは、資格試験受験資格として、大学等での特定の学科の履修を要件とするものであっ

たが、現時点での検討における「共通基礎課程」の定義としては、例えば職種横断的に同一の科目の履修を求

めるようなことは想定していない。具体的には、職種ごとの既存の指定規則で列記されている科目名と時間数を

満たしているかどうかの審査に加え、その内容に係る審査を行い、「共通基礎課程」で求めるコンピテンシーを

習得できるものとなっているかどうかを確認した上で、不足する部分については、指定規則で列記されている科

目とは別途の科目を立てて履修を求めるようなことを想定している。よってそうした「科目を指定」する法令となっ

ている例は除外している。  
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        （出典：筆者作成） 
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。
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        （出典：筆者作成） 

 

 一覧してわかるとおり、「資格試験受験資格を得られる教育機関自体を指定する」資格は多くない。さらにその

うちの多くは、「共通基礎課程」検討対象 7 職種ではないが、理学療法士、作業療法士と同様に保健師助産師

看護師法上看護師の業務独占行為となっている「診療の補助」業務の一部を行うことができる資格（臨床検査技
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師、診療放射線技師、臨床工学技士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士）、医師の業務独

占行為の一部を担うことができるあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、はり師、きゅう師、歯科医師の業務独

占行為の一部を行うことのできる歯科衛生士、歯科技工に関し歯科医師とともに業務独占である歯科技工士と

いった職種となっている。 

 

（２）法令上の根拠の確認 

 次にこれらすべての職種について、その教育機関を指定等する法令の規定を確認した。その際には、7 職種

のうち医療系の職種と同様の規定の仕方となっている、上記の職種については除外した。 

 これらのうち、管理栄養士、製菓衛生士、理容師、美容師、愛玩動物看護師、専門調理師・調理技能士、キャ

リアコンサルタント、家畜人工授精師については、規定ぶりは多少異なるものの、教育機関の指定に際して教育

内容等に応じた必要時間数等が厳格に定められている点において、医療系の職種と同様のものとなっている。 

 その他のうち、海技士は、資格取得に必要な海技免許講習を行う機関が提供する教育内容に関し、要件とし

て定められていない。また衛生工学衛生管理者に関しては、免許付与要件として、特定の学科（工学または理

学）の修了等に加えて「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習」の受講が求められており、当該登録

要件についての法令上の規定はないが、実際に登録を受けているのは中央労働災害防止協会のみであり、

「共通基礎課程」に係る制度設計の立案に係る前例とはなりがたい。さらに労働安全コンサルタントは、多様な

受験資格要件として、一定の教育課程を経ている者や、他資格を取得している者、実務経験を有する者等に加

え、「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了」し、かつ実務経験を有する者が規定さ

れているが、この「厚生労働大臣の登録を受けた者」は同じく中央労働災害防止協会のみとなっている。 

 これらを除くと、医療系の職種とは異なる類型の教育機関を指定等する法令の規定ぶりとなっているのは、自

動車整備士及び航空整備士の 2 つとなっている。これらはいずれも、教育内容等に応じた必要時間数等が厳

格に定められているものではなく、相当の裁量の余地が法令上からは見込まれるものとなっている。次にこれら

の規定ぶりを概観する 

 

（３）緩やかな法令の規定例 

①自動車整備士 

 自動車整備士の養成施設の指定に係る法令上の根拠は、道路運送車両法及びその下位法令において次の

ように規定されている（教育内容に係る部分に限る）。 

 

＜図表 7 自動車整備士資格＞ 

道路運送車両法（法律）（抄） 

（自動車整備士の技能検定） 

第五十五条 国土交通大臣は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行

う。 

３ 国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有

する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 

 

自動車整備士技能検定規則（省令）（抄） 

（自動車整備士の養成施設の指定等） 

第六条の十八 法第五十五条第三項の自動車整備士の養成施設の指定（以下「養成施設の指定」という。）

は、次に掲げる養成施設の指定の種類別に行う。 

 一 一種養成施設（主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有しない者を対象とする養成施設） 

 二 二種養成施設（主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有する者を対象とする養成施設） 
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２ 養成施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を、指定を受けようとする養

成施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

四 教育科目、時間数等教育の内容を記載した書面 

        （出典：筆者作成） 

 

 ここまでを見ると、法令のレベルでは、自動車整備士の養成施設の教育内容について特段の規定はない。従

って教育の内容については相当の裁量が国土交通大臣に認められていることとなる。 

 しかしながら実務上は、自動車局整備課の依命通達（平 8 年自整第 157 号）「自動車整備士養成施設の指定

等の基準について」が定められており、それに従い指定事務を行っている。具体的には、実務経験のない者を

対象とする一種養成施設、実務経験のある者を対象とする二種養成施設の別に、一級、二級、三級及び特殊

整備士（タイヤ、電気装置、車体（種ごとに該当は異なる））それぞれで、教育内容や時間数などが定められてい

る。（図表 8-1 に一種養成施設の二級自動車整備士及び一級自動車整備士の例、図表 8-2 に自動車に関す

る学科を有する大学であって国土交通大臣が定めるものに係る二級自動車整備士課程の例を掲げる）。 
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＜図表 8-1 自動車整備士養成施設の指定基準＞ 

自動車整備士養成施設の指定等の基準について（依命通達）（抄） 

（二級） 

 

（一級） 
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        （出典：筆者作成） 

 

＜図表 8-2 自動車整備士養成施設の指定基準＞ 

自動車整備士養成施設の指定等の基準について（依命通達）（抄） 

 

        （出典：筆者作成） 

 

 図表 8-1 に見るように、具体的な学科、実習、実務実習（二級、三級にはない）の名称と、それぞれの合計の

最低教育時間が明確に定められているが、他方で、教育時間の定めは学科を合計したものであること、あるい

は、一級自動車整備士について、特定の場合 10には本来の時間数よりも短時間での教育で構わないものとする

など、柔軟な運用が可能なものとされている。また図表 8-2 に見るように、教育施設が大学であっても同様の柔

軟なものとなっている。 

 

②航空整備士  

 
10 図表 8 中で「Ⅰ-3-1(1)①のただし書きの規定による場合」とあるのは、「二級ガソリン自動車整備士及

び二級ジーゼル自動車整備士の両方の資格を有する者」の場合である。 
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 航空整備士の養成施設の指定に係る法令上の根拠は、航空法及びその下位法令において次のように規定さ

れている（教育内容に係る部分に限る）。なお航空法関連の養成施設に関する法令については、航空整備士と

他の航空関係資格との書き分けをせず「航空従事者」と規定されている。 

 

＜図表 9 航空整備士資格＞ 

航空法（法律）（抄） 

（業務範囲） 

第二十八条 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明（航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、

同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明）を有する者でなけれ

ば、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。（略） 

（別表）  

一等航空整備士 整備をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 

二等航空整備士 整備をした航空機（整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のもの

を除く。）について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 

（試験の実施） 

第二十九条 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有す

る航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を

行わなければならない。（略） 

４ 国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行

う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わな

いことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の

課程を修了した者についても、同様とする。 

 

航空法施行規則（省令）（抄） 

（航空従事者の養成施設の指定の申請） 

第五十条の三 法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空

従事者養成施設指定申請書（第十九号の四様式）を国土交通大臣に提出しなければならない。 

３ 前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。 

七 教育の内容及び方法 

（航空従事者の養成施設の指定の基準） 

第五十条の四 法第二十九条第四項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて

行う。 

七 当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の

内容及び方法が適切なものであること。 

        （出典：筆者作成） 

 

こちらは自動車整備士と異なり、法令で教育内容については一定の基準が定められているものの、「科目ごと

の教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること」とのみの規定であり、抽象的なものにとどま

っている。従って教育の内容については相当の裁量が国土交通大臣に認められていることとなると言える。 

 しかしながらこれも同様に、航空局運航安全課の通達（平成 12 年 10 月 11 日空乗第 1197 号）「航空従事者

養成施設指定申請・審査要領」（以下「指定申請・審査要領」）が定められており、それに従い指定事務を行って

いる。具体的には図表 10 のような形で、教育内容（教育計画）についての定めがある。 

 

＜図表 10 航空整備士養成施設の指定基準＞ 
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航空従事者養成施設指定申請・審査要領（抄） 

第１２部 航空整備士の技能証明課程に関する基準 

 

        （出典：筆者作成） 

 

 こちらについては、自動車整備士と異なり、具体的な学科、実技ごとに標準の教育時間が定められている。他

方で、科目に関しては最小限とされるも、教育時間に関しては「標準」とされているなど、多少の柔軟性が想定さ

れる。 

 なお「指定申請・審査要領」において特筆されるべきは、上記のようないわば一般的な教育科目や時間等に係

る規定だけでなく、コンピテンシーベースでの教育の実施も可能な形で制定されていることがある。その場合、

図表 11 に見るように、当該要領とは別の審査要領（「Competency-Based Training and Assessment Program の

審査要領細則」（平成 29 年 3 月 30 日 国空航第 11576 号）（以下 CBTA 審査要領細則）においても必要な要

件が定められ、他方、「指定申請・審査要領」では、CBTA プログラムを実施する課程については一般的な規定

の例外が定められている。これらは航空従事者のうち航空機乗組員（機長・副操縦士）に限られ、ここで検討の

対象としている航空整備士については適用されていないが、同一の資格に対し別の考え方による審査を並置し

ていることは、国家資格を付与する教育課程の内容を規定する指定規則の在り方を検討する上で、参考になる

ものと思われる。 

 

＜図表 11 CBTA Program に係る「指定申請・審査要領」の記述＞ 

航空従事者養成施設指定申請・審査要領（抄） 

第 1 部 総則  
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第 2 部 指定の基準 1．総論 

 

（略） 

 

第 3 部 教育規程の記載要領 4．記載事項 
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（以下略） 

        （出典：筆者作成） 

 

（４）小括 

 以上、国家試験受験資格を付与する学修課程を提供する教育機関を指定する他制度の例を検討し、その中

でも、検討対象資格、特に医療系の資格の指定規則のように、教育内容に関し、科目名と教育時間が厳格に定

められているものではない事例（自動車整備士、航空整備士）を抽出し、検討を加えた。これら 2 事例において

は、法令ではない、言わば行政庁が内部で定めている運用方針において、国家資格の取得に必要な教育課程

が如何なるものであるべきかを決定している。そうした運用を行うことができるのは、法令（省令）のレベルにおい

て、教育内容については、教育機関の審査申請書類での記載事項として記述すべきことにとどめる（自動車整

備士）、あるいは、基準を定めるといっても抽象度の高い表現にとどめる（航空整備士）ような規定となっているこ

とが確認された。 

 

４．検討の方向性 

 ３．では、「共通基礎課程」の創設に際し、まずは指定規則の修正を行うことを念頭に置き、他制度の例を検討

した。以下、そうした他制度等の前例に倣うとして指定規則の修正を行うとした際にどういった選択肢があり得る

かについて検討を加える。次いで、2．において指摘しておいたもう 1 つの制度設計の可能性、すなわち、指定

規則の修正を伴わずに運用で対応するとしたらどういった対応が可能かについて検討を行う。 

 

（１）「指定規則」を見直す場合 

 

①考え得る見直しの手法 

「共通基礎課程」の実装の際に、各職種の「指定規則」をどのようなものに改正するかについては、２つの手法

が考えられる。 

 １つは、既存の各職種に係る指定規則を変更し、対象となるすべての職種において、これらの内容に該当する

教育を全て「共通基礎課程」に置き換えてしまう、という方法である。そのためには、そもそも現行の指定規則等

は図表 4 のようなコンピテンシーベースの規定の仕方となっておらず、それぞれの職種の専門課程部分につい

ても整合性を図るための検討が必要になる 11。また、この「共通基礎課程」では学べていないが、それぞれの職

 
11 コンピテンシーベースでの「指定規則」の運用の可能性の追求に際しては、上記の航空従事者の養成施設

の指定に係る、一般的な規定の仕方と、CBTA Program に基づく教育の規定の仕方を並行して行っている運

用は、更なる探求により一定の参考となるものを提示する可能性があると思われる。今後の探究に際しての

論点としては、１）CBTA Programと従来の方法の、教育内容等の教育学的視点からの比較分析、及び２）

当該航空従事者養成施設に係る運用実務の詳細な把握（国土交通省本省で事務は行われている（厚生労働省

が国土交通省航空局 安全部運航安全課に照会して得た回答に基づく（令和４年３月 25 日））が、CBTAプ

ログラムは「『指定本邦航空運送事業者』が航空機乗組員（機長・副操縦士）に対する訓練・審査」のため

のものであることが想定されており（CBTA 審査要領細則第 1章 1－1）、指定航空従事者養成施設のうち「指

定本邦航空運送事業者」であるものは（株）日本航空と（株）全日本空輸に限られる（国土交通省ホームペ

ージ掲載「指定航空従事者養成施設について」に掲載される、2015(平成 27)年 7 月現在の指定養成施設一
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種ごとの教育内容の順序性や教育方略の同時性から、基礎的な段階で学んでおくべき内容が存在することが

想定され、その学びの必要性等についてまでも視野に検討に入れることは、職種ごとに積み上げた専門性の根

拠に関わる大きな問題となり得る。さらにはそれぞれの職種の教育は大学と養成所（専門学校）で行われている

が、全て置き換えるとなると、それぞれの教育体制等に沿ったカリキュラムの見直し等が求められることとなる。 

 もう 1 つは、現行の指定規則の変更は最小限のものとし、それぞれの職種ごとに、現在行われているカリキュラ

ムで習得されていること、されていないことを抽出し、1 つ目の課程での指定規則に規定される最低限の学修内

容では修得されないものについて、それを補う学修内容を何らかの形で明示し、その内容を含む課程を経た者

については 2 つ目の教育課程の一部（1 年分を想定）の省略を認めるような運用とすることである。 

フィンランドにおけるラヒホイタヤのような制度の構築を目指し、保健医療福祉に係る資格制度を根幹から改

めることを辞さないのであれば、本来は前者のような方向性での検討が行われることも視野に入れる必要があ

る。図表 4 はまさにラヒホイタヤの制度設計思想を図示したものとも言い得る。しかしながら、ラヒホイタヤのような

制度の創設に関しては、フィンランドと異なる社会背景やステークホルダーの関係の複雑性に鑑みると、相当の

ハードルが想定される 12v。また現時点での厚生労働省の方針は、一部の 4 年制大学のみを念頭に置いた手上

げ方式での漸進的な導入を企図している 13ことから、ここでは、漸進的な導入を行うという前提で、指定規則の

形式の見直しの種類について検討する。 

 

②見直しの具体案の検討 

 ①で述べたような、指定規則の見直しを最小限のものとする形式の種類としては、３．の図表 6 で掲げた既存

の法令の類型を踏まえると、以下の 3 つが考えられる。（図表 12） 

 a.「2 つ目の資格」側で、「1 つ目の資格」取得者（等）14に対し、「2 つ目の資格」を履修するために必要な追加

の学修内容を指定規則上で明記する。（類型 a） 

 b.「2 つ目の資格」側の指定規則において、「1 つ目の資格」ですでに履修した学修内容の履修を免除すること

ができる規定を置き、その範囲について、柔軟性を持たせ得る規定の仕方としつつ、「2 つ目の資格」側の教育

での追加的な学修内容を明示した上で、その運用方針を通達等で明記する。（類型 b） 

 c.現行の指定規則（省令）で規定されている教育内容に係る規定について、省令ではなく通達等での明記に

改め、その上で、厳格な運用とすることを原則としつつ、「2 つ目の資格」の課程において、x)「1 つ目の資格」取

得者（等）の場合の必要な追加の学習内容を明記する、あるいは y)「1 つ目の資格」ですでに履修した学修内

容の履修を免除することができる旨の規定を置く。（類型 c.） 

 

  

 
覧による）ことから、裁量性の高い運用を行うことについて運用方針の統一性が保たれやすく、かつ、学校

教育法上の大学ではないため、関連の規制との整合性も問題になりにくいものと思料される、等が考えられ

るが、後日の課題としたい。 
12 小野（2016）。 
13 和田（2021）。 
14 1 つ目の資格試験のために必要な課程は終了したが、試験不合格・不受験者についての扱いは論点として

残りうるため、（等）としている。 
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＜図表 12 見直しを最小限のものとした指定規則の形式を考える上での参考例＞ 

・類型 a. 

美容師法第 4 条 

（美容師試験） 

第四条 ３ 美容師試験は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条に規定する者であつて、都

道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知

識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 

５ 前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事

項は、厚生労働省令で定める。 

 

（養成施設指定の基準） 

第三条 法第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 

一 昼間課程に係る基準 

ハ 教科課目及び単位数は、別表第一（理容修得者課程については別表第一の二）に定めるとおりであること。 

 

別表第一 課目 単位数 必修課目 

関係法規・制度 一単位以上 衛生管理 三単位以上 保健 三単位以上 香粧品化学 二単位以上 文化論 

二単位以上 美容技術理論 五単位以上 運営管理 一単位以上 美容実習 三十単位以上 小計 四十七

単位以上 

選択課目 二十単位以上 

合計 六十七単位以上 

（略） 

 

別表第一の二 

課目 単位数 必修課目 

美容技術理論 四単位以上 美容実習 二十三単位以上 小計 二十七単位以上  

選択課目 七単位以上 

合計 三十四単位以上 

（略） 

 

・類型 b. 

保健師助産師看護師学校養成所指定規則 

（看護師学校養成所の指定基準） 

第四条 法第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校及び同条第三号の看護師養成所（以下「看護師学

校養成所」という。）のうち、学校教育法第九十条第一項に該当する者（同法に基づく大学が同法第九十条第二

項の規定により当該大学に入学させた者を含む。）を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一

項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

三 教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。 

 

別表第三 

＜表部分は省略＞ 

備考 

二 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。 
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イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく

大学 

ロ 歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士

学校（イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。）又は同条第二号の規定により指定され

ている歯科衛生士養成所 

ハ 診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）第二十条第一号の規定により指定されている学

校又は診療放射線技師養成所 

ニ 臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第十五条第一号の規定により指定されて

いる学校又は臨床検査技師養成所 

ホ 理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号）第十一条第一号若しくは第二号の規定に

より指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指

定されている学校若しくは作業療法士養成施設 

ヘ 視能訓練士法（昭和四十六年法律第六十四号）第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている

学校又は視能訓練士養成所 

ト 臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定さ

れている学校又は臨床工学技士養成所 

チ 義肢装具士法（昭和六十二年法律第六十一号）第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定さ

れている学校又は義肢装具士養成所 

リ 救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されて

いる学校又は救急救命士養成所 

ヌ 言語聴覚士法（平成九年法律第百三十二号）第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定によ

り指定されている学校又は言語聴覚士養成所 

 

・類型 c. 

自動車整備士技能検定規則及び自動車整備士養成施設の指定等の基準について（依命通達） 

航空法施行規則及び航空従事者養成施設指定申請・審査要領（抄） 

 

（図表 7～11 を参照） 

         （出典：筆者作成） 

 

これらのうち類型 c.は、指定規則で定められている教育内容に関し、全て法令のレベルではなく、行政庁が内

部で定めている運用方針で定めることとなる。運用の厳格性自体はその方針等によっては確保されうると思われ

る。また類型 c.のような形式をとるのであれば、航空操縦士の例に見るように、既存の教育法令との関係につい

てはなおも留意が必要だが、教育課程を有する教育機関の指定の実質的なルールを複数定めて運用するよう

な柔軟な対応も可能となり得る。仮に今後、competency based の教育課程の認定方法等を現行の方法と並行し

て実施するようなことを検討するのであれば、このような法形式にしておくことで、より機動的に試行的に新たな

仕組みを実施することも容易となる可能性もある。他方、現状において、科目名についてすべて省令で定めて

いるという法形式を変更することとなるため、制度の安定性や、行政の恣意性の排除といった観点からは、より大

きな課題が生じ得るものとなる。 

 類型 b.は、図表中で明記したように、医療系の職種においては既に法令の別表で、医療系職種内での履修

科目の免除の規定は存在する。他方福祉系の職種に関しては、共通の試験科目の設定（社会福祉士と精神保

健福祉士）や、社会福祉士取得者が精神保健福祉士を目指す場合の短期課程の設定などはあるが、医療系の
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ような形での履修免除規定が法令上存在しない 15。法令で明記するとしたら、具体的には、福祉系については

医療系の職種のような形の規定を設けつつ、その規定において、共通基礎課程適用職種について全て列記す

るとともに、「科目」単位での履修免除について、例えば 

 ＜資格 A＞ 

必修科目α、β、γ、δ、ε＋科目の一部 X  

 を、 

 ＜資格 B＞ 

必修科目 a、b、c、d、e＋必修科目の一部 Y 

と等値なものとみなすような場合、資格 B の指定規則において「資格 A の課程で既に履修した科目について

は、その科目の全部または一部の履修を免除することができる」としつつ、その解釈を、例えば図表 8－1 の「自

動車整備士養成施設の指定等の基準について」のような形で厳格に定めておくなどするような形である。医療

系の指定規則からすると、列記される職種名に福祉系が加わるとともに、現行の指定規則に「全部または一部」

を付け加える形 16になる 17。 

 医療系に関して言えば、類型 c のような根本的な形式の変更を伴うものではない。一方で、福祉系の職種で

は履修免除に関する新たな発想を持ち込むものになり、既存の指定規則との整合性が論点となりうる。勿論、類

型 c.程の緩やかな規定にはならないにせよ、「一部」と規定することで、行政の恣意性の懸念を一律に排除する

ことは難しい。ただし、例えば共通基礎課程履修を認める際、特定の科目の「一部」について、運用方針を示す

通知等においてその内容について恣意性が働かないような記述とすることで懸念を払拭しつつ、より柔軟な運

用とするようなことは容易となる。さらに言えば、「1 つ目の資格」の課程で「共通基礎課程」を履修したと認められ

るためには、「1 つ目の資格」にとっての必修科目ではない科目（の全部または一部）を履修している必要がある

（例えば上の例であれば「X」が選択科目である）場合でも、運用方針を示す通知等で同様の配慮をすることで、

類型 a.のように指定規則で基本的に全て書ききるようなものと比較すると、当面一部の 4 年制大学のみを念頭

に置いた手上げ方式での漸進的な導入を行う対応が柔軟に行い得ると考える。 

 類型 a.は、美容師の養成課程指定規則において、一定期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を

修得している者を対象とする教科課程を設けることができる旨述べた上で、それ以外の者向けの課程とは別に、

「理容修得者」向けの課程を新たに設ける形式となっている（理容師の養成課程指定規則における「美容修得

者」の扱いも同様）。「共通基礎課程」に当てはめると、対象職種（2 つ目の職種）の全ての指定規則において、

他の職種（1 つ目の職種）ごとに、当該職種（2 つ目の職種）となるために必要な課程が何であるかを、科目で提

供されている内容にまで踏み込んで明示的に指定規則に書き込むことが想定される。 

この方式であれば、指定規則にすべて書き込むため行政の恣意性は排除されることとなり、法形式上も指定

規則（省令）のレベルで定められることとなり、現行制度との整合性も確保されやすいものと思われる。他方、類

型 b.、類型 c.とは逆に、明確に「科目」に係る柔軟性には欠けることとなる。また科目で提供されている内容につ

いてまで踏み込んで指定規則に書き得るかどうかは、実務上の担保方法も含め、検討の余地があると思われ、

さらには学校教育に係る法制度との整合性についても検討する必要が生じる。 

 
15 ただし養成所（施設）の運営に際しては、局長からの通知により、法令（指定規則）のレベルにおいて明

示されていない、履修免除に係る運用が可能な旨示されている職種もある。追って検討することとし、ここ

ではあくまでも法令（指定規則）での明示を念頭に置いた検討を行う。 
16 他方、念頭に置く共通基礎課程導入校を大学に限るのであれば、既存の類型 c. の別表第三 ニイに既に

「大学で学んだ科目」の履修免除に係る規定が存在していることから、現行の同項に係る運用との整合性を

踏まえると、あえて福祉系職種に係る列記を行わなくともよいものと思われる。 
17 ただし現行の医療系の指定規則においては、科目履修を要件としており、「1つ目の資格」の国家試験合

格を要件としていない。政策論として、「共通基礎課程」について「1つ目の資格」の合格者についてのみ

認めるかどうかは、別途の検討が必要となる。 
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 またその応用として、例えば上記の例で言えば、資格 A の課程指定規則に「科目の一部 X」を特定の科目名

を付与して書き込み 18、資格 B の指定規則において、「X を履修した資格 A 課程修了者」について、共通基礎

課程を取得した者として、そうではない者と別の課程一覧を用意することも考えられる。この場合は上記の方法

に比べ、科目で提供されている内容まで踏み込んで指定規則に規定する必要はないが、「科目の一部 X」がど

ういったものであるかを学校側が知りえるよう、他の類型と同様に、運用通知等で明確にすることが望ましいもの

と考えられる。 

 

（２）指定規則を見直さない場合に取り得る方法 

 他方で指定規則を見直さない場合、まずは、「2 つ目の資格」について、法令上の国家試験受験資格を満た

すかどうかの検討が必要となる。 

 

＜図表 13 各資格の国家試験受験資格に係る法令（4 年制大卒者に係る条文（社会福祉士及び精神保健福

祉士は養成施設コースを除く））についてのみ抜粋）＞ 

・保健師助産師看護師法 

第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 

一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律

第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業し

た者 

・理学療法士及び作業療法士法 

第十一条 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者（この号の規定に

より文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を

含む。）で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事

が指定した理学療法士養成施設において、三年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの 

第十二条 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 

一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者（この号の規定により文部科学大臣の指定した学校

が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。）で、文部科学省令・厚生労

働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設に

おいて、三年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの 

・社会福祉士及び介護福祉士法 

第七条 社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。以下この条において同じ。）において文部科学

省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目（以下この条において「指定科目」という。）を修めて卒業した者その他その者

に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 

第四十条 ２ 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 

一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者（この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大

臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。）であつ

て、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士とし

て必要な知識及び技能を修得したもの 

・精神保健福祉士法 

第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 

 
18 この場合、資格 A において新たに付け加えられる科目 X は、必修科目以外の科目として提供されることな

る。 
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一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。以下この条において同じ。）において文部科学

省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目（以下この条において「指定科目」という。）を修めて卒業

した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 

        （出典：筆者作成） 

 

これを見ると、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士については、それぞれの資格に必要とされる「科目を修

める」ことが求められている一方で、理学療法士、作業療法士、介護福祉士に関しては「必要な知識及び技能を

修得する」ことが求められる。そのため、それぞれの資格の養成所（施設）に係る指定規則（省令）等において、

履修すべき「科目」が列記されており、後者の場合にはその科目の履修が「必要な知識及び技能を修得」したこ

とを意味する運用とされている。よって「科目の履修」が、国家試験を受験する上では大切な要素となる。 

他方、３．において、「類型 b.」の保健師助産師看護師法の指定規則の別表第三 備考二において医療系職

種内での履修科目の免除の規定が存在することを指摘したが、脚注 16 で指摘したように、ここで検討する 6 職

種には、以下図表 14 に掲げるような、個別の学生の既修内容に応じ、履修科目について一定の範囲で免除す

ることを許容する行政からの通知（それぞれ厚生労働省医政局長、社会・援護局長及び社会・援護局障害保健

福祉部長名）が存在し、一部の職種については、指定規則上明記されている範囲を超えているものもある。 

 

＜図表 14 各資格における柔軟な個別認定運用の例＞ 

・看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン(平成 27 年 3 月 31 日医政発 0331 第 21 号) 

第 6 教育に関する事項 ３ 単位制 （2）単位の認定 

イ 放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校又は以下の資格に係る学校若しくは養成所で、指定規則別表 3 及び 3 の 2

に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学

習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる場合には、総取得単位数の 2 分の 1 を超えない範囲で

当該養成所における履修に替えることができること。 

・歯科衛生士 ・診療放射線技師 ・臨床検査技師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・視能訓練士 ・臨床工学技士 ・義肢装具

士 ・救急救命士 ・言語聴覚士 

なお、指定規則別表 3 備考 2 及び別表 3 の 2 備考 3 にかかわらず、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)

第 39 条第 1 号の規定に該当する者で養成所に入学したものの単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規

則等の一部を改正する省令(平成 20 年厚生労働省令第 42 号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則

(昭和 62 年厚生省令第 50 号)別表第 4 に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第 4 若しくは社

会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成 20 年文部科学省・厚生労働省令第 2 号)別表第 4 に定める「人間と社会」の領域に限

り本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる場合には、保

健師助産師看護師学校養成所指定規則別表 3 及び別表 3 の 2 に定める基礎分野の履修に替えることができること。 

 

・理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン(平成 27 年 3 月 31 日医政発 0331 第 28 号) 

５ 授業に関する事項 

（５）単位を認定するに当たっては、講義、実習等を必要な時間以上受けているとともに、当該科目の内容を修得していることを確

認すること。 

また、指定規則別表第 1、1 の 2、2 及び 2 の 2 の備考 2 に定める大学、高等専門学校、養成施設等に在学していた者に係る

単位の認定については、本人からの申請に基づき、個々の既修の学習内容を評価し、養成施設における教育内容に該当するも

のと認められる場合には、当該養成施設における履修に替えることができること。 

 

・社会福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針（平成 20 年 3 月 28 日社援発第 0328001 号） 

6 生徒に関する事項 
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(5) 他の学校等において履修した科目（以下「履修科目」という。）については、各社会福祉士養成施設において、生徒からの申

請に基づき、履修科目の教育内容を当該養成施設の教育内容に照らし、当該教育内容に相当するものと認められる場合には、

総履修時間数の２分の１を超えない範囲で当該養成施設における科目の履修に代えて差し支えないものであること。 

ただし、相談援助実習指導及び相談援助実習については、一体不可分に行うことで教育効果が見込まれるものであるから、こ

れらの科目のうち、他の学校等において履修した一方の科目のみを当該養成施設における科目の履修に代えることは認められな

いものであること。 

 

・介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針（平成 20 年 3 月 28 日社援発第 0328001 号） 

６ 生徒に関する事項 

(5) 他の法第 40 条第２項第１号から第３号までの規定に基づく学校又は養成施設（以下「他の養成施設等」という。）において履

修した科目については、生徒からの申請に基づき、個々の既修の学習内容を当該他の養成施設等のシラバス等により評価し、当

該介護福祉士養成施設における教育内容に相当するものと認められる場合には、総履修時間数の２分の１を超えない範囲で当

該介護福祉士養成施設における科目の履修に代えて差し支えないこと。 

(6) 他の大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は他資格に係る養成所等（「他の養成施設等」を除く。以下「他の

学校等」という。）において履修した科目については、生徒からの申請に基づき、個々の既修の学習内容を当該他の学校等のシラ

バス等により評価し、当該介護福祉士養成施設における教育内容に相当するものと認められる場合には、養成施設指定規則別表

第４の介護の領域に係る科目を除き、当該介護福祉士養成施設における科目の履修に代えて差し支えないこと。 

 

・精神保健福祉士養成施設等の設置及び運営に係る指針（平成 23 年 8 月 5 日障発 0805 第 3 号）（令和 2 年 12 月 25 日一部

改正後） 

11 履修科目の免除等に関する事項 

（1）指定規則別表第１及び別表第３に定める科目について、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、職業能力開発促

進法第１５条の６第１項各号に掲げる施設若しくは同法第２７条第１項に規定する職業能力開発大学校又は厚生労働大臣の定め

る学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、学生からの申請に基づき、履修科目の教育内容

を当該養成施設の教育内容に照らし、当該教育内容に相当するものと認められる場合には、当該養成施設等で履修すべき総履

修時間数の２分の１を超えない範囲で当該養成施設における科目の履修に代えて差し支えないものであること。 

ただし、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習については、一体不可分に行うことで教育効果が見込まれるもの

であることから、これらの科目のうち、他の学校等において履修した一方の科目のみを当該養成施設等における科目の履修に代

えることは認められないものであること。 

         （出典：筆者作成） 

 

これらのうち福祉系 3 職種については、明確に「科目」の履修について、他資格の養成施設等での教育課程で

履修した「科目」の内容を個別に審査し、同等のものと認められる場合には履修の免除を認める書き方となって

いる。また医療系の場合には「単位」の認定についての免除規定となっているが、科目を履修することで単位の

認定となるため、同等のものと考えられる。 

 これらはいずれも、1 つ目の資格の課程における「科目」を、2 つ目の資格の課程における「科目」に置き換え

るものである。しかしながら現在検討している共通基礎課程は、「科目」の「一部」について既に学んでいれば認

められるものであり、1 つ目の資格の課程においては指定規則通り全ての必修「科目」について履修し、さらに

共通基礎課程として、上記の例では「Ｘ」を含む科目も履修している者に、2 つ目の資格の課程の一定の「科目」

については、その「一部」のみを履修することでよしとし、就学期間の短縮を企図するものである。 

 そうした一定の科目の「一部」について、既修の場合、法令の規定に基づかずに行政からの通知により免除す

る例は、図表 15 のような形で、社会福祉士の課程において存在している 

 

＜図表 15 「科目」の一部について、通知レベルで他資格の課程での履修で免除を可能としている例＞ 
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・「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」 

（社援発第 0328001 号 平成 20 年 3 月 28 日厚生労働省社会･援護局長通知）  

10 実習に関する事項 

（３）精神保健福祉士養成課程における「ソーシャルワーク実習」、介護福祉士養成課程における「介護実習」を 

履修している者については、実習のうち 60 時間を上限として免除可能とすること。 

         （出典：筆者作成） 

 

こうした前例を踏まえると、1 つ目の資格の課程において「共通基礎課程」を履修したと認められる場合、「学生

からの申請に基づき、履修科目の教育内容を当該養成施設の教育内容に照らし、当該教育内容に相当するも

のと認められる場合には、」2 つ目の資格における課程で必修とされている科目の一部を免除する運用も考えら

れる。この前例は実習の時間数を減少させてもよいとするものであり、時間で明確に切り分けているため座学の

科目よりは切り分けは容易であると考えられるが、それでもなお法令の形式としては一定の前例になり得るであ

ろう。 

 他方、上述のような「科目の一部免除」とせず、2 つ目の資格の課程において、「共通基礎課程に一部含まれ

る科目の残余部分」をまとめて、指定規則の必修科目外の「科目」として設定し、運用通知で、当該「まとめ科

目」を履修した者は、2 つ目の資格の課程で、「共通基礎課程」を一部含むすべての科目の全部についての履

修を免除するような運用も可能であろう。この場合の「まとめ科目」は、共通基礎課程の内容次第では、1 つ目の

資格のそれぞれについて定められる必要がある。 

 なお、ここまで（２）の指定規則を見直さない場合で検討した行政解釈に係る通知文書は、いずれも養成所（施

設）の運用に関わる解釈通知であり、大学に関しての運用を対象としたものではない。大学の設置基準等に関

わる法体系との整合性についての検討も必要となる 19。 

 

（３）考察 

①資格制度の規律と法令形式の関係 

 （２）では、行政からの通知により柔軟な運用を可能にしている例について検討したが、脚注 21 において指摘

したように、かつて精神保健福祉士の設置運営指針においても、（２）の社会福祉士の例と同様の運用が行われ

ていた（図表 16）。 

 

＜図表 16 「科目」の一部について、通知レベルで他資格の課程での履修で免除を可能としていたが、法令上

の規定に引き上げられた例＞ 

・精神保健福祉士養成施設等の設置及び運営に係る指針（平成 23 年 8 月 5 日障発 0805 第 3 号）（平成 27 年 3 月 31 日付）

（※令和 2 年 3 月 6 日、同 12 月 25 日改正前） 

11 履修科目の免除等に関する事項 

（４）社会福祉士の「相談援助実習」を履修している学生については、精神保健福祉援助実習のうち、６０時間を上限として、精神

科病院等の医療機関以外の実習を免除可能とするものであること。この場合においても、機能の異なる２以上の実習施設で実施

するものとする。 

 

 
19 ここでの検討では、6職種以外の指定規則で教育内容が厳格に定められているそれぞれの職種につい

て、例えば法令上明示されていないが「○○士を取得している者は、（○○士の教育課程で▲▲に係る教科

を履修しているので）、××士取得のための教育課程の一部を省略することができる」というような解釈を

している可能性については射程の範囲外としている。それを行うためにはほぼ全ての国家資格に関しての網

羅的な確認が必要となるが、ここで示したような方向性では今後議論を進めていく上で足りないようであれ

ば、そうした作業も視野に入れる必要が生じる。 
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※改正前の指定規則においては上記についての特段の言及なし 20。令和 2 年のカリキュラム改定により、指定規則及び当該指

針は以下のように改正されている 

＜指定規則＞ 

別表第一 

備考六 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二

十年／文部科学省／厚生労働省／令第二号)別表第一若しくは別表第三又は社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年

／文部科学省／厚生労働省／令第三号)第一条第二十三号若しくは第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習を履修し

た者については、精神科病院等以外におけるソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、この表に掲げ

る時間数の一部を免除することができる。ただし、この場合においても、当該実習は、精神科病院等及び一以上の施設又は事業

で実施するものとする。 

 ＜設置運営指針＞ 

11 履修科目の免除等に関する事項 

（４）社会福祉士養成課程の「ソーシャルワーク実習」を履修している学生については、ソーシャルワーク実習のうち、６０時間を上限

として、精神科病院等の医療機関以外の実習を免除可能とするものであること。この場合においても、機能の異なる２以上の実習

施設等で実施するものとする。 

        （出典：筆者作成） 

 

 この精神保健福祉士の法令体系においては、改正前は「科目の一部」の履修の省略を指定規則ではなく通知

で可能としていたのを、指定規則の見直しと同時に指定規則での規定に引き上げている。この改正の理由に関

し明示されたものはないが、引き上げにより行政の恣意性が抑制され、実際に個別認定を行う養成施設や、認

定を受けようとする学生両方にとってより安定的なものと理解され得るとともに、資格制度の規律をより厳格に確

保する観点からも、この改正は理解できるものがあると考える。共通基礎課程の導入を進めたい立場から考える

と、特に「科目」の考え方に関する現行の指定規則の規律は厳格に過ぎ、資格制度や教育制度のイノベーショ

ンを阻害する面があるということとなると思われるが、他方、資格制度は資格の取得や保持に関し厳格な規律が

あってこそ、業務独占や名称独占などが許容されており、特に保健医療福祉関連の職種に関して言えば、厳格

なルールに即した教育課程を経て試験に合格するというハードルを越えてはじめて生命や心身の健康に関わる

業務に従事することが可能になっている側面もあることは考慮に入れるべきであろう。 

とはいえ、（２）で見たように運用通知での柔軟な運用が想定されていること、また社会福祉士と、かつては精

神保健福祉士においては科目の一部の免除までも運用通知で行っていることから、そうした形式での運用がで

きない、ということにはならないであろうとも考える。ただしその際には、生命や心身の健康に関わる業務に係る

資格制度の性質、及び「共通基礎課程」の運用で意図されることが、現行の通知での柔軟な運用が学生の申請

に基づく個別認定であることと異なり、特定の教育機関で提供される一定のカリキュラムを履修した学生に対し

ては一律に認めるものであるといった個別性の薄い性格のものであることに鑑みると、予め共通基礎課程の履

修内容に含まれる各項目及びそれらを構成する要素と、各資格に係る教育課程に含むべき事項等の要素との

関連性を、各資格の指定規則等や運用通知において示されている教育内容に係る留意点や目標等を踏まえて

一定の基準として示すなどの対応が行われることが望ましいものと思われる。 

柔軟性を確保した指定規則の事例として採り上げた自動車整備士や航空整備士も、運用通知において柔軟

性は確保しつつも時間数で教育内容を担保する運用が行われている（図表 8、図表 10 参照）ことを踏まえれ

ば、「共通基礎課程」導入教育機関毎に同じ運用がなされ、かつ、「共通基礎課程」履修者が「2 つ目の資格」の

資格者として相応しい教育を経たことを外形的に示し、資格の意義や価値に対する社会的信認を維持するため

にも、一定の基準に即した一律での運用が確保されるべきであると考える。この場合、「2 つ目の課程」における

 
20 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)において、2015年（平成 7月 3 日）時点で国立

国会図書館が保存した、厚生労働省四国厚生支局ホームページに「更新日 2013年 3 月 18日」とされ掲載

されていた指定規則を参照。 
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入学者の履修内容を 1 年間の履修期間の短縮を可能とするものとして教育機関サイドで決定する際の運用方

法としては、学生からの申請に基づく個別認定という形式を維持するにせよ、予め当該教育機関単位で、「1 つ

目の課程」及び「2 つ目の課程」いずれについても、そうした基準に基づいた教育内容であるということを行政が

審査し、審査の結果適合している旨の理解をいずれかの形式で示しておくことが、入学する学生の立場からし

ても望ましいものと思われる。 

 

②法令形式とパイロット・プログラムの形態 

その上で、そうした行政における教育内容に係る審査体制等が適切に確立されれば、本来的には、「共通基

礎課程」を導入する学校であれば、「1 つ目の資格」の課程をどこの教育機関で履修したとしても、「2 つ目の資

格」の課程において 1 年分に相当する科目の免除が行われることが可能となることが論理的である。そのこと

は、指定規則の変更を伴う、伴わないに関係のないことではある。 

 しかしながら、今後指定規則の変更を伴わずに科目の一部を運用で免除することも含めて「共通基礎課程」

をパイロット・グラムとして試行していくとすれば、まずは、以下のような理由から、同一校、ないし予め複数の学

校で組んだコンソーシアムのような形で複数の課程をひとまとめとして、「1 つ目の課程」あるいは「2 つ目（以上）

の課程」ともに審査し、その中での「共通基礎課程」の運用を認めることから始め、「共通基礎課程」のユニバー

サルな通用は次のステップで運用するべきであると考える。 

ここで検討を行っている 6 資格、また保育士も含めた 7 資格は保健医療福祉分野において、業務独占行為

に従事したり、名称独占職種として対人サービスに従事する職種であるが、それらは何よりもサービスを受ける

側の安全こそ重視されるべき職種である。その安全性は最終的には国家試験合格により信用が付与されるもの

であるが、定められた課程を修了していることがその前提となる。共通基礎課程を運用する上では、「2 つ目の資

格」の課程を運用する教育機関が、「1 つ目の資格」の課程を運用する教育機関が行う教育内容を信頼し、「2

つ目の資格」側で、通常であれば提供する教育の一定部分を免除しても、そうした重大な責任を担うこととなる

職種の基礎教育としては十分であることについて責任をもって担保した上で国家試験受験に送り出すことが欠

かせない。「2 つ目の資格」の教育機関が「2 つ目」のプログラムを責任をもって用意する際には、「1 つ目の資

格」の課程における具体的な教育内容を予め承知し、信頼することで、プログラム作成が容易になると思われ

る。また、教員や教室の確保なども含め、そもそも現行の指定規則に応じたカリキュラムを組むことも容易ではな

い中で、「共通基礎課程」が想定するような柔軟なカリキュラムを、「2 つ目の資格」の課程側で実際の時間割とし

て組むことができるか、具体的には教員の配置や教室、またそれぞれの職種ごとの教育の順序性のようなことと

の兼ね合いなど、ハードルは高い。教育機関がそうした困難を乗り越え、「共通基礎課程」をまず導入してみよう

と考える上では、初めは単一校、ないし一定の学校のコンソーシアムなどの単位としたうえで、「1 つ目の資格」

における教育内容に関する情報のうち不確実な部分を極力少なくし、かつカリキュラム編成の日程調整のような

ことまでも含めて協力して行うこととした方が現実的であると考える。 

また、そうした「共通基礎課程」を試行的に導入する教育機関側の事情に加え、審査する側としても、未だ「共

通基礎課程」がどこでも実施されていない段階で、「1 つ目の資格」の課程のみ、あるいは「2 つ目の資格」の課

程のみの審査を行うことと比べると、「1 つ目の資格」の課程と「2 つ目の資格」の課程の審査を同時に合わせて

行うことで、教育内容に係る規律を確保しつつ柔軟な対応とする判断も行いやすいものと考える。 

さらには、パイロット・プログラムを仮に複数校、あるいは複数のコンソーシアムで実施するとした場合、初期の

段階で、それぞれの教育機関、ないしコンソーシアム単位で実際に提供された教育内容を精査し、それら別々

のグループ相互間での「1 つ目」と「2 つ目」の接合が、特に「2 つ目の資格」の課程として適切なものであるかの

検証をパイロット・プログラムの段階で行うことができ、（相互間の接合は出来ない前提としてパイロット・プログラ

ムに入学している）学生に後出しでの不利益を与えることなく、本格的な実施の段階で相互間での接合を行い

得るよう、実践を踏まえて教育機関側ではカリキュラム編成の方法を、また審査側では予めの審査における確認

すべき事項等を修正することが可能となると考える。 
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法令の形式の議論に戻ると、いずれにせよ、一部のパイロット・プログラムでの実施を終えて全国的に一律に

展開していく段階になっても、指定規則の改正を伴わない形式で運用することが制度の全国的な普及に際して

馴染む法令の形式かどうかは、さらなる検討の余地があると思われる。さらには、仮にいずれの方法をとるにせ

よ、「柔軟性」が「行政の恣意」を容易にし、それにより資格制度の厳格性が損なわれ、ひいては資格自体の社

会的信認等が損なわれないよう、運用に際しては関係職種の代表者からなる審議会・検討会のような場を用い

て意思決定の透明性を確保するなどの運用の工夫も求められるものと考える。 

 

D．考察及び E．結論 

 上記では、 

１．共通基礎課程検討対象職種の国家試験受験資格を横断的に検討、分類し、共通基礎課程の指定の形式と

しては、教育機関自体を指定する形式を想定する必要があること、 

２．共通基礎課程を「民間資格」とすることで、社会的有効性は一定程度確保し得る余地があるものの、1 年程

度履修期間を圧縮する効果とは無関係であること、 

３．他の国家資格に係る教育課程の指定規則を参照すると、指定規則を改変する方式としては 3 つの形式が考

えられること、 

４．指定規則を改変せずとも、柔軟な運用の援用の余地があること、 

５．初期のパイロットプロジェクトの段階では同一校、ないしコンソーシアム単位での実施が望ましいと考えられる

ことを示した。 

 今後共通基礎課程を実際の法令に落とし込んでいく際には、上記の検討も踏まえつつ、具体的な検討、及び

関係者間での丁寧な合意形成がなされる必要がある。 

 なお、1．で検討したように、保育士については、他の 6 職種と異なる制度設計の思想となっている。特に教育

機関の卒業のみで資格を得ることが可能とされていること等に留意して、より深い、専門の立場からの検討が必

要となると考える。 

 

F．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表  

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた 

教育コンテンツに関する研究」分担研究報告書 
 

コンピテンス領域Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵに関する 

コンピテンシー習得のための保健医療福祉の演習教材の開発 

分担研究者 平野隆之（日本福祉大学大学院・特任教授） 
 

【研究要旨】 
保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた教育コンテンツとして、平

野隆之・田中千枝子・藤井博之・水谷聖子『コンピテンシー習得のための保健医療福祉の演習教

材：保健医療福祉資格に共通したコンピテンシー 5 領域対応』の冊子（99 頁）を作成した。なお、

同演習教材の開発に至る過程において、日本福祉大学看護学部の看護学生（1 年生）を対象に、4 事

例を用いた演習を試行的に実施し、その参与観察とともに、事後アンケート調査を実施し、それら

の結果を、コンピテンシー習得のための保健医療福祉の演習教材の内容に反映させている。 

 
A．研究目的 
本研究の目的は、保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた教育コンテ

ンツとして、事例演習の教材を開発することにある。具体的には、5 つのコンピテンシーⅠ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.

Ⅵ（Ⅱ.科学的思考とその展開を除く）ごとに、3 つの事例演習教材（合計 15 演習教材）を開発するこ

とを通して、共通基礎課程の試行的な取組みを教材面からバックアップすることにある。 
 
B．研究方法 
日本福祉大学看護学部の看護学生（1 年生）を対象に、4 事例を用いた演習を試行的に実施し、その

参与観察とともに、事後アンケート調査を実施することで、演習教材の活用上の留意点を整理し、

「コンピテンシー習得のための保健医療福祉の演習教材」の作成に活かす。 

 同演習教材の編集作業においては、7 専門職種を想定して作成された「保健医療福祉資格に共通して

求められる基礎コンピテンシー試案 ver3.0(大西弘高作成)を基にしている。かかるコンピテンシー試

案は、共通基礎課程を経ることにより、職業倫理、心身に関する知識など医療・福祉職として必要な

基礎的な素養とともに、多職種連携、地域・社会活動など地域共生社会を担う人材として欠かせない

視点を身につけることを視野に入れたもので、そのねらいを踏まえて、本書の 15 事例を選択する。 

（倫理面への配慮）  
 日本福祉大学看護学部の看護学生（1 年生）を対象とした事後アンケート調査においては、無記名に

より個人情報の保護に配慮するとともに、演習教材の開発において参照することについて了解を得た。 
 
C．研究結果 
1. 演習教材の開発上の視点と留意点 
1） 演習教材の開発上の視点 

第 1 の視点は、演習事例のテーマにおいて、専門職への本人（当人）や家族からの投げかけのコト

バを多く採用することで、リアリティを取り入れる（以下の演習教材事例のテーマを参照）。その意

図するところは、領域Ⅳにおける「当人の理解と支援」のコンピテンシーを重視し、それを起点にし

ながら、残りの領域Ⅰ・Ⅲの「倫理と改善」とⅤ・Ⅵの「協働的実践と社会への働きかけ」への学び

を展開することを目指した事例のテーマを設定することにある。なお、領域Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ・Ⅵの 12 事例

では、Ⅳとの関連性が深いのが 6事例を占めている（以下の事例テーマのリストを参照）。 

第 2 に、演習教材の構成は大きく 3 つのパートに分かけて編集している。最初に、「1．事例」、次

に演習を示す「2．考えるテーマ」、そして最後には共通基礎教育として不可欠なキーワードの理解を

目指す「3．キーワードの解説（大分類と中分類）」を配置する。「考えるテーマ」を重視した内容と

するためには、「事例」と「キーワード」との関係を連続的に理解させる工夫が必要であることから、

キーワード（大分類：表 1を参照）の解説において、単に用語解説を行うのではなく事例の文脈に沿う

内容としている。基礎課程の教育であっても、事例の文脈理解が強く求められるとの判断が反映する

編集を試みている。 
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（資料）筆者作成 

 

2）試行的な演習から 

活用方法を紹介する上で、最初にこの演習教材を試行的に実施した日本福祉大学看護学部（1 年生）

の講義の実際に触れておく。3 回にわたって実施され、用いた事例は 4 事例を用いた。演習を指導した

のは、科目担当の平野ではなく、多様なゲスト講師である。教材に用いた事例執筆者でもある田中千

枝子（社会福祉学部教員）、教材としては用いていない事例執筆者の水谷聖子（同看護学部教員）、

実践者（事例に登場する内容の経験を持つ）である。この組み合わせは、保健医療福祉資格に共通し

た演習教材を担当する者の 3つのパターンを想定したもので、①事例の文脈に沿った分野の教員、②学

ぶ学生の専門分野の教員、③事例に登場する実践者と類似の実践者（事例と同種の経験を持つ）の 3パ

ターンとして整理できる。それぞれが担当する演習の観察から、担当者の一般化を想定した要約的な

メリットとデメリットを記述すると表 2 のようになる。 
 

表 2 演習担当者別のメリット・デメリット 

 メリット デメリット 

①事例の文脈に沿った

専門分野の教員 

事例の文脈に沿った情報や関連キー

ワードの解説が十分になされる。 

演習の課題が高く設定される傾向とな

り、学びに差が生じる 

②学ぶ専門分野の教員 
受講学生の学習ニーズに対応した演

習の組み立てが可能なる。 

比較的少ない。ただし教員による事例の

文脈の事前準備が必要となる。 

③実践者（事例に登場

する実践者と類似） 

事例を補足するリアルな情報が提供

され、現場のジレンマが伝わる。 

わかりやすさを重視し、情報提供が多く

なる結果、考える要素が少なくなる。 

（資料）筆者作成 

①のパターンでは、事例のテーマを専門とする教員が担当する場合で、ややもすると演習の課題設

定が高度になることが予想される。②の受講学生の学習ニーズを踏まえた教員が活用することになる

ことから、事例の文脈に関する事前学習が確保されれば、デメリットなく活用できる。ただし、③の

実践者を確保できれば、演習の事例紹介等を実践者がリアリティを含めて報告し、科目担当教員が演

習のコーディネートを担当する方法も魅力的といえる。 

 
3） 演習教材の活用上の留意点 

以下、留意点に触れておく。 

①研究プロジェクトとの関連で、共通基礎課程の教材としては 1 年生を想定しているが、1 年生への

提供以外にも可能である。専門教育を経たなかで、再び共通基盤の学び直しにも活用できること

も可能といえる。 
②考えるテーマの記述において、事例によっては、考えてほしい内容がきめ細かく記述されている

事例もあるので、演習の際にどこまで学生に求めるかを判断する必要がある。 
③演習教材では、支援上のジレンマを糸口にしつつワークを展開することを多く採用している。そ

の一部については、試行的実施の経験を踏まえて、シートを提供している。ワークの種類として

は、ロールプレイが取り上げられ、演じてみたい登場人物を選択させ、さらにその後のストーリ

ーを描く課題を設定したものが含まれている。 
④キーワードの説明については、事例の文脈を受けた解説となるようにしている。大分類では、事

例の文脈を重視しているが、中分類のキーワードでは一般的な理解の記述が目指されている。 

表1　15のキーワード（大分類）

領域Ⅰ 4つの痛みと全人的支援 守秘義務 スーパービジョン

領域Ⅲ 転倒リスク LIFEの三層(生命/生活/人生） インフォームド・コンセント

領域Ⅳ エンパワーメント 支援困難事例 当人の自律性・主体形成

領域Ⅴ 連携（機関間） 多職種協働実践のチームワーク 自己決定とチームによる支援

領域Ⅵ 施設と地域のコンフリクト インフォーマル資源 ソーシャルアクション
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 ⑤事例の提供では、「イメージや背景の理解が進むこと」をねらいとするとともに、共通基礎課程

のなかで重視したいと考えてきた「専門職間での捉え方の違いがわかる」ことにも配慮している。

IPE の場面での活用も可能といえる。 
 
2. 演習教材事例のテーマ 
 教材事例のテーマは、以下のように設定している。なお、（ ）内に基礎コンピテンシー試案にお

ける要素、［ ］内には関連するコンピテンス領域の番号を記している。 
１）領域Ⅰ：専門職の自律と職業倫理 

  事例 1（1）：「自分が死んだら献体にしてほしい」ターミナル期の患者に対する全人的ケア［Ⅴ］ 
 事例 2（2.3）：「あなただけに相談するの」と打ち明けられた話しをチーム内でどこまで共有するか

［Ⅴ］ 
  事例 3（6.7）：「私が解決してあげたかったのです」巻き込まれて責められて苦しかった私のスーパー

ビジョン体験［Ⅳ］ 
２）領域Ⅲ：安全の確保と質改善 

  事例 4（1.5）：入院中に歩行器歩行自立と評価され、トイレ歩行の際に転倒・骨折された女性

［Ⅳ］ 
  事例 5（3.4）：「『口から食べたい』を叶えたい」：嚥下障害のある特養入所希望者に対する介

護体制整備［Ⅴ］ 
  事例 6（4）：「なぜ転院しなければいけないのですか」インフォームド・コンセントの質改善に

関する組織的取組み［Ⅰ］ 
 ３）領域Ⅳ：当人の理解と支援 
  事例 7（3.4.5）：脳出血からの回復後に運転再開を契機に「久しぶりに頼もしく感じた」と妻に

言われた男性［Ⅴ］ 
  事例 8（4）：「天の岩戸はどうしたら開くのか」ゴミ部屋の住人に彼の世界を教えてもらう［Ⅵ］ 

事例 9（5）：「ずっと住めるところがいい」と出所前に語る刑余者の地域生活支援［Ⅴ］ 
 ４）領域Ⅴ：チーム・組織の理解と協働的実践 
  事例 10（1.5.7）：「月曜日に退院なのでサービス担当者会議をお願いします」［Ⅵ］ 
  事例 11（3）：「またこの子救急ｾﾝﾀｰに来たの？」こども虐待対応チームの協働的実践［Ⅳ］ 
  事例 12（6）：自分らしい生活の第一歩を目指す本人の自己決定と家族の不安［Ⅳ］ 
 ５）領域Ⅵ：地域・社会活動とソーシャルアクション 
  事例 13（1.3）：認知症高齢者が持ち去った白菜一個から施設と地域のつながりを考える［Ⅳ］ 
 事例 14（3）：地域の支え合い活動を支えるための専門職の仕事が生まれている［Ⅳ］ 

  事例 15（4）：医療的ケア児を介護する家族のレスパイト事業の施策化を目指す自立支援協議会

［Ⅴ］ 
なお、事例の執筆分担は、以下の通りである。平野隆之（分担研究者）：事例 13.14.15、田中千

枝子（研究協力者：社会福祉学部教授）：事例 1.3.5.6.8.11、藤井博之（研究協力者：長野大学教

授）：事例 2.4.7.10、水谷聖子（研究協力者：看護学部教授）：事例 9.12 である。 
 
D．考察 

コンピテンシーの 5 領域は、Ⅵの 5 項目からⅣの 11 項目まで細分化されている。その細分化された

項目（要素）にどのように対応して、事例のテーマが選択されているかを示すなかで、コンピテンシ

ー要素との関連性を重視した。複数対応しているものがあるとともに、他の領域との関連性の高いも

のも少なくない。いいかえれば、複数のコンピテンシー要素・領域に内容が及んでいることが、実際

の事例では必然的に生じているといえる。 
本演習教材は共通基礎課程のみでの活用だけではなく、一般の講義や IPE（多職種連携教育）のな

かでも活用可能なように編集している。今日的な課題となっている多職種間連携を視野にいれること

は不可欠な課題との認識からである。ただし、演習の焦点は、あくまで多職種間での「共通部分」の

理解ではなく、共通して持つべき「基礎基盤」となるコンピテンシー習得である点を重視した記述と

している。 
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E．結論 
 保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた教育コンテンツとして、平野

隆之・田中千枝子・藤井博之・水谷聖子『コンピテンシー習得のための保健医療福祉の演習教材：保

健医療福祉資格に共通したコンピテンシー 5 領域対応』の冊子（99 頁）を作成した。内容としては、

最初に「1．事例」、次に演習を示す「2．考えるテーマ」、そして最後には共通基礎教育として不可

欠なキーワードの理解を目指す「3．キーワードの解説（大分類と中分類）」を配置している 
 
F．健康危険情報 

なし 
 
G．研究発表 
（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 
1. 論文発表 
 なし 
 
2. 学会発表 
 なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた 

教育コンテンツに関する研究」分担研究報告書 
 

共通基礎課程コンピテンシー3.0 コンピテンス領域Ⅱに基づく 
「3.コンピテンス領域Ⅱ空間やモノ、体験、関係性のデザイン」に関する教材作成の取組 

分担研究者 柴﨑智美（埼玉医科大学医学部・教授） 
 
【研究要旨】 
  本研究では、共通基礎過程コンピテンシー3.0「Ⅱ．科学的思考とその展開 3．空間やモノ、体験、

関係性のデザインに関する多様な手法を利用できる」に関連する教材作成を目指し、「人の生活を考

える上で、住環境や建築がどのような影響を与えるかを知ることを通して、人が心地よいと感じられ

たり、自分らしくいられる住環境や建築を提案できる。」を学習目標として、建築の専門家である大

学教員による 3 つの講演と 3 つのグループワークを 1 日で行う遠隔でのワークショップ形式の教育プロ

グラムを計画し、医学部 4 年生に試行的に実施した。終了後に学習目標の達成度を評価するための記

述課題とポストアンケートを実施した。提出された課題からは、住環境を考慮した具体的な方策が提

案されており、特に病院については、観葉植物、写真、星空などより多くの具体的な工夫が記述され

た。ポストアンケートでは、新しい気づきがあった、将来役に立つと思った、環境が人の暮らしに及

ぼす影響について理解できた、積極的に参加した 4 つ全ての質問に肯定的に回答した割合は 95％を超

えていた。建築の専門家からの講義と演習を導入することで、期待される学修成果が得られることが

示唆された。 
 
A．研究目的 
 共通基礎過程コンピテンシー3.0、「Ⅱ．科学的思考とその展開 3．空間やモノ、体験、関係性のデ

ザインに関する多様な手法を利用できる」に該当する教育を実装化するために、教育プログラムを開

発し、教育を実践することを通して、その成果、課題を明らかにすることを目的とする。 
 
B．研究方法 
 建築・生活環境デザインを専門とする教員の協力のもと、共通基礎過程コンピテンシーⅡ.3 に関す

る教育目標，教育方略を取り入れた教材（講義と演習のプログラム）を作成し、医学部医学科 4 年生

を対象に実施した。 
教育目標は、「人の生活を考える上で、住環境や建築がどのような影響を与えるかを知ることを通

して、人が心地よいと感じられたり、自分らしくいられる住環境や建築を提案できる。」とし、原

則、共通基礎過程に示された内容を踏襲した(表 1)。 
 
表 1．共通基礎課程の教育目標 

 
 
  

・住環境や建築、ユニバーサルデザインと人の生活について説明できる 
・住宅改造の事例を列挙できる 
・人が心地よいと感じられる住環境や建築，ユニバーサルデザインを提案できる 
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教育方略は、遠隔の（Zoom を用いた）ワークショップ形式で、3 つの講演と 3 つの小グループ学習

を実施した(表 2)。 
 
表 2．講演、グループワークのテーマ 

 
 

3 つの講演においては、それぞれ講演終了後に、Zoom のチャット機能を利用して学生からの質問を

受け付け、講師から回答した。グループワークでは Google Slides を用いてプロダクトを作成し、パワ

ーポイントにダウンロードして提出を求めた。ワーク終了後、講師が選んだ 3~4 グループについて学

生がプロダクトについて説明し、講師からの講評を行った。 
 講演 1 の内容は、現代の病院建築の原型であるモダニズム建築としての病院建築は医療を行う上で

の効率性が、患者の快適性・居住性・主体性・患者自身の治癒する力の助長よりも優先されているこ

と、モダニズム以前のパビリオン式病院の設計原理とアート・イン・ホスピタルは空間のデザインに

よる患者の癒しの役割があること、ナイチンゲールの「病院覚え書き」に記載された病棟の構造とそ

の意味、サナトリウム建築やアート・イン・ホスピタルの事例の紹介、病院におけるアートの可能性

についてである。 
 講演 1 の後には、「ホスピタルアート」をテーマに、「誰のため、何を期待して制作するのか」に

ついて Google Slides に意見を出し合い、KJ 法でまとめた（SGD1）。次に「アートにチャレンジ」を

テーマに GD1 で検討した中から年代とコンセプトを選択し、ホスピタルアートを模擬的に体験した

（SGD2）。このワークでは無料の素材を事前に準備し、利用することを可能とした。 
 講演 2 の内容は、従来型特別養護老人ホーム、ユニット型特別養護老人ホームの構造の紹介、ユニ

ット型特別養護老人ホームにおける空間の段階的な構成（プライベート、セミ・プライベート、セ

ミ・パブリック・パブリック）の事例の紹介、それぞれの意味の説明、施設から住まいへと価値観が

変化していることについてである。 
講演 3 の内容は、医療・福祉・建築の連携で何ができるかの問のもと、「いえ」の視点から、ケア

の一環として住まいづくりに取り組む工務店の事例の紹介、「施設」の視点から、施設を「住まい」

に変えていく（居住性を向上させる、地域に開く）取組事例の紹介、場づくりにおいて大切なことの

提示と場づくりの事例の紹介、「まち」の視点から、建物・家はまちを作る要素であり環境を丁寧に

読み解いて設計することやその「間」として建物のあいだのアクティビティの意義、ひととひととの

関わり合いの中で自然に支え合いと学び合いが生まれ、暮らしの環境をつくっていることについてで

ある。 
講演 3 の後に、「食べる」ということについて、食べる前の準備から食事中、食事を終了するまで

に起こりうることを書き出し、時系列に並べ、食べるということの持つ意味を考えて貰った。 
全ての演習終了後に「人の生活の質を改善するために、住環境を考慮した方策を具体的に提案して

ください。病院、ユニット型特別養護老人ホームなどの入所施設、地域の居場所など、ひとつ場所を

設定して記述してください。（200 字以上）」の課題に本学の学習マネジメントシステムである

WebClass 上で回答を求めた。また、演習に関するアンケートとして「新しい気づきがあった」、「将

来役に立つと思った」、「環境が人の暮らしに及ぼす影響について理解できた」、「積極的に参加し

た」の 4 項目についての選択式の問題と感想を自由記述として求めた。これらの回答については、学

生の氏名を匿名化した上で集計し、課題の記載内容を Text Minig Studio を用いて、単語頻出解析とこと

ばネットワーク分析を行い学生の学びについて検討した。 
（倫理面への配慮） 
 学生には、実習前に本研究の主旨を説明の上で協力を依頼し、WebClass 上で同意を得て、匿名化し

た上で分析を行った。 
  

講演 1．「病院建築の歴史と今後の展望」 
小グループワークテーマ 1「ホスピタルアート」 
 SGD1「誰のため、何を期待して制作するのか」 
 SGD2「アートにチャレンジ」 
講演 2．「施設の中で暮らすということを考える」 
講演 3．「地域包括ケアと生活環境デザイン」 
小グループワークテーマ 2「食べることを考える」 

SGD3「食べるということの意味」 
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C．研究結果 
講演と演習を行い、学生は、活発に小グループ学習を行った。当日実習に参加して 132 名の学生す

べてが課題に回答した。 (図 1)。 
 

1. 課題の分析 
 実習終了後に記載された「人の生活の質を改善するために、住環境を考慮した方策を具体的に提案

してください。病院、ユニット型特別養護老人ホームなどの入所施設、地域の居場所など、ひとつ場

所を設定して記述してください。（200 字以上）」の課題を分析したところ、平均文字数 283.9 文字、

総文章数 676、延べ単語数 7872 であった。品詞別出現回数は、多い順に名詞 5149、動詞 1536、形容動

詞 323，副詞 264、形容詞 226 であった。 
 
1） 単語頻度解析 

名詞のみに限定して単語頻度解析を実施したところ、多かった単語は、生活（72）、人（69）、質

（65）、病院（62）、改善（53）、場所（50）、患者（47）、地域(42)、老人ホーム（37）、施設（34）、
必要（34）であった。課題文に含まれていない単語は患者、必要であった。(図 1) 

 
図 1．課題レポートの単語頻度解析. 

 
2） ことばネットワーク分析 

課題に提示した病院、老人ホーム、施設、地域とつながりのあるのは、病院では、環境作り、緊

張、入院を共有して患者とつながっていた。さらに、観葉植物、テレビ、写真、リラックス効果、装

飾、プロジェクター、星空などさまざまな工夫がつながっていた。施設と老人ホームには、孤立、コ

ロナ禍、ユニット型、企画がつながっていた。地域には、世代、近所、ベンチ、住民、年代のほか、

居場所、鍵、運営、雰囲気、住環境、考慮、必要、提供＋できるなど様々なことばがつながってい

た。（図 2） 
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図 2．課題レポートのことばネットワーク 

 
 
2. 演習後のアンケート 

ポストアンケートでは、新しい気づきがあった、将来役に立つと思った、環境が人の暮らしに及ぼ

す影響について理解できた、積極的に参加した 4 つ全ての質問で、肯定的に回答した割合は 95％を超

えていた。中でも「環境が人の暮らしに及ぼす影響について大いに理解できた」と「将来自分が医師

になったときに大いに役に立つと思った」は 50％以上を占めた。（図 3） 
 

 図 3．演習に関するアンケート調査結果 
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D．考察 
共通基礎過程コンピテンシー3.0「Ⅱ．科学的思考とその展開 3．空間やモノ、体験、関係性のデザ

インに関する多様な手法を利用できる」に関しては、これまで保健医療福祉専門職養成課程では、正

規カリキュラムとして実施されることは少ない。今回建築を専門とする教員の協力のもとに講義とグ

ループワークからなるプログラムを作成した。 
講演では、医学生が対象であることを重視し、病院建築の歴史や現在の感染症流行予防との関連を

意識した病院における衛生環境にも着目した内容とし、具体的な人との関わりのテーマとして、ホス

ピタルアートを取り上げた。ホスピタルアートは、学生にとっては、患者として経験したことはある

ものの、医学部ではそのような視点での教育が行われてこなかったことから、「新鮮な経験であ

る」、「医師となって役に立つ」などの肯定的な意見が得られたものと考えた。また、事後の課題で

は、共通基礎課程コンピテンシーに明示された課題をテーマとしたが、単語頻度解析では、課題に含

まれる単語が多く、具体的な工夫としてあげられた具体的な提案を示す単語は、学生によって多様で

あったことが推測された。特に病院に対する具体的な方策が多く認められ、実習中の講義やワークと

医学生であり病院が身近であったことなどが関係しているものと思われた。また、演習で施設での生

活、生活環境をデザインするなどの課題に取り組んだことから、地域の居場所づくりに役立つ工夫も

提案されていた。学生から多様な具体案が提案されたことは、学生ひとりひとりの価値観の多様性や

これまでの経験の個別性にも対応したアプローチができたことを示唆していると考えた。 
実習後のアンケートからは、実習やその学びについての肯定的な意見が 95％を超えて高かった。医

師を目指す学生にとって病院は医療を行う場というイメージが強いと考えられ、病院は患者が療養す

る、子供達が不安をもってそこにいる場であることや施設が高齢者障害者の利用する生活や居住する

場所であり、快適に暮らすためにさまざまな工夫が必要であるといったこれまで気づかなかった視点

に気づいた学生がある一定数いたことを意味していると考えた。 
以上より、今回作成した教育プログラムは共通基礎課程コンピテンシー3.0 に基づく学修成果の達成

が期待されるものと考えられた。今後、共通基礎課程に親和性の高い建築の専門家による講演に関す

る DVD を作成するなど共通教材の作成を進めることで、カリキュラムの導入が容易になることが推察

された。デザイン、建築物などを用いて教材を作成する場合には、著作権等の課題を解決する必要が

あり、今後さらなる検討が必要である。 
 
E．結論 
 共通基礎過程コンピテンシー3.0「Ⅱ．科学的思考とその展開 3．空間やモノ、体験、関係性のデザ

インに関する多様な手法を利用できる」に関して、教材の一例を作成した。建築の専門家からの講義

と演習形式を導入することで、期待される学修成果が得られることが示唆された。 
 
F．健康危険情報 

なし 
 
G．研究発表 
（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 
1. 論文発表 
なし 

2. 学会発表 
1）柴崎智美，田口孝行．第 80 回日本公衆衛生学会シンポジウム：地域共生社会で活躍する対人支援

職種の育成 －共通基礎課程をめぐるチャレンジ－．2021 年 12 月（東京） 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
なし 

 



 

 71 

令和 3 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

「保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた 

教育コンテンツに関する研究」分担研究報告書 

 

領域Ⅵ「地域・社会活動とソーシャルアクション」の習得を目指した 

カリキュラム／教育方法／教材の開発 

―地域共生社会の実現を目指して― 

 

分担研究者 川越雅弘（埼玉県立大学大学院 教授） 

 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】地域課題が多様化・複合化するなか、国は、地域包括ケアの深化および地域共生社会の実現

を目指し、様々な施策を展開している。こうした流れのなか、対人支援専門職に今後求められる

のが、個人および地域の課題解決に向けた「地域の社会資源の把握と活用」である。これは、当

研究班のコンピテンシー試案 6 領域のうち、領域Ⅵ「地域・社会活動とソーシャルアクション」

に該当するが、関連する講義を現時点で行っている教育機関は少なく、共通基礎課程が導入され

た場合、多くの機関で、カリキュラム／教育方法／教材の開発が必要となる。 

そこで、本稿では、国の施策動向や対人支援専門職の活動状況をもとに、地域共生社会におい

て対人支援専門職に期待される役割や求められる機能について概観するとともに、支援者へのヒ

アリングを通じて把握した支援ニーズや支援者活動の実態および課題について整理する。最後

に、これら情報をもとに検討したカリキュラム案や教材の開発を紹介する。 

【方法】公表資料（厚生労働省資料、社会福祉協議会の活動報告など）をもとに、地域共生社会にお

いて対人支援専門職に期待される役割や求められる機能について整理する。次に、支援者へのヒ

アリングを通じて、支援ニーズや支援者活動の実態および課題について整理する。最後に、これ

ら情報をもとに検討したカリキュラム案や教材について紹介する。 

【結果】国の施策動向等から、対人支援専門職には、①本人が有する特定の課題の解決を目指すアプ

ローチと、②本人と支援者が継続的につながることを目指すアプローチの両方を適宜組み合わせ

ながら、自立的・自律的な生活が継続できるように支援していくことが求められることがわかっ

た。また、セミナー開催や子ども支援に関わる関係者へのヒアリングを通じて、子ども支援領域

においても、高齢者同様、「包括的」かつ「継続的」な支援が必要であることがわかった。ま

た、これら取組から、カリキュラム案や授業に活用可能な映像教材を開発することができた。 

【考察】地域包括ケアや地域共生社会に関連した教育を実践していくためには、教育者側が、 

①対人支援専門職に期待される役割や求められる機能 

②支援を要する人の支援ニーズ 

③支援者の活動状況 

④支援を要する人および支援者が有する課題 

などを理解した上で、強化すべきマインドやスキルをイメージし、教育を遂行する必要がある

が、これらを一人の教員だけで進めるのは困難である。そのための支援策として、多様な領域・

テーマに関する映像教材などの開発が必要と考えた。 

【結論】各大学の限られたリソースで、多様な領域・テーマを含む地域包括ケアや地域共生社会に関

する授業を展開するためには、テーマに応じて活用可能なビデオ等の教材開発（ライブラリー

化）が必要である。 
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A．研究目的 

 個人および地域が抱える課題が多様化・複合化するなか、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え

手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が

世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく

社会、いわゆる「地域共生社会」の実現の必要性が高まっている。 

厚生労働省は、これを実現すべく、４つの改革の柱（①地域課題の解決力の強化、②地域を基盤

とする包括的支援の強化、③地域丸ごとのつながりの強化、④専門人材の機能強化・最大活用）に

沿った各種事業（重層的支援体制整備事業など）を現在展開している（図 1）。 

こうした国の施策は、対人支援専門職に求められる機能に大きな影響を及ぼすが、特に今後求め

られるのが、個人および地域の課題解決に向けた、地域の社会資源の把握と活用である。これは、

当研究班のコンピテンシー試案 6領域のうち、領域Ⅵ「地域・社会活動とソーシャルアクション」

に該当するが（表 1）、関連する講義を現時点で行っている教育機関は少なく、共通基礎課程が導

入された場合、多くの機関で、カリキュラム／教育方法／教材の開発が必要となる。 

さて、これらを開発し、教育を実践していくためには、教育者側が、①対人支援専門職に期待さ

れる役割や求められる機能、②支援を要する人（以下、要支援者）の支援ニーズ、③支援者の活動

状況、④要支援者および支援者が有する課題などを理解した上で、強化すべきマインドやスキルを

イメージし、カリキュラムを構築する必要がある。 

そこで、本稿では、国の施策動向や対人支援専門職の活動状況をもとに、地域共生社会において

対人支援専門職に期待される役割や求められる機能について概観する。次に、支援者へのヒアリン

グを通じて把握した支援ニーズや支援者活動の実態および課題について整理する。最後に、これら

情報をもとに検討したカリキュラム案や教材について紹介する。 

 

図 1. 「地域共生社会」の実現に向けた改革の骨格について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）厚生労働省 HP より引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html 

 

表 1. 領域Ⅵ（地域・社会活動とソーシャルアクション）コンピテンシー項目案（Ver.3.0） 

1 地域の歴史・文化、社会経済情勢、地方行政等を俯瞰し、住民の生活について説明できる 

2 健康の社会的決定要因を理解し、地域・社会に働きかけることができる 

3 地域や社会のめざす姿を、環境や持続可能性の観点から論じることができる 

4 支援に必要な資源を、時に当人や住民と共に検討できる 

5 

 

住民や行政、民間企業など多様な主体を含め、コミュニティの継続的循環を環境や持続可能性の観点か

ら論じることができる 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html
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B．研究方法 

１． 公表資料（厚生労働省資料、社会福祉協議会の活動報告など）をもとに、地域共生社会において

対人支援専門職に期待される役割や求められる機能について整理する。 

２． 次に、支援者へのヒアリングを通じて、支援ニーズや支援者活動の実態および課題について整理

する。 

３． 最後に、これら情報をもとに検討したカリキュラム案や教材について紹介する。 

 

C．研究結果 

１. 地域共生社会において対人支援専門職に期待される役割および求められる機能について 

１） 国の施策・事業の視点から 

我が国は、子ども・障がい者・高齢者といった対象者の属性や、要介護・生活困窮・虐待といっ

たリスクごとに制度を設け、現金・現物給付や専門的支援体制の構築を進めることで、介護・福祉

制度の充実を図ってきた。 

こうした縦割りの仕組みは、単一課題であれば効果的な手法ではあるが、個人・家庭が抱える課

題が多様化・複合化するなか、①どの部署が関わるべきかが明確ではない課題（社会的孤立など）

や、②複数の部署が関わらないと解決できない課題（8050 問題、ダブルケアなど）には適切に対応

できないといった問題が顕在化してきた。 

そこで、『縦割り』の分野ごとの課題解決に取り組んでいた従来の方針を見直し、個人や世帯が

抱える課題に対して、包括的に支援する地域づくり、いわゆる「地域共生社会」の実現が現在目指

されている。それを推し進めるための具体的対策の１つが、2021年 4 月からスタートした「重層的

支援体制整備事業」である（図 2）。 

同事業では、市町村における既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複

合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、①相談支援、②参加支援、③地

域づくりに向けた支援を一体的に実施することとなる（図 2）。 

 同事業に携わる対人支援専門職には、本人を中心として“伴走”する意識を基盤とした上で、①

本人が有する特定の課題の解決を目指すアプローチと、②本人と支援者が継続的につながることを

目指すアプローチの両方を適宜組み合わせながら、自立的・自律的な生活が継続できるように支援

していくことが求められることとなる（図 3）。 
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図 2. 新たな包括的な支援の機能等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）厚生労働省：参考資料、第 9 回地域共生社会推進検討会（令和元年 12 月 10 日）、資料 1-2 より引用 

 

 

図 3. 対人支援において今後求められるアプローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）厚生労働省：参考資料、第 9 回地域共生社会推進検討会（令和元年 12 月 10 日）、資料 1-2 より引用 
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２） 社会福祉協議会の先進的な取組みの視点から 

東京都文京区の社会福祉協議会（以下、社協）では、基本理念「知り合い、伝え・伝わり、心を

寛げ、つながりをもつことで、『お互いさま』が生まれるまち」のもと、2012年に地域福祉コーデ

ィネーターを、2013 年には生活支援コーディネーターを配置し（兼務の形で）、個人や地域が抱え

る様々な課題の解決を図っている。 

同社協では、地域福祉コーディネーターの目標を、「住民等からの相談を受け、地域の中へ入

り、地域の人々や関係機関と協力して 課題を明らかにし、解決の方向に向けた支援をする。また、

住民主体の地域活 動に対する立ち上げや運営支援を行う中で、住民がより自主的に活動を発展で 

きるような支援を行う」とした上で、その役割を「制度の狭間にある課題や複雑な課題をもった事

例に対し、様々な ネットワークを活かして個人への支援を行う。また、地域の中で住民が行う仕組

みづくりなどを支 援するという役割がある。さらに、区内全域に支援を広げるべき課題がある場合

は、行政の施策 や社協の他の事業としての仕組みの構築も提案していく」としている（図 4）。 

 文京区社協のアプローチは、様々な相談への対応や支援を行っていく中で、コーディネーターの

役割を具体化していったものであり、対人支援専門職に今後求められる役割や機能を考える上で、

非常に示唆に富むものである。 

 

 

図 4. 地域福祉コーディネーターに求められる役割（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）文京区社会福祉協議会：令和 2年度地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーター活動報告

書（令和 3年 8月）より引用 
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２. 支援ニーズ／支援者活動状況／要支援者の課題について 

１） 大学主催のセミナーを活用したヒアリングの実施 

当大学では、地域包括ケアに関わる様々な関係者の実践力を高めることを目的として、2018 年よ

り継続的に「地域包括ケア推進セミナー」を開催しており、この仕組みを活用して、子ども・障害

者・高齢者支援に関わっている多様な関係者の取組や、要支援者の支援ニーズのヒアリングを実施

した（１人当り講演時間 15 分）。また、終了後、講演者との意見交換を行い、支援ニーズや課題の

詳細ヒアリングを実施した。 

表 2 に、報告内容および報告者一覧を示す。 

 

表2. 地域包括推進セミナーにおける講演内容および講演者一覧（2021年度） 

回 開催日 報告内容／報告者 

1 4／9 強矢健太郎氏（株式会社イトーヨーカ堂 経営企画室 ＣＳＲ・ＳＤＧｓ推進部） 
「『豊かな暮らしを届けるコミュニティ』の実現 」 

永田信雄氏（フードバンク埼玉 理事） 
「フードバンク埼玉の活動報告」 

2 4／23 安田光志氏（大宮アルディージャ 事業本部 社会連携担当 主任） 
「大宮アルディージャ版 みんなのシン・みつプロジェクト」 

江原宏和氏（埼玉県環境部 資源循環推進課 主幹） 
「社会資源の有効活用」 

3 5／14 大東俊彦氏（セントラルスポーツ株式会社健康サポート部（介護予防）） 
「セントラルスポーツの介護予防・フレイル予防サポート」 

木村 貴世氏（東松山市立松山第２小学校兼東松山市立北中学校 学校応援コーディネーター 主任児童委員） 
「子どもたちの笑顔あふれる地域作り～学校応援団と地域の取り組み～」 

4 5／28 柴崎達也氏（株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 南越谷事務所  サステナビリティ推進室 ） 
「デニーズで認知症本人ミーティング  」 

菱沼幸歩氏（筑波大附属坂戸高校） 
「坂戸市に初のフードパントリーを開催〜高校生がフードパントリーを作るには〜」 

5 6／11 櫻井誠氏（一般財団法人医療・福祉・環境経営支援機構 全国協議会） 
「異業種、多職種の事業者が協働し、地域貢献活動≒事業活動になる関係性づくり」 

宮﨑進一氏（ウエルシア薬局株式会社営業戦略本部 地域包括推進部） 
「社会資源との協働による地域コミュニティづくり『ウエルカフェ』の展開」 

6 6／25 白鳥勲氏（一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワーク 代表理事） 
「訪問と学習支援で子どもたちを支える」 

林千秋氏（株式会社ジーシーシースタッフ） 
「介護予防×ICT」 

7 7／9 若尾明子氏（特定非営利活動法人クッキープロジェクト） 
「障がいのある人ない人まぜこぜに～クッキーでつくるおいしい社会～」 

大野孝司氏（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 社会基盤事業本部 ライフ・バリュー・クリエイションユニット） 
「民間企業による社会課題解決型事業の事例」 

8 7／30 松成容子氏（特定非営利活動法人食育研究会 Mogu Mogu ） 
「コロナ禍の食育と、その意味」 

吉澤隆治氏（薬樹 R&D株式会社） 
「健康感から健康観へ〜まちの皆さまの健康な毎日に寄り添う薬局を目指す〜」 

9 8／27 圓山王国氏（芝園かけはしプロジェクト） 
「芝園団地における多文化共生のまちづくり～地域と学生の連携による取り組み～」 

穴澤修氏（生活クラブ生協 埼玉本部 活動推進部） 
「支える人と支えられる人が入れ替わりながら支え合える社会を目指して」 
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10 9／10 内田貴之氏（戸田市副市長） 
「戸田市のワクチン接種と SDGｓ」 

石原崇之氏（株式会社ドコモ CS 埼玉支店 営業部 第一営業担当 ） 
「ドコモの CSR 活動および高齢者サポートの取り組みについて」 

11 9／24 平尾幹雄氏（連合埼玉事務局長） 
「連合埼玉における地域社会への取り組み」 

奥山浩昭氏（埼玉県産業労働部 雇用労働課・障害者・若年者支援担当 主幹） 
「埼玉県が行う就職氷河期世代への就職支援」 

12 10／8 大塚竜自氏（社会福祉法人北本市社会福祉協議会 地域福祉グループ ） 
「北本市社協 こども応援プロジェクト」 

永野麻衣氏（NHKさいたま放送局）・塩澤荘文氏(さいたま西営業センター） 
「NHK さいたま放送局『子どもプロジェクト』」 

13 10／22 岡持利亘氏（医療法人真正会 霞ヶ関南病院 地域リハビリテーション推進部） 
「地域包括ケアを推進する地域リハビリテーションの取組」 

花俣ふみ代氏（公益社団法人認知症の人と家族の会 埼玉県支部 代表） 
「認知症とともに本人・家族が地域で暮らすために～家族の会の活動より～」 

14 11／12 青砥恭氏（特定非営利活動法人さいたまユースサポートネット 代表） 
「貧困と格差に向き合う地域づくり」 

河合麻美氏（特定非営利活動法人 ReMind（リマインド）代表理事） 
「誰も取り残さない包含社会に向けて～医療と地域を繋ぐ活動～」 

15 11／26 岡野高志氏（合同会社暮らしの編集室） 
「地域愛を育む埼玉県北本市のシティプロモーションと団地活性化の取組について」 

友枝敦氏（株式会社袖縁 代表取締役 /任意団体 地縁-中央） 
「〜袖振り合うも多生の縁〜サイバーな縁でまちの魅力を紡ぐ、袖縁/地縁」 

16 12／10 大庭美代子氏（特定非営利活動法人ピッコラーレ 相談支援員/助産師） 
「『にんしん』をきっかけに誰もが孤立することなく幸せに生きていける社会を目指して」 

岩橋雪野氏（特定非営利活動法人未来のカタチ 代表） 
「埼玉で創る！一軒家プロジェクト〜21歳のケアリーバーが挑む新しい子どもシェルター
のカタチ〜」 

17 1／14 桑原静氏（BABAlab ババラボ） 
「『長生きするのも悪くない』と思える仕組みを多世代でつくる」 

冨沢雅子氏（コープみらい組合員理事） 
「コープみらいの行政や諸団体と連携した取り組み」 

18 1／28 栗原和江氏（特定非営利活動法人くまがやピンクリボンの会 代表） 
「埼玉県初のがん教育・サバイバーが話す『生命（いのち）の授業』」 

北野陽子氏（特定非営利活動法人ぷるすあるは 代表理事） 
「精神疾患をかかえた親、家族、子どもを絵本で応援する『ぷるすあるは』の取組み」 

19 2／25 星野敦子氏（十文字学園女子大学 人文教育学部） 
「自然体験から居場所づくりへ～子どもたちの笑顔が見たい～」 

斎藤徹氏（街活性室 株式会社 代表取締役） 
「公共施設を活用した市民協働のまちづくり」 

20 3／11 加藤潤一氏（特定非営利活動法人こころのおと 理事長） 
「発達支援の取り組みと今後の展望」 

荒川 伸太郎氏（株式会社とくし丸 執行役員 業務構築部部長） 
「買い物難民を救え！移動スーパーとくし丸」 

21 3／25 川嶋啓子氏（公益社団法人 埼玉県栄養士会栄養ケア・ステーション部 部長） 
「公益社団法人埼玉県栄養士会 栄養ケア・ステーションの取り組み 」 

土屋匠宇三氏(一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワーク 代表理事) 
「地域で支える生活困窮世帯への学習支援」 
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２） ヒアリングから見えてきた支援者の活動内容／要支援者の支援ニーズ／課題の整理例 

（対象：児童養護施設退所者） 

2021年3月21日に開催したセミナーで、一般社団法人青少年自助自立支援機構コンパスナビの高

橋多佳子氏より、埼玉県児童養護施設退所者等アフターケア事業に関するヒアリングを実施し

た。以下に、同法人の活動実態と、社会的養護の現状、要支援者の困り事から見えてきた課題を

整理する。 

(１) 活動概要 

 母体の会社は、合宿免許の紹介事業を展開している（株）インターアートコミッティーズ 

 コンパスナビの名称は、「青少年の人生の羅針盤になりたい」という意味を込めたもの 

 2011 年頃から、教習申込時にローン審査が通らない家庭が増加していることを知り、若者

支援の志向性を強める 

 2019 年～県福祉部こども安全課から「児童養護施設退所者等アフターケア事業」を受託 

 受託事業や独自事業を通じて、以下の事業を実施。浦和が活動拠点。 

 就労支援 

 住居支援 

 児童養護施設入所中の子どもたちや退所後の若者の自立支援  

 居場所事業「クローバーハウス」  

 自動車運転免許取得助成（貧困に苦しむ若者に免許取得のチャンスを与えるため。現

在 250 名に対して助成）  

 運転免許所得のメリットは、①最強の身分証になること ②職業選択の幅が広がること 

③自分自身に自信がもてること 

 直営の教習所を使って「大型トラックを運転してみよう」という企画を夏休みに実施 

(２) 社会的養護の実態 

 保護者のいないあるいは保護者からの適切な療育を受けられない子どもは、全国で約 3.5

万人、県内で約 2 千人 

 児童相談所で一時保護された子どもは、「児童養護施設」「ファミリーホーム」「里親」

「自立支援ホーム」で療育されるが、18 歳の年度末で施設を退所することになる。 

 県内では、年に 100～200 人が退所し、委託事業の対象外となってしまう。 

 退所後、①就職約６割、進学約３割（全国：進学 75％、就職 18％） ②就職者のうち２年

以内に約７割が離職。退学２割 ③生活は一人暮らし（孤独感に苛まれる若者も多い） 

となる。 

 困難な状況に陥る背景として、①約 66％が親等からの虐待経験があること ②施設入所者

の約 37％に心身障害があること（内訳：知的障害 14％、自閉症スペクトラム・ADHD 各

9％、愛着障害 6％など） がある。 

 離職者は、社宅退去（住まいの喪失）⇒友人宅居候⇒バイト生活（対人関係の問題などで

長続きしない、コロナでバイト先も減少）といった悪循環に。 

(３) 相談対応／相談者の状況 

 就労支援依頼件数は毎年 50～60 件。これに、スタッフ約 7 名で対応。依頼は県全域から。 

 相談の約６割は「就労困難」のケース。そのうち、約６割が「高校・大学中退」のケース 

 発達障害や愛着障害が疑われるケースがほとんどだが、約半数は、「精神障害者福祉手帳」

「療養手帳」を持っていない。 

 一般就労、障害者枠での就労が出来ない場合、生活保護などになる（しかも一人暮らし） 

 コンパスナビでは、こうした課題に対応すべく、行政や民間支援と連携をとって対応して

いる（①障害者支援サービス ②生活困窮者支援 ③法テラス・地元協力弁護士 ④協力

企業（採用・教育・就労体験・企業名での住まい契約支援）。 
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 R2 年度は、ユーチューブを使って、オンライン相談会や会社説明動画を配信。また、マン

ツーマンでの就労支援にも取り組む（パソコン研修・社会人マナー・読み書き・自己紹介

の仕方・向いている職業探し・履歴書の書き方・面接練習など）。 

 居場所事業のなかで「クローバーハウス」を運営（浦和駅徒歩３分の場所の一軒家）。内

容は、イベント開催、食事提供など。 

 支援者も拡大している（レンタルスーツ・衣服・バッグの提供、就職活動時の交通費支給、

食材提供、社会的養護出身者に配慮した賃貸物件の紹介） 

(４) 要支援者の困り事から見えてきた課題（支援者支援に向けて） 

ア）特性にあった就労先の確保（就労先の多様化） 

 現在、就労先としては建設系が多いが、養護施設出身者の特性とあわない。そのため、特

性にあった多様な就職先の確保が必要。候補としては、物流関係や農業関係などか。 

イ）中間的就労場所の確保 

 離職者に対しては、自分に合った仕事を見つけたり、事前に訓練したりするための中間的

就労の場所の確保が必要。 

ウ）就労支援のノウハウの獲得と共有 

 障害者の就労支援の専門家のノウハウを学ぶとともに、そのノウハウを相談対応者で共有

する必要がある。 

 

 

図 5. 社会的養護からの巣立ち後によく起こること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）高橋多佳子氏：コンパスナビ事業紹介 埼玉県児童養護施設退所者等アフターケア事業＆運転免許取得助よ

り引用 https://www.spu.ac.jp/research/centers/tabid373.html#p7 
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３） 支援ニーズの全体像の整理（対象：社会的養護の子ども・子育て家庭への支援者） 

同セミナーを通じて、様々な支援ニーズに対して、様々な支援者が活動している実態が見えて

きた。そこで、社会的養護者およびその家庭への支援ニーズの全体像の整理を試みた。その結果

を図6に示す。 

社会的養護者およびその家庭への支援においても、高齢者同様、包括的な支援と継続的な支援

が必要であることがわかった。「包括的支援」と「継続的支援」は、全ての要支援者に対する支

援の基本理念であると考えた。 

 

図 6. 社会的養護者およびその家庭への支援ニーズの全体像 
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３. 映像資料の学部授業への試用とシンポジウムを活用した映像資料の作成について 

１） 映像資料の社会福祉子ども学科の学部授業での試用 

厚生労働省の保育所保育指針解説（2018年3月）によると、「保育所の役割とは、家庭や地域の

様々な社会資源との連携を図りながら、子育て家庭に対する支援を行うことである」と、また、

「社会的責任として、家庭や地域の機関及び団体の協力を得て、保育内容の充実を図ること」と

されている。また、保育士養成協会の「保育実習のミニマムスタンダード（2018年）によると、

保育実習の自己評価項目として、「地域における子育て支援事業について理解する」とされてい

る。このように、保育士には、①利用児のみならず、地域の子育て家庭を支援すること、②地域

の社会資源を知り、連携を図りながら、子育て家庭に対する支援を行うことが期待されている。 

さて、以前は、施設での保育実習でこれらを学んできたが、新型コロナウィルス感染症の影響

により臨地での保育実習が全て中止となった。そして、学内演習で対応することになったもの

の、地域における子育て支援事業や社会資源の実際についての理解を深めるための市販の映像教

材は乏しい状況にあった。そこで、当大学の研究開発センターが開催し、映像化していたシンポ

ジウム「支援者を如何に支えるか～子どもの食支援活動から考える～」資料を活用して学内演習

を実施した。 

授業内容は、①思いを文章化するための「個別感想シート作成」、②思いを共有するための

「グループディスカッション」、③報告書としての文章作成としての「報告書作成」、④明確な

言語表現・共有のための「発表と討論」である。 

個別感想シート、およびグループディスカッション後の報告書における記載内容を図7に示す

が、対人支援専門職として求められている「子育て家庭支援」「地域の社会資源の活用」「支援

者間の協働」を考える貴重な教材となった。 

 

図 7. 学生たちの学びについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） シンポジウムを活用した映像資料の作成 

映像資料の有効性が確認できたが、子ども・子育て家庭支援を担っている支援者は多岐にわか

る。そこで、これら支援に関わっている複数の団体を集めたシンポジウムを開催し、それらを映

像資料とすることとした。 

図 8 に、シンポジウムの案内パンフレットを示す。今回は、２回に分けて合計 22 団体から報告

を頂くこととした。今後も同様のシンポジウムを開催し、映像資料のライブラリー化を図ってい

く予定である。 
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図 8. 子ども・子育て家庭支援に関わっている関係者を集めたシンポジウムの開催 
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図 9. 主な映像資料の例 
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４. 「地域包括ケア／地域共生社会論」に関するシラバスの作成 

筆者は、大学院で「地域福祉計画論」を担当しているが、国の動向を踏まえ、「地域包括ケア／地

域共生社会論」に名称変更するとともに、 

① 地域を取り巻く環境や社会情勢の変化を知る 

② 地域包括ケア／地域共生社会の実現に向けた国の施策動向を知る 

③ 地域課題を解決するためのマネジメントの手法を理解する 

④ 具体的な実践例を学ぶ（生活困窮世帯への支援、障害者支援、高齢者への支援など） 

を目的としたシラバス案を作成した。 

 

表 3. 地域包括ケア／地域共生社会論 シラバス案 

科 目 区 分 社会福祉実践学 

授業科目の名称 地域包括ケア／地域共生社会論 

No 時間割番号 開 講 時 期 曜 日 / 時 限 

1  前期 月 / 6 限  

必修/選択の区分 選択 開 講 年 次 1 年次 

科 目 責 任 者 川越雅弘 単位数/時間数 
2 単位 
30 時間 

授業形態 講義 

科 目 担 当 者 川越雅弘 

授 業 の 概 要 

⑤ 地域を取り巻く環境や社会情勢の変化を知る 

⑥ 地域包括ケア／地域共生社会の実現に向けた国の施策動向を知る 

⑦ 地域課題を解決するためのマネジメントの手法を理解する 

⑧ 具体的な実践例を学ぶ（生活困窮世帯への支援、障害者支援、高齢者への支援など）  

授 業 計 画 

回 テーマ 内容 

1 オリエンテーション 本科目の構成と進め方 

2 社会情勢の変化とその影響を知る 地域を取り巻く社会情勢の変化とその影響 

3 施策動向を知る（1） 地域包括ケア構築に向けた国の施策動向 

4 施策動向を知る（2） 地域共生社会の実現に向けた国の施策動向 

5 地域マネジメントの手法を学ぶ（1） マネジメントの基本 

6 地域マネジメントの手法を学ぶ（2） 地域マネジメントの展開方法 

7 生活困窮世帯への支援（1） 生活困窮世帯の現状と課題 

8 生活困窮世帯への支援（2） 生活困窮世帯への支援策を考える 

9 障害者への支援（1） 障害者の現状と課題 

10 障害者への支援（2） 障害者への支援策を考える 

11 高齢者への支援（1） 高齢者の現状と課題 

12 高齢者への支援（2） 高齢者への支援策を考える 

13 支援者支援策を考える（1） 介護者・支援者の現状と課題 

14 支援者支援策を考える（2） 介護者・支援者への支援策を考える 

15 総括 包括的支援に求められる役割と必要な機能 
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E．結論 

地域包括ケアや地域共生社会に関連した教育を実践していくためには、教育者側が、 

①対人支援専門職に期待される役割や求められる機能 

②支援を要する人の支援ニーズ 

③支援者の活動状況 

④支援を要する人および支援者が有する課題 

などを理解した上で、強化すべきマインドやスキルをイメージし、教育を遂行する必要がある

が、これらを一人の教員だけで進めるのは困難である。 

各大学の限られたリソースで、多様な領域・テーマを含む地域包括ケアや地域共生社会に関す

る授業を展開するためには、テーマに応じて活用可能なビデオ等の教材開発（ライブラリー化）

が必要である。 

 

F．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

1. 論文発表 

１）川越雅弘：対人支援専門職に求められる役割・機能―地域包括ケアシステムの深化／地域共生社

会の実現に向けて―、地域ケアリング（印刷中） 

2. 学会発表 

１）川越雅弘：理学療法士に期待されている役割と地域貢献―ケースマネジメント／地域マネジメン

トの視点から―，第8回日本地域理学療法学会学術大会（WEB），2021.12.4～12.5. 

２）川越雅弘：対人支援専門職を取り巻く環境変化と求められる役割・機能，第80回日本公衆衛

生学会総会，京王プラザホテル，新宿区，2021.12.22. 

３）川越雅弘：理学療法士に期待される役割と機能―地域包括ケアの構築・深化と地域共生社会

の実現に向けて―，第30回埼玉県理学療法学会（WEB），2022.1.23. 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた 

教育コンテンツに関する研究」分担研究報告書 
 

コンピテンス領域Ⅵ地域教育に関する各職種における教育実態の基礎調査 
研究協力者 坂本 文武（社会構想大学院大学 実務教育研究科 教授） 

松本 輝之（広報・情報学（修士）） 
景山 晶子（医療社会学（博士）） 

 
【研究要旨】 
 共通基礎課程の「運用イメージ」構築に関連する基礎的調査研究活動として、導入を検討中の 7 職

種の卒前および卒後教育における「地域」および「地域社会での活動」に関する学びの実態について

公開情報をもとに概観し、共通化に向けての課題と可能性を分析した。 
 看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士ならびに保育士にお

いて、卒前教育では 3 つの機会で行われていることが分かった。第１の機会は共通科目（いわゆる教

養科目）で、養成校周辺の「地域」の特性に関する科目や「ボランティア」「NPO」など、地域社会

で活動する手段や組織に関する科目が設けられていた。第 2 は専門科目の実習であった。ただし、一

部の職種においては、実習前の講義や演習で、地域に対するフィールドワークを取り入れる取り組み

も見られた。さらに第 3 の機会として、実施している養成校は限られるが、複数学年にまたがって行

われる地域課題に対する PBL（問題解決型学習）があった。卒業後は地域で様々な職種と連携するこ

とが必要になることから、「地域」に関する教育と多職種連携教育と組み合わせて実施している事例

があった。 
また、看護師、理学療法士、作業療法士養成校よりも、いわゆる福祉系職種の養成を主とする養成

校の方が、「地域」や「地域社会での活動」に積極的に取り組んでいる可能性が示唆された。 
卒後教育に関しては、職能団体や学術学会での研修や発表機会を概観した。社会背景やケアの世界

観の変容をうけ、各職種で生涯学習を体系化する動きはあるものの、「地域」および「地域社会にお

ける活動」に関する学びをその柱の一部として提供している職種はなかった。また、教育者も一部の

大学教員以外は実務家が担う傾向にあり、教育のあり方は模索中の印象を受けた。 
「地域」や「地域社会での活動」に関する教育は一定程度行われていた。しかし、同じ職種でも養

成校もしくは職能団体によるばらつきが大きいことが課題である。解決のためには、教育内容を精査

し、それに関する教歴がない教員でも担当できるような支援の仕組みが必要と考えられる。 
 
A．研究目的 
 共通基礎課程の「運用イメージ」構築に関連する基礎的調査研究活動として、検討中の 7 職種（看

護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士）の卒前および

卒後教育における地域社会に関する学びの現状について概観し、共通化に向かっての課題と可能性を

まとめる。 
 
B．研究方法 
先行文献調査は、職種別に、各養成校や職能団体、学術学会等の教育における地域との関わりにつ

いての文献検索を実施した。卒前教育においては、独自の取り組みを行っている養成校を取り上げ

て、公開情報からカリキュラムやシラバスの特徴をまとめた。 
 
（倫理面への配慮） 
 本研究の執筆にあたり、厚生労働科学研究の指針を遵守し、公にされているデータを使用した。 
 
C．研究結果 
 
＜卒前教育における教育機会の概観＞ 
 
1. ７職種の養成課程における「地域」および「地域社会での活動」の教育機会 
対象とする 7 職種の養成カリキュラムは、2019 年以降、順次、カリキュラム改定がなされている。

改定においては「実践力の強化」「多職種連携（の経験）」「地域（共生）」が重視され、これらの

項目を充実させるために、専門科目における、「地域」や「地域社会での活動」に関わる科目の創設
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や実習の強化が図られている。例えば、2021 年度からの社会福祉士養成においては、地域共生社会に

関する科目が創設されたほか、ソーシャルワーク実習時間数が増え、2 か所での実習が必要となった。 
 一方、近年、大学など高等教育機関には地域貢献が求められており、設置されている地域の特徴を

学んだり、実際に地域で活動したりする科目が設置されているケースも多い。養成校においても例外

ではなく、「地域」および「地域社会での活動」の科目が、共通科目（いわゆる教養科目）として開

設されている場合も見受けられた。 
このように、各職種の卒前教育においては、専門科目と共通科目（教養科目）の両面において、

「地域」および「地域社会での活動」に関する科目が設定されていた。以降、その特徴を、文献調査

でヒット件数が多かった看護師、および特色のあるカリキュラムを組んでいた社会福祉士の事例を中

心に、職種別に記載する。 
 
2．職種別の特徴 
1) 看護師 

2022 年度から新カリキュラムになるが、現行カリキュラムにおいても地域を志向した科目はあり、

変更を見越した対応についても検討が行われていた。ここでは、看護系大学を中心に、現行カリキュ

ラムに対しての文献調査結果や特色のある大学のカリキュラムを数校紹介し、最後に 2022 年からの新

カリキュラムの特徴を参考として記す。 
 

＊看護系大学のカリキュラム編成における前提条件 
• 4 年間（大学設置基準による在学年数） 
• 124 単位以上（大学設置基準による卒業に必要な単位数） 
• 13 単位は教養基礎の内容（保健師助産師看護師学校養成所指定規則による） 
• 84 単位は看護専門分野の内容（保健師助産師看護師学校養成所指定規則による） 
• したがって大学が自由に決められるのは 27 単位～ 

https://www.janpu.or.jp/file/JANPU-H291225-2.pdf 
 
 

(1). 文献調査結果 
最近のカリキュラムの動向を調べるため、2019 年以降の看護師養成課程における地域との関わりに

ついて、論文検索サービス CiNii による文献検索を行った（検索日 2022 年 1 月 25 日）。 
 

キーワード 件数 
看護師 養成 地域 20 
看護師 教育 地域 144 
看護師 教育 地域 連携 57 

 
「地域」を学ぶために近しい看護専門分野としては「地域看護学」があるが、現行の指定規則には

明確に「地域看護学」としているものはない。地域看護学の専門家たちは、「位置づけは，非常にあ

いまいであり教育機関ごとに（筆者注：教育内容は）異なる現状」を問題視し、看護師が地域包括ケ

アシステムや地域共生社会への対応を求められる中、地域看護学の重要性が増しているとして、改善

を求めていた（全国保健師教育機関協議会教育課程委員会 2017）。この指摘については、参考として

後述する通り、2022 年からの新カリキュラムで「地域・在宅看護論」が新設されることで、見直しが

図られている。 
卒前教育に関わる内容を扱った文献では、実習を中心に様々な工夫について報告したものが多かっ

た。この中には、すでに新たな「地域・在宅看護論」を意識した取り組みの報告もあった。例えば、3
年制養成校である仙台赤門短期大学看護学科は、2 年生必修の「在宅看護援助論」の中で行う、地域共

生型サービス事業所でのフィールドワークについて報告している（鹿野・大沼 2021）。 
鹿野・大沼によれば、フィールドワーク実施前に 1 年次からの講義もセットされており、「1 年次の

在宅看護概論で地域包括ケアシステムと地域共生社会についての講義を行い、2 年次の在宅看護援助論

Ⅱの中で、地域包括支援センター長と地域共生型サービス事業所長の講話を聴講」した後に、グルー

プワークおよびフィールドワークが行われていた。フィールドワークの場である地域共生型サービス

施設は多世代交流型複合施設であり、「高齢者住宅と看護小規模多機能型居宅介護の居住スペースに

https://www.janpu.or.jp/file/JANPU-H291225-2.pdf
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住む人達がおり、障害者通所施設と保育所、地域の人が自由に出入りできる食堂と駄菓子屋がある。

庭で山羊を飼っており、バザーや絵本の読み聞かせなど様々なイベントも開かれて」いて、老若男女

や障がいの有無を問わず、様々な人が出入りしていた。学生は、この場でのフィールドワークを通し

て、看護師、介護福祉士、社会福祉士、相談員、保育士、栄養士、調理師などの多様な専門職から話

を聞いていた。鹿野・大沼は、学生が、フィールドワークを通して、「地域は暮らしの場であり、暮

らしには居場所が必要で居場所には人々の関係性が重要であると学んでいた。そして地域の暮らしを

支える看護師の役割は、住民の健康を守り、相談役となることであり、その際には地域の一員として

の姿勢で臨む必要があると学んでいた」としている。患者を対象とした病院や在宅看護の場、あるい

は保健所のような公衆衛生の場だけではなく、地域の暮らしに近い場でのフィールドワーク実践が、

地域の理解に有効であり、「地域・在宅看護論」のカリキュラムの参考になると報告している。 
 
＜参考文献＞ 
全国保健師教育機関協議会教育課程委員会, 2017, 「看護師教育課程における地域看護学教育に関す

る調査」『保健師教育』1(1): 40-51. 
鹿野卓子・大沼由香, 2021, 「短期大学看護学生の地域共生型サービスでの学び：フィールドワーク

を通して」『伝統医療看護連携研究』2(2): 94-100.  
 
(2) 事例 ①千葉大学看護学部 

千葉大学看護学部のカリキュラムは図 1 の通りである。 

 

図 1  千葉大学看護学部カリキュラム 

まず、他学部の学生と受講する普遍教育科目の中に「地域科目」が設定されており、大学と地域の

つながり、地域文化、まちづくり、千葉について知る科目などがある。シラバス上は「地域科目」と

して NPO や自治体で活動を行う科目も設定されているが、時間割設定上、座学中心の下記科目からの

選択となると推察される。 

 

  

受講可能と思われる 主な地域科目 
「地域文化とデザイン」「地域の地学的背景を知る」「大学と地域の共創まちづくり」
「地域振興とデザイン」「地域とＮＰＯの社会学」「地域づくりとアートマインド」「地
域に住まう」「チームで取り組む地域活動入門」「地域づくりと地方の再生」「地方の地
域づくり」「学校・大学と地域社会」「千葉の地域を知る」 

千葉大学シラバス検索システムより https://portal.gs.chiba-u.jp/syllabus 2022 年 1 月 25 日閲覧 ） 

千葉大学看護学部 HP より https://www.n.chiba-u.jp/undergraduate/curriculum.html （2022 年 1 月25 日閲覧 ） 

https://portal.gs.chiba-u.jp/syllabus
https://www.n.chiba-u.jp/undergraduate/curriculum.html
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専門科目の中で「地域」に関わる講義項目としては、必修科目として 2 年次に「地域看護学概論」

「地域看護方法」「健康教育論（患者教育・健康教育）」「保健健康福祉論」、3 年次に「社会資源と

看護マネジメント」があり、4 年次に選択科目として「災害と地域看護活動」が設定されている。この

うち、地域看護学概論においては、家庭訪問が設定されており、グループ討議もある。実習において

は、3 年～4 年でおこなわれる「訪問看護実習」と 3 つのコア実習のなかの 1 つ「精神・地域実習」が

設置されている。 

 
 
また、千葉大学の独自のカリキュラムとして、看護学部、医学部、薬学部が合同で、専門職連携教

育が、亥鼻 IPE（Interprofessional education）としてカリキュラム化されている。1～3 年生であり、「専

門職連携Ⅰ」(STEP１)、「同Ⅱ」（STEP2）、「同Ⅲ」(STEP3)、「同Ⅳ」(STEP4)とされ、４年生は選択

で、「統合実習(診療参加型 IPE)」となる。2017 年度からは STEP1 に工学部も加わっている。3 学部混

成の 3～4 人からなるグループ、あるいはグループを 2 つ合わせた 7～8 人のユニットでのグループ学

習を中心に、患者とのふれあい体験や病院・施設の見学実習など、体験学習が行われており、この科

目においても、地域について学ぶ機会となっている。 

 
 

亥鼻 IPE 学習ガイドより 
https://www.n.chiba-u.jp/iperc/wp-content/uploads/2019/04/0da0dd623f0dd59912b771d1000d7c15.pdf 

 

図 2 亥鼻 IPE  

地域看護学概論 
 
第１回： 地域看護学教育の目的・カリキュラム上の位置づけ、 

保健師免許制度と国試出題基準、卒業生の現況、保健師とは何か、 
活動体制上の特徴と活動理念、公衆衛生看護・WHO 地域看護の定義 

第２回： 保健師活動の歴史、家庭訪問事例セミナーオリエンテーション   
第３・４回：家庭訪問事例ｾﾐﾅｰ（グループ討議） 
第５回：地区活動の手段として行う家庭訪問の方法 
第６回：ケアチームづくり・地域ケア体制づくり（地域での子育て支援体制）  
第７回：地区診断・計画作成、地区活動の方法 、まちづくりと保健師活動 
第８回：まとめ レポート 
 
【教科書】 
宮﨑美砂子他編著：最新公衆衛生看護学総論第３版（2021 年版）、日本看護協会出版
会、2021 978-4-8180-2288-1 
 （参考書）看護法令要覧（令和３年度版）：日本看護協会出版会 

千葉大学シラバス検索システムより  https://portal.gs.chiba-u.jp/syllabus 2022 年 1月 25 日閲覧 ）担当教員名除 

https://www.n.chiba-u.jp/iperc/wp-content/uploads/2019/04/0da0dd623f0dd59912b771d1000d7c15.pdf
https://portal.gs.chiba-u.jp/syllabus
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(3) 事例 ②東京慈恵会医科大学医学部看護学科 
 東京慈恵会医科大学医学部看護学科のカリキュラムは図 3 の通りである。 

 
 
 

図 3 東京慈恵会医科大学看護学科 カリキュラムツリー 

「地域」に関する教育として、必修となる専門科目は先述した千葉大学と共通点も多い。東京慈恵

会医科大学独自の特色あるカリキュラムとしては、選択科目ではあるが、「ボランティア論」とそれ

に続く「サービス・ラーニング」が１~2 年生のカリキュラムとして組まれている。 
シラバスによれば、担当教員は地域看護学や老年看護学を専門とする教員が中心である。東京慈恵

会医科大学は、2018 年から地域連携看護学実践研究センター（Jikei Academic Nursing Practice Center for 
the Community : JANP センター）を設置しており、看護学科の教員と学生が、地域自治体、保健医療福

祉施設、地域住民と連携し、「地域で暮らす方々の健康と生きる力を看護の力で支える活動の場」と

して活動している。上述の「ボランティア論」「サービス・ラーニング」には、JANP に関わる教員も

担当しており、ボランティア論においてはゲストスピーカーも招聘されている。具体的なボランティ

ア活動先はシラバスには書かれていなかったが、大学周辺を中心に実施しているものと推察される。

実際に選択している学生数は不明である。 
  

東京慈恵会医科大学医学部看護学科 HP より 
 http://www.jikei.ac.jp/shirabasu/data/kango/viewer/dir100/book7/ver1/bookview.htm（2022 年 1 月25 日閲覧 ） 

http://www.jikei.ac.jp/shirabasu/data/kango/viewer/dir100/book7/ver1/bookview.htm
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ボランティア論 
 
第１回 ボランティア活動の理念と役割、歴史 
第 2 回 ボランティア活動の定義と活動範囲 
第 3 回 ボランティア活動に参加するための基本的姿勢と方法 1 
第 4 回 ボランティア活動に参加するための基本的姿勢と方法２ 
第 5 回 ボランティア活動に参加するための基本的姿勢と方法３ 

＊第 5 回～6 回の間にボランティア活動に参加し、報告会準備を行う。 
第 6 回 ボランティア活動に参加するための基本的姿勢と方法４ 

＊ボランティア活動参加報告会 
第 7 回 まとめ  
 
最終レポート「社会的ニーズに対し看護専門職として創造的に応えるために必要な要件と
は何か」を、学びを通して考え、論述する。 
 
【教科書・参考書】 
川口清史他編集（2005）．よくわかる NPO・ボランティア（初版）．東京：ミネルヴァ
書房． 
岡本栄一監修（2005）．ボランティアのすすめ－基礎から実践まで－（初版）．東京：
ミネルヴァ書房． 
柴田謙治、原田正樹、名賀亨編集（2010）．ボランティア論－「広がり」から「深ま
り」へ－（初版）．岐阜：みらい． 

サービス・ラーニング 
 
第 1 回：科目のオリエンテーション、個別面談  
第 2 回～第６回：個別活動 1～5 
第 7 回：個別面談  
第 8 回：中間カンファレンスプレゼンテーション 
第 9 回～第 13 回：個別活動６～１０ 
第１４回：個別面談 
第１５回：最終カンファレンスプレゼンテーション 
 
主体的学修に基づいて、学生自らが選択した社会貢献活動（サービス）の活動内容や活動
目的、自身の参加目的・学修目標を自身が設定し、活動に参加するにあたり留意事項（活
動時間、回数、頻度等）を、担当教員に説明する。担当教員との面談は、初回・中間・最
終に個別の面談を行い、それ以外の 10 回の活動報告は、所定の様式で記録を書き e-
learning で報告し、教員からのフィードバックを受ける。 
 
【教科書・参考書】 
〈教科書） 特になし 
〈参考書〉 ボランティア論で使用した書籍等とする。 
岡本榮一，菅井直也，妻鹿ふみ子（2019）．学生のためのボランティア論．大阪市：社
会福祉法人 大阪ボラティア協会． 
岡本榮一（2018）．ボランティアのすすめ 基礎から実践まで．京都市：ミネルヴァ書
房． 
柴田謙治，原田正樹，名賀 亨（2018）．ボランティア論 「広がり」から「深まり」
へ．岐阜市：(株)みらい． 

東京慈恵会医大シラバス検索システムより 著者が要点を抽出してまとめた 
http://www.jikei.ac.jp/shirabasu/data/kango/viewer/docexplor.htm#dir100（2022 年1 月 25 日閲覧 ） 

http://www.jikei.ac.jp/shirabasu/data/kango/viewer/docexplor.htm#dir100
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(4) 参考：2022 年度からの新カリキュラムについて 
専門分野、統合分野を見直し、統合分野に配置されていた「在宅看護論」を、新たに「地域・在宅

看護論」として新設された。「療養する人々」から「生活する人々」へと看護の対象そのもののとら

え方を転換した、看護基礎教育の大きな改革とされている 
現行では、基礎分野Ⅰ、Ⅱ、統合分野で実施されていた臨地実習は、専門分野の各領域の臨地実習と

してまとめられた。効果的に臨地実習を行うことができるよう、各養成校において各領域の単位数を

設定することとされ、養成校においては規則内であれば地域性などを考慮して実習を組むことも可能

になる。「チームの一員としての役割を学ぶ」、「保健・医療・福祉との連携、協働を通して、切れ目の

ない看護を学ぶ」「地域における多様な場で実習を行う」などが挙げられ、看護の統合と実践領域とし

ては、「実務に即した実習（複数の患者を受け持つ実習、一勤務帯を通した実習等）を行う。また、多

職種と連携・協働しながら看護を実践する実習や、夜間の実習を行うことが望ましい。」とされた。日

本看護協会出版会は、新しい地域・在宅看護論に対応した教科書として、「家族看護を基盤とした地

域・在宅看護論 第 5 版」を刊行し、生活者視点での看護を強調している。 
 

現行 ２０２２年４月~ 
基 礎
分野 

・科学的思考の基盤 
・人間と生活・社会
の理解 

基 礎
分野 

科学的思考の基盤 
人間と生活・社会の
理解 

人間と社会の仕組みを幅広く理解する 

専 門
基 礎
分野 

・人体の構造と機能 
・疾病の成り立ちと
回復の促進 
・健康支援と社会保
障制度 

専 門
基 礎
分野 

人体の構造と機能 
疾病の成り立ちと回
復の促進 
健康支援と社会保障
制度 

人々が生涯を通じて、健康や障害の状態に応
じて社会資源を活用できるように必要な知識
と基礎的な能力を養う内容とし、保健・医
療・福祉に関する基本概念、関係制度、関係
する職種の役割の理解等を含む（＊現行と同
じ） 

専 門
分 野
Ⅰ 

・基礎看護学 専 門
分野 

・成人看護学 
・老年看護学 
・小児看護学 
・母性看護学 
・精神看護学 
・地域・在宅看護論 
・看護の統合と実践 

地域・在宅看護論では、地域で生活する人々
とその家族を理解し、地域における様々な場
での看護の基礎を学ぶ内容とする。 
地域で提供する看護を理解し、基礎的な技術
を身につけ、多職種と協働する中での看護の
役割を理解する内容とする。 
地域での終末期看護に関する内容も含むもの
とする 

専 門
分 野
Ⅱ 

・成人看護学・老年
看 護 学 ・ 小 児 看 護
学・母性看護学・精
神看護学 

統 合
分野 

・在宅看護論 
・看護の統合と実践 

 

(5) まとめ 
「地域」について学ぶ機会は、カリキュラムの中で多く用意されているわけではないが、共通科目

（いわゆる教養科目）と専門科目の両方に設置されていた。 
専門科目外では、養成校が設置されている地域に関する科目や「ボランティア」に関する項目が設置

されており、ボランティアからサービスラーニングまで繋げて、「地域」を理解する取り組みもあっ

た（東京慈恵会医科大学）。 
専門科目においては「地域看護学」が近いが、知識や技術を取得するための講義の部分もあるの

で、学生にとっては、実習で訪れる場所が「地域」に出る経験としては大きいと推察される。これに

ついては、本格的な実習の前に、フィールドワークを実施して「地域」を理解するという工夫も報告

されていた。 

一方、多職種連携教育も重視されている中、他学部の学生と合同で「地域」について学ぶ取り組み

もあった（千葉大学）。 
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2) 理学療法士、作業療法士 
理学療法士、作業療法士については 2020 年度から新カリキュラムに移行した。理学療法士と作業療

法士は、一つの養成校の中で養成されていることが多く、専門科目以外は、共通して履修するように

カリキュラムが組まれていることも多い。 
「地域」との関わりについて、まず文献調査結果を示した後、シラバスから「地域」に関連する科

目がどのように設置されているのかを示す。 
 
(1). 文献調査結果 
最近のカリキュラムの動向を調べるため、2019 年以降の理学療法士、作業療法士養成課程における

地域との関わりについて論文検索サービス CiNii による文献検索を行った（検索日 2022 年 1 月 25
日）。 

 キーワード 件数 

PT 
理学療法士 養成 地域 30 
理学療法士 教育 地域 87 
理学療法士 教育 地域 連携 24 

OT 
作業療法士 養成 地域 6 
作業療法士 教育 地域 33 
作業療法士 教育 地域 連携 17 

 
① 理学療法士 

2019年以降の文献は、卒後の理学療法士と地域との連携を検討したものが多く、特にスポーツな

どへの関与を期待した文献が多かった。東京オリンピックなどを背景に、若年者から高齢者まで広

く対象に、地域貢献を図った文献が多かった。一方で、卒前教育における地域との関わりについて

の報告はほとんどなかった。 
同じ検索式で 2019 年以前の文献を調べると、例えば長崎大学医学部保健学科は、長崎大学医学

部保健学科では，「高度リハビリテーション専門職の養成－長崎地域包括ケアシステムを活用し

たプログラム－」を展開し、学部教育としての「チーム医療実践教育・臨床実習推進プログラ

ム」を行っている。この中で、地域包括ケアシステムを意識し、大学周辺でのフィールドワーク

を組み込むなど、実習以外にも地域を学ぶ機会を設定している(平瀬ら 2017)。 
 

＜参考文献＞ 
平瀬 達哉 , 磯 ふみ子 , 沖田 実 , 東 登志夫 , 田中 悟郎 , 井口 茂, 2017「理学・作業療法士を目指す学

生の職業的アイデンティティ形成を目的とした「チーム医療実践教育・臨床実習推進プログラ

ム」の取り組み」『保健学研究』 29: 81-86. 
 

② 作業療法士 
理学療法士と同様、2019 年以降の文献は、卒後の作業療法士と地域との連携を検討したものが

多かった。2019 年以前の文献を含めて、卒前教育に関する報告で目立ったものを下記に挙げる。 
 帝京平成科学大学では、 3 年生を対象に、前期「作業療法治療学（老年期）」、後期「同・演

習」の授業を履修し、高齢者理解を深め、コミュニケーションスキルを向上することを目的とした

授業課題「臨地臨床の現場でのフィールドワーク（学外でのボランティア活動）」と、その事前事

後学習（グループワーク、ディスカッション、プレゼンテーションとレポート作成）で構成される

一連のプログラムを実施している（菊池ら 2017）。フィールドワーク先は、地域の高齢者関連施

設、デイケア、デイサービス、区の公共交流施設等である。菊池らによれば、日常生活において高

齢者と接する機会が少ない学生にとっては、臨床実習で見る高齢者とは異なる元気な高齢者と直接

接する機会になり、高齢者のイメージを変える経験であった。また、実習とは異なる自由な活動の

中で、学生が能動的に活動することで、学ぶものが多いプログラムになったと報告している。 
4 年制の専門学校である島根リハビリテーション学院では、島根県雲南市をフィールドとして、

多職種連携・地域課題解決型授業「Community Based Rehabilitation（CBR）プロジェクト」を選択

科目として実施している。この授業は、作業療法および理学療法学生が参加し、地域住民や多職



 

 95 

種とともにまちの課題を発見、解決する過程を通じて、CBR の枠組みや専門職としての視点を学

ぶプログラムである。3 日間連続で、地域の取り組みや暮らしを知るためのフィールドワーク、地

域で生活している障がい者へのインタビューを行った後、障がい者を主人公としてまちの資源を

用いた課題解決案をまとめ、後日発表する。元廣らは、この取り組みの結果、学生たちの医療現

場で必要とされていることへの自負が高まったと報告している。 
 
＜参考文献＞ 

元廣 惇 , 久野 真矢 , 仲田 奈生 , 山本 真理子 , 藤井 寛幸, 2021, 「地域課題解決型授業の教育効果:～
CBR プロジェクト前後比較での検討～」『作業療法』40(1): 126-132. 

菊池 和美 , 佐藤 良子 , 菊池 恵美子, 2017, 「ボランティア活動を用いた地域高齢者支援に関わる作

業療法卒業前教育の試み」『帝京平成大学紀要』28: 19-25. 
 

(2) 事例 東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科 
 4 年制の養成校で、理学療法学専攻と作業療法学専攻に分かれる。基礎科目の教養科目の中に、「地

域」に関わる項目として、「現代社会とボランティア」「東北の地域課題」「地域活性化マネジメン

ト論」「災害伝承学・次世代塾講座」などが設置されている。「災害伝承学・次世代塾講座」は、グ

ループディスカッションなどもあり、被災地への⾒学などのフィ－ルドワ－クも数回ある。集中講義

として「ボランティア活動による理論と実践」「福祉ボランティア活動」もあり、実際にボランティ

ア活動を行う機会もある。専門科目のカリキュラムは下記の通りである。 
 

・理学療法学専攻   ■：必修 
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・作業療法学専攻   ■：必修 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻、作業療法学専攻における専門科目 

 
 専門科目においては、「地域理学療法学」、「地域生活支援学」が「地域」に密接な科目となって

いるが、シラバスを見る限りでは、座学や学内演習が中心であり、実際に地域に出る機会は実習にな

ると推察される。 
 
(3) まとめ 
看護師と同様、「地域」について学ぶ機会は、カリキュラムの中で多く用意されているわけではな

いが、共通科目（いわゆる教養科目）と専門科目の両方に設置されていた。 
専門科目においては「地域理学療法学」「地域生活支援学」が近いが、看護師と同様、学生にとっ

ては、実習が「地域」に出る経験としては大きいと推察される。これについては、本格的な実習の前

に、ボランティアなどのフィールドワークを実施して「地域」を理解する工夫が報告されていた。 
このように、理学療法士、作業療法士の卒前教育においても、地域と関わるのは、実習の場が大き

いことが推察される。しかし一方で、現在の実習が、地域のなかでの作業療法士の役割を十分知る機

会になっていないのではないかという指摘もあったので下記に補足する。 
熊本保健科学大学の山野は、４年次前期に開講される社会参加支援と多職種連携を主眼においた診

療参加型の地域実習（平成 28 年度と平成 29 年度に履修、3 週間）について、学生が経験した実習内容

をもとに、その意義と課題まとめている。山野によれば、家屋調査，作業療法における福祉用具の選

定・使用促進，住環境整備，就労支援の各項目において，実施まで経験できた学生の割合が 10％を下

回り、ケア会議やサービス担当者会議への見学経験の割合が少なく，チームワークも限られた職種の

見学までが大半であったという。地域実習の期間や実習地との相互理解を深めることが必要とし、実

習という形で地域に出ることにおける困難を報告している。 
 

東北福祉大学 HP より（2022 年 2月 5 日閲覧）https://www.tfu.ac.jp/education/curriculum.html 
 
 

https://www.tfu.ac.jp/education/curriculum.html
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＜参考文献＞ 
山野克明, 2019,「教育実践報告 作業療法士養成教育における診療参加型の地域実習における意義

と課題 : 学生が経験した実習内容からの考察」『熊本保健科学大学研究誌』16: 105-117. 
 
 

3) 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士 
社会福祉士および精神保健福祉士は 2021 年度から、介護福祉士は 2019 年度から、現在のカリキュ

ラムでの教育がなされている※１。これら 3 つの資格取得においては、一つの養成校でこれらの資格獲

得のためのコースを用意しているケースが多く、また、社会福祉士と介護福祉士、社会福祉士と保育

士など複数の資格を同時に取る（ダブルライセンス）ことができるよう、カリキュラム編成を行って

いる養成校も多い※２。 
そこで、ここでは、現行カリキュラムに対しての文献調査結果を示したのち、社会福祉士を中心に

特色のある大学のカリキュラムを数校紹介し、精神保健福祉士や介護福祉士の教育については補完す

る形で記す。 
 

※1   介護福祉士養成施設の卒業者は、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得してきたが、平成 28 年の法改正に

より平成 29 年 4 月から経過措置付きで、国家試験が義務付けられた。 この経過措置は、現行 5 年間（令和 3 年度

卒業者まで）であるが、介護分野における目下の深刻な人材不足状況などを考慮し、さらに 5 年間（令和 8 年度卒

業者まで）延長された。 
※2   社会福祉士と精神保健福祉士の二つの国家試験受験資格を得ようとする場合は 4 年制であれば 5 年間必要など、既

定の年次では対応していない場合もある。 
 
(1) 文献調査結果 

最近のカリキュラムの動向を調べるため、2019 年以降の社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士

養成課程における地域との関わりについて、論文検索サービス CiNii による文献検索を行った（検索日

2022 年 2 月 5 日）。 
 

 キーワード 件数 

SW 
社会福祉士 養成 地域 10 
社会福祉士 教育 地域 13 
社会福祉士 教育 地域 連携 6 

MHSW 
精神保健福祉士 養成 地域 5 
精神保健福祉士 教育 地域 6 
精神保健福祉士 教育 地域 連携 1 

CW 
介護福祉士 養成 地域 36 
介護福祉士 教育 地域 30 
介護福祉士 教育 地域 連携 10 

 
 
検索の結果をみると、社会福祉士や精神保健福祉士に関しては、卒後、社会の中での福祉専門職の

取り組みについて検討した内容が多かった。2019 年以前の文献では、「地域」での教育についての実

践報告も散見されたことから、社会福祉士や精神保健福祉士は、旧カリキュラムにおいても「地域」

について学ぶ機会がある程度組み込まれており、教育方法の検討などがすでに一定程度行われ、シラ

バスに反映されている可能性もある。そこで、社会福祉士と精神保健福祉士については各養成校のシ

ラバスを中心に検討することとした。 
介護福祉士については、卒前教育を対象に、2019 年からの新カリキュラムに対する教育方法を論じ

たものや、 第 26 回日本介護福祉教育学会の「介護福祉士養成における地域連携教育のあり方」におけ

る報告を記載した文献がヒットしていた。2019 年以前の取り組みを含めて、以降の補足の中で記載す

る。 
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(2) 事例  ①明治学院大学社会学部社会福祉学科 
明治学院大学社会学部社会福祉学科は、社会福祉士及び精神保健福祉士の養成を行っている。カリ

キュラムは下記の通りである。社会福祉学科はソーシャルワーカーの資格取得を目指す「ソーシャル

ワークコース」と、広く共生社会について学ぶ「福祉開発コース」がある（福祉開発コースでは社会

福祉士、精神保健福祉士の受験資格を得ることはできない）。 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 明治学院大学社会学部社会福祉学科カリキュラム 

 
1 年次に受講する明治学院共通科目の選択科目として、「地域」に関わる科目がある。 

 
ソーシャルワークコースの科目で「地域」に関わる講義科目としては「地域福祉論」があり、演習

や実習で地域に出て学んでいた。また、2 年次以降、ソーシャルワークコースを選択しても、福祉開発

コースの科目を相互履修することが可能なので、シラバス上は、「NPO 論」や「コミュニティ創成

論」なども学ぶことが可能である。 
その他、明治学院大学が全学で推進している「内なる国際化プロジェクト」の一環として設けられ

た大学独自の認証資格、「多文化共生ファシリテーター／サポーター」取得のための科目がある。こ

の資格を取得するためには、明治学院共通科目の中の指定科目や「内なる国際化論」、「ボランティ

ア実践指導」などの単位取得が必要である。「内なる国際化プロジェクト」とは、海外から日本に来

た外国人や外国にルーツのある日本在住者との共生社会をつくる上での課題を解決しようというもの

である※3。「地域」に対する意識として、外国人との共生という視点を入れた教育が講義と実習で行

われているのが、明治学院大学の特徴である。 
※3 内なる国際化プロジェクト  https://internal-i18n-meijigakuin.org/ （2022 年 2 月 5 日取得）  

明治学院大学社会学部社会福祉学科 HP および社会学部履修要項より  （いずれも 2022 年 2 月 5 日閲覧） 
https://soc.meijigakuin.ac.jp/hukusi_gakka/curriculum/ 
https://porthepburn.meijigakuin.ac.jp/kyomu2/rishuyoko/digital/2021SHA/html5.html#page=1 
 

共通科目の中で、地域に関連する主な項目 
「多文化共生入門」「グローバルシチズンシップ入門」「サステイナビリティー学」
「ボランティア学入門」「グローバル社会と市民活動入門」「ボランティア･市民活動 

論（国内）」「ボランティア･市民活動論（海外）」「多文化共生各論」「グローバル
シチズンシップ各論」「グローバル社会と市民活動」「ボランティア･市民活動論（国
内）」･市民活動実習（国内） 

https://internal-i18n-meijigakuin.org/
https://soc.meijigakuin.ac.jp/hukusi_gakka/curriculum/
https://porthepburn.meijigakuin.ac.jp/kyomu2/rishuyoko/digital/2021SHA/html5.html#page=1
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(3) 事例  ②日本福祉大学社会福祉学科 
事例  ③日本福祉大学健康リハビリテーション学科介護学専攻 

 日本福祉大学社会福祉学科は社会福祉士の養成を行っており、4 つの専修コース（行政、子ども、医

療、人間福祉）がある。医療、人間福祉専修コースでは精神保健福祉士、子ども専修コースでは保育

士の資格取得も可能である。健康リハビリテーション学科介護学専攻は、介護福祉士の養成を行って

おり、社会福祉士の資格取得も可能である※４。従って、日本福祉大学では社会福祉士の資格を二つの

学科で取得することができるが、社会福祉学科で特色のあるカリキュラムを実施しているので、ここ

では社会福祉学科を中心に記す。 
 
 ※4 健康リハビリテーション学科は、理学療法学専攻、作業療法学専攻があり、それぞれ理学療法士と作業療法士

の養成を行っている。理学療法学専攻、作業療法学専攻で、介護福祉士の資格取得をすることはできない。 
 
  

 
 
 

図 6 日本福祉大学社会福祉学部における主な地域志向科目（フィールドワーク、実習、演習） 

 
日本福祉大学では、全学を対象に地域連携教育に力を入れている。全学共通の取り組みとして、全

学教育センターが、大学のある愛知県知多半島北・中・南部の３市町を中心にした地域の特性を意識

した地域志向科目 5 科目（「ふくしフィールドワーク実践」「知多半島のふくし」「ふくしと減災コ

ミュニティ」「知多学」「ふくしとフィールドワーク」）を用意している。社会福祉学部でも、これ

らの科目を選択することができる。 
このほか、各学部でも地域志向科目を設定しており、社会福祉学部では、必修科目として 1 年生の

「総合演習（ふくしコミュニティプログラム）」、2 年生の「フィールド実践演習」を設定している。

選択科目としては、1 年生～3 年生を対象にした「地域マネジメント実践Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」がある。「地域マ

ネジメント実践」は、地域連携として住民や NPO,行政などとの地域連携だけではなく、多職種連携教

育も強く意識された PBL 型の科目である※５。3、4 年生がラーニングアドバイザーとして参加するほ

か、他学部の学生や学外の医療系大学などとの合同授業もある。2021 年度は藤田保健医科大学などと

の共同授業も実施されていた。また、「在学ギャップイヤー」として大学の提供する国内、海外の困

難地域でのフィールドワーク、または自主計画に基づくフィールドワークを 5 か月間行う科目も設定

されている。このほかにも、「ボランティア論」「ヒューマンケアのための多職種連携」などが設定

されている。日本福祉大学社会福祉学部においては、「地域」に関して学ぶ機会が非常に多く用意さ

れていることがわかる。 
 
 ※5 全学では「地域研究プロジェクト」として位置付けられて、社会福祉学部と経済学部で導入されている。

https://www.n-fukushi.ac.jp/rrpj/about/educational/index.html （2022 年 2 月 7 日取得） 
 
  

日本福祉大学社会福祉学部 HP 4 年間の学び より抜き出して作成  （2022 年 2 月5 日閲覧） 
https://www.n-fukushi.ac.jp/ad/faculties/fukushi/images/4year.pdf 
 

https://www.n-fukushi.ac.jp/rrpj/about/educational/index.html
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(4) 補足： 精神保健福祉士養成 
 社会福祉士養成で述べた明治学院大学、日本福祉大学の事例と重なるので省略する。 
 
(5) 補足：介護福祉士養成 

2019 年から施行された新カリキュラムにおいては、①チームマネジメント能力を養うための教育内

容の拡充、②対象者の生活を地域で支えるための実践力の向上、③介護過程の実践力の向上、④認知

症ケアの実践力の向上、⑤介護と医療の連携を踏まえた実践力の向上が図られた。「地域」に関わる

項目として、「社会の理解」として 地域共生社会について学ぶこと、また「介護実習」でも地域にお

ける生活支援を実践的にまなぶことなどが追加されている。 
 2019 年に行われた第 26 回日本介護福祉教育学会は、「介護福祉士養成における地域連携教育のあ

り方」をテーマとして開催され、実践紹介や議論がなされていた。 
ただ、介護福祉士の養成においても、地域とのかかわりはカリキュラム改正前から行われていた。

例えば、2 年制の養成校である松本短期大学では、1 年生で「地域生活と文化」「地域交流演習」とし

て、地域の高齢者との交流や郷土づくり、ボランティア活動に取り組んでいる様子を、具体的なシラ

バスと共に報告している（合津 2013）。合津によれば、全国版のテキストで地域を学ぶのではなく、

地域の中で地域を学ぶことがより実践的なものになるとし、学生たちの学びの深さも報告している。 
 
＜参考文献＞ 
合津千香, 2013, 「介護福祉学生が『地域』について学ぶ意義と課題」『松本短期大学研究紀要』22: 

25-33． 
 
(6) まとめ 

「地域」について学ぶ機会は、共通科目（いわゆる教養科目）と専門科目の両方に設置されてい

た。 
専門科目外では、養成校が設置されている地域に関する科目や「NPO」「ボランティア」に関する

項目が設置されていた。限られた養成校のシラバスを概観した限りではあるが、福祉系の養成校の方

が、医療を中心とした養成校よりも、地域の現状や資源に関する科目や、実際に地域活動する科目が

用意されている印象を受けた。 

総合演習（ふくしコミュニティプログラム） 
 
「地域を知る→調べる→地域とかかわる→学習を深める→成果をまとめる」という一連の
学習プロセスを体験するゼミナール形式授業。専修ごとに少人数クラスで実施する。 

フィールド実践演習 
 
専修ごとに分かれて実施する。 
・サービスラーニング型：知多半島の NPO 等と連携して 5 日間の地域活動をする 
・地域研究型：福祉分野にとらわれず地域研究と課題解決のための企画立案・実践学習を 
行う 
・多職種連携型：保健医療機関などでチームケアを体験学習する 
・エクスカーション型：全国の先進的福祉施設などで見学・研修する 

地域マネジメント実践Ⅰ  
行政・NPO 法人・住民などから協働型のまちづくりを学ぶフィールド学習。実際に現
地へ足を運んで地域交流し、その取り組みを目で見て学びます 

 
地域マネジメント実践Ⅱ  

ケースメソッドや事例検討などにより、社会福祉の専門職に必要な多職種連携の実践
力を身につける参加型学習。他学部との合同授業も行い、他職種への理解を深める。 
＊2021 年度シラバスには、一部を看護学部と合同で実施するクラス有 
 

地域マネジメント実践Ⅲ 
 地域連携と多職種連携を両輪とする本学の連携教育に基づき、連携を実践する上でソ 

ーシャルワーカーが果たす役割を実践的に学びます。2021 年度は他大学の医学部、看
護学部、薬学部を含む 4 大学 11 学科の学生との合同授業に参加 
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専門科目においては、それぞれの職種ごとでより地域に出て、実習を行うことになる。 
その他、1 年生からフィールドワークを設定している養成校も多く、日本福祉大学のように、積極的

に地域と関わっている事例もあった。 
 
4) 保育士 

2019 年度からの新カリキュラムでは、① 乳児保育（３歳未満児を念頭）の充実、② 幼児教育の実践

力の向上、③ 「養護」の視点重視、④ 子どもの育ちや家庭支援の充実、⑤ 社会的養護や障害児保育の

充実、 ⑥ 保育者としての資質・専門性の向上が図られた。昨今の社会情勢の変化、すなわち、2015 年

からの「子ども・子育て支援新制度」の施行、 保育所等利用児童数の増加 、 子育ての負担や孤立感の

高まり、児童虐待相談件数の増加などを背景に、子どもとその親を支援する専門職としての実践力を

強化する方向である。このカリキュラム改変で、保護者の心理ケアをより学ぶ方向になった反面、相

談援助などのソーシャルワーク系科目は減少したという指摘もある（立花 2021） 
 
＜参考文献＞ 
立花直樹, 2021, 「保育現場の課題と保育士養成課程におけるソーシャルワーク科目の変遷」『聖和

短期大学紀要』7: 21-34． 
 

(1) 文献調査結果 
最近のカリキュラムの動向を調べるため、2019 年以降の保育士養成課程における地域との関わりに

ついて、論文検索サービス CiNii による文献検索を行った（検索日 2022 年 1 月 25 日）。 
 

キーワード 件数 
保育士、養成、地域 22 
保育士、教育、地域 26 
保育士、ソーシャルワーク 16 

 
 卒前教育について扱った文献では、実習における工夫などの実践報告が数件あったほか、新たな地

域連携の取り組みの提案もあった。提案をしていたのは、広島女学院大学幼児教育心理学科で、保育

者養成課程に地域協働型アクティブ・ラーニングを導入することが、実習前の教育として有効ではな

いかと報告していた（中村 2020）。 
 中村が注目したのは、学科内のサークルが行っている幼児の読書支援活動、ぬいぐるみのお泊まり

会である。活動内容は、「事前に地域の就学前の子どもとその親を対象として参加者を募集し，来場

した子どもたちと読み聞かせを楽しんだ後，ぬいぐるみを預かる．ぬいぐるみは閉館後の図書館での

お泊まり会に参加する．学生は，ぬいぐるみが図書館で絵本を見たり，司書の仕事を手伝ったり，図

書館内を冒険したりする様子を写真に収めアルバムを作成し，後日，ぬいぐるみを迎えに来た子ども

たちにプレゼントする．アルバムには，事前の保護者へのアンケートを基に子ども一人一人に応じて

学生が選定したおすすめの絵本を紹介するページを設けている」というものである。当日だけではな

く、準備期間の数カ月を含めて参加した学生の学びが多かったことから、4 年制の保育者養成課程にお

いて，学外実習を経験する以前に，教育課程外でサービスラーニングを取り入れることで、学生が専

門的知識・技術の獲得が現場でどのように活かされるかを体験的に学ぶ貴重な機会となりうると述べ

ている。サービスラーニングについては、別の事例でも注目されており、藤本はオンラインを活用し

た事例を報告している（藤本 2021） 
 また、2019 年以前の短期大学の事例ではあるが、学生が商店街で子育て支援をしているグループへ

の調査を通じて、子育て中の親の心理や状況について理解を深めることができたなどの事例も報告さ

れている（三國 2017）。 
 子どもと子供を育てる親、両者への理解を進める上で、地域との関わりの重要性が指摘されてい

た。 
 
＜参考文献＞ 
中村勝美, 2020, 「地域協働型アクティブ・ラーニングによる学習効果に関する研究 : 保育者養成に

おける幼児の読書普及活動を中心に」『幼児教育心理学科研究紀要』6: 23-29． 
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藤本明美, 2021, 「保育士養成課程におけるオンライン・アウトプット型学習の実践 ―コロナ禍の

「おうちでぶんぶんひろば」の事例ー」『滋賀文教短期大学紀要』23: 61-73． 
三國隆子, 2017, 「ソーシャル・キャピタルの視点を取り入れた保育士養成カリキュラム:保育士志望

学生が『地域』で『子育て中の保護者』と関わる授業の構築」『日本教育心理学会総会発表論文

集 』59(0): 454-454. 
 
(2) 事例  ①東京家政大学家政学部児童学科 

事例  ②東京家政大学こども学部子供支援学科 
 東京家政大学家政学児童学科は、4 年制の養成校で、保育士の他、幼稚園教諭（1 級）も全員が目指

すことを目標としている。また、こども学部こども支援学科においても保育士や幼稚園教諭（1 級）を

目指すことができるが、支援が必要なこどもを支援できる人材育成を重視している。それぞれのカリ

キュラムマップは下記の通りである。 
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図 7 東京家政大学家政学部児童学科、こども学部こども支援学科 カリキュラムツリー 

 共通教育科目の中で、「共生社会を生きる－インクルージョン」「まちづくりと起業のススメ」な

ど一部、「地域」に関する科目があるものの、講義が中心で、キャンパスのある地域などに出て活動

するなどの内容はなかった。また、専門科目になると演習・演習で学外に行く機会もあるが、大学の

持つ施設内演習・実習も多く、シラバスを見る限り、地域との交流の機会は少ないように見られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

東京家政大学 HP（2022 年 2 月 5日閲覧）https://www.tokyo-kasei.ac.jp/academics/curriculum_tree/departments_list.html#curriculum2021.pdf 
 

共生社会を生きる－インクルージョン 
 
障害の社会モデルを基礎に、ケースごとに紹介。障がい当事者または支援者であるゲスト
スピーカーも活用。 
障害児保育、発達障害、バリアフリー・ユニバーサルデザイン、知的障害、視覚障害、福
祉住環境・バリアフリー住宅計画演習、障害女性当事者支援、精神障害当事者＋支援者、
ユニバーサルデザインと商品開発、聾＋社会企業家 

まちづくりと起業のススメ 
 
まちづくりや起業によるまちづくりについて、事例をもとに意味、現状、課題を紹介。 
① NＰＯ・市民活動によるまちづくり 

先進地域における活動の変遷の事例、学生が主体となった活動の事例 
中高齢者が主体となった活動の事例  

② まちづくりにおけるアートの活用 
地方都市／地域密着型の事例、 地方都市／地域交流型の事例、 
大都市／拠点型の事例  

③  起業によるまちづくりの推進の事例 
地方都市の事例、大都市の事例  

https://www.tokyo-kasei.ac.jp/academics/curriculum_tree/departments_list.html#curriculum2021
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(3) まとめ 
「地域」について学ぶ機会は、共通科目（いわゆる教養科目）と専門科目の両方に設置されてい

た。専門科目外では、他の職種の卒前教育と同様、地域に関する科目や「共生社会」に関する項目が

設置されていた。ただし、文献や限られた養成校のシラバスを観た限りでは、教育課程内で、地域で

のフィールドワークを行うなどの科目はあまり見られず、「地域」について実習が中心になると推察

される。 
 
 
3. 「地域」に関する教育体制：教員および教科書 

教員については、専任教員で行っているところも多かったが、共通科目（いわゆる教養科目）で

は、非常勤講師や大学内の他の学科教員がオムニバス形式で担当するケースも多かった。授業内で、

地域で実際に活動している NPO や社会福祉団体に、インタビューを実施したり、ゲストスピーカーと

して招聘したりといった試みも多く行われていた。 
教科書については、事前に記載している例は少なく、授業時に提示もしくは独自のレジュメで対応

しているところが多かった。 
これまで記載してきた通り、「地域」に関わる項目は、少人数でのグループワークや体験型学習を

行っているケースも多かったが、その際、FD（ファカルティ・ディベロップメント）に力を入れてい

ることを報告している大学も多かった。例えば、看護師養成において、千葉大学では亥鼻 IPE に取り

組んでいるが、担当する教員に対してファシリテーター研修会を実施している。また、高崎健康福祉

大学では 2022 年から「地域・在宅看護論」が導入されることに備えて、看護学を担当する全領域の教

員が参加して「ナーシングカフェ」を開催し、教育内容や方法について検討する会が行われている

（神田ら 2020）。社会福祉士などの養成においてサービスラーニングを積極的に行っている日本福祉

大学においては、全学合同教授会での徹底や、サービスラーニング担当教員、担当職員の配置、地域

連携コーディネーターの配置など体制整備も図っている。「地域」に対する教育の充実を図るには、

FD、SD（スタッフ・ディベロップメント）の充実も必要であることが推察される。 
なお、2．で記載した各大学のシラバスから抽出した内容を下記にまとめた。 

 
表 1 参照した各大学の「地域」関連科目の教員、教科書 

 

職種 大学 対象 科目名 教員 教科書・参考書

専門
2年

地域看護学概論 地域看護学教授
宮﨑美砂子他編著：最新公衆衛生看護学総論第３版（2021
年版）、
日本看護協会出版会、2021　978-4-8180-2288-1

専門
1-3年、
4年(選
択)

亥鼻IPE
医学部、看護学部、薬
学部、工学部　教授、
准教授、講師等が担当

なし

専門
1~2年

ボランティア論
責任者：地域看護学教
授、
担当：在宅看護学助教

川口清史他編集（2005）．よくわかるNPO・ボランティア
（初版）．東京：ミネルヴァ書房．
岡本栄一監修（2005）．ボランティアのすすめ－基礎から
実践まで－（初版）．東京：ミネルヴァ書房．
柴田謙治、原田正樹、名賀亨編集（2010）．ボランティア
論－「広がり」から「深まり」へ－（初版）．岐阜：みら
い．

専門
1~2年

サービスラーニング

責任者：老年看護学教
授
担当：基礎看護、母性
看護などの講師、助教
＊参加する企画によっ
て異なる

同上

専門
1年

地域看護学概論
地域看護学講座教授、
講師、助教4名でグ
ループに分かれて担当

宮崎美砂子他編（2020）．最新公衆衛生看護学第3版
2020年版「総論」．東京：日本看護協会出版会．
財）厚生統計協会編．「国民衛生の動向」2022/2023年
版．東京：厚生労働統計協会．

看護師

千葉大学

東京慈恵
会医科大
学
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職種 大学 対象 科目名 教員 教科書・参考書

基礎教養
地域活性化マネジメ
ント論（入門編

責任者：教授
学内外の専門家による
オムニバス形式で講義
を行う。

授業中に指示する

基礎教養 地域共創福祉論
教授
情報、地域マネジメン
ト

授業中に指示する

基礎教養 ボランティア論
非常勤講師
　地域の社会福祉法人
施設長

授業中に指示する

基礎教養
現代社会とボラン
ティア

非常勤講師
　地域の社会福祉法人
施設長

授業中に指示する

基礎教養 東北の地域課題
産業福祉マネジメント
学科　准教授、講師

授業中に指示する

基礎教養
災害伝承学・次世代
塾講座

学外講師
オムニバス形式

授業中に指示する

基礎教養 地域減災論Ⅰ、Ⅱ

TKK委員会
＊東北福祉大、工学院
大、神戸学院大の連携
プロジェクト

授業中に指示する

専門 地域共創実学教育Ⅳ

社会福祉学科、医療経
営管理学科　教授
地域での調査・プロ
ジェクトなど

授業中に指示する

専門
PT

地域理学療法学Ⅰ，
Ⅱ

理学療法学専攻
准教授

ビジュアルレクチャー地域理学療法学第3版（医歯薬出版株
式会社）　￥2500＋税

専門
OT

地域作業療法学Ⅰ、
Ⅱ

作業療法学専攻
講師複数で担当

小川恵子編集；標準作業療法学専門分野地域作業療法学
第2版．医学書院．2012
木之瀬隆編集；作業療法学全書　改定第3版　作業療法技術
学２　福祉用具の使い方・住環境整備．協同医 書出版社．
2009
野村歡・橋本美芽著．OT・PTのための住環境整備論．第2
版．三輪書店．2012

専門
3年

地域福祉論A,B 非常勤講師 使用しない

専門2年
次以降

コミュニティ創成論
B

非常勤講師(名誉教授)
新雅史『商店街はなぜ滅びるのか－社会・政治・経済史か
ら探る再生の道－』光文社新書

専門2年
次以降

コミュニティ創成論
A

非常勤講師(名誉教授)

藻谷浩介・ＮＨＫ広島取材班『里山資本主義－日本経済は
「安心の原理」で動く』角川書店、2013年
河合克義『老人に冷たい国・日本－「貧困と社会的孤立」
の現実』光文社新書、2015年

PT、OT
東北福祉
大学

SW
明治学院
大学
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＜参考文献＞ 
神田清子・棚橋さつき・小笠原映子・茂木佐智子・鶴田晴美・櫻井美和・吉田久美子, 2020, 「多

領域の教員で「地域・在宅看護論」を考える：高崎健康福祉大学の取り組み」『看護教育』
61(6): 488-495. 

職種 大学 対象 科目名 教員 教科書・参考書

総合基礎
3年

「ふくしフィールド
ワーク実践」

全学教育センター　講
師、助教
国際福祉学部教授
＊3地区別に実施

なし

総合基礎
2年

「知多半島のふく
し」

全学教育センター　助
教

なし

総合基礎
2年

「ふくしと減災コ
ミュニティ」

全学教育センター　助
教

なし

総合基礎
1年

「知多学」 国際福祉学部教授 なし

総合基礎
1年

「ふくしとフィール
ドワーク」

全学教育センター　助
教

なし

総合基礎
1年次必
修

総合演習（ふくしコ
ミュニティプログラ
ム）

社会福祉学部教授、講
師、助教などが担当
18種類

なし

総合基礎
2年次必
修

フィールド実践演習
社会福祉学部教授、講
師、助教などが担当
18種類

なし

専門
1年

ボランティア論 非常勤講師 なし

専門
1年

ヒューマンケアのた
めの多職種連携

非常勤講師 なし

専門
2年

福祉NPO論 社会福祉学部　助教 なし

専門
１年

地域マネジメント実
践Ⅰ

社会福祉学部教授、講
師、助教などが担当
＊3地区別に実施

なし

専門
２年

地域マネジメント実
践Ⅱ

社会福祉学部教授、講
師、助教などが担当
＊地域、多職種、子ど
ものテーマ別に実施

なし

専門
３年

地域マネジメント実
践Ⅲ

医療系大学との合同授
業 なし

専門
3年

在学ギャップイヤー

大学の提供する【国内
コース】、【海外コー
ス】、および自主計画
に基づく【自主企画
コース】のプログラム
に参加

なし

共通
1-4年

社会と文化F（共生
社会を生きる-イン
クルージョン）

人文学部教育福祉学科
教授

なし

共通
1-4年

社会と文化K（まち
づくりと起業のスス
メ）

非常勤講師 なし

SW、
MHSW、
CW

日本福祉
大学

CCW
東京家政
大学
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原田正樹, 2020, 「日本福祉大学における地域連携教育の系譜と特徴：サービスラーニングから

COC 事業への展開を中心に」『日本福祉大学全学教育センター紀要』8: 3-13. 
 
 
4．各職種の「地域」および「地域社会での活動」に関する卒前教育に見られた共通点 
 7 職種の「地域」および「地域社会での活動」に関する教育において、共通点を箇条書きで示す。 
 
・実習が多忙になる前の 1～2 年生で実施している養成校が多い 
・「地域社会での活動」の教育として、「ボランティア」に関する科目が多くの養成校で見られ、共

通科目（いわゆる教養科目）の選択科目として設定されていた。また、「地域学」の形で、養成校

がある場所の文化や特徴を学ぶ科目も、同様に設定されているケースが多かった。 
・サービスラーニングの概念を取り入れて、地域におけるフィールドワークを実施している事例が、

複数の職種の養成校で見られた。サービスラーニングについては、尾崎・山田（2016）、原田

（2020）がその効果を報告している。 
・「地域」や「地域社会での活動」に関して力を入れている養成校は、学内に地域との調整を図るセ

ンター組織があり、様々な地域の組織との調整役割を担うなどのバックアップがあった。 
 
また、気づいた点は下記の通りである。 

・「地域」や「地域社会での活動」の教育に力を入れることは、養成校のアピールポイントになる 
・養成校が、医療や福祉以外の分野を含めた総合大学もしくは、複数の職種の養成を行っている比較

的規模が大きい養成校の場合は、「地域」や「地域社会での活動」に関する共通科目(いわゆる教養

科目)の種類も多い傾向にある。特に、医療や福祉以外の分野を含めた総合大学の場合は、多様な側

面から地域を知る科目が多くなる。 
・7 職種の養成校はいずれも、地域連携や多職種連携の視点をシラバスにいれていたが、どちらかと言

えば福祉系の養成校の場合は地域連携を、医療系の養成校の場合は多職種連携に力点を入れる傾向

が見受けられた。 
 
 ＜参考文献＞ 

尾崎慶太・山田一隆, 2016, 「社会福祉実習前教育としてのサービスラーニングの検討」『関西国

際大学研究紀要』17: 23-39. 
原田正樹, 2020, 「日本福祉大学における地域連携教育の系譜と特徴：サービスラーニングから

COC 事業への展開を中心に」『日本福祉大学全学教育センター紀要』8: 3-13. ＊前出 
 
＜卒後教育における教育機会の概観＞ 
 
1. 7 職種の卒後教育における「地域」および「地域社会での活動」の教育機会 
 対象とする 7 職種の卒後教育は、職能団体や学術学会が体系化し、生涯学習の機会を提供してい

る。社会背景やケアの世界観の変容などを受け、生涯学習の見直しを進めているなかで、一定範囲に

おいて地域ならびに地域社会での活動に関連する学びの機会が増えている印象を受ける。ここでは、

過去数年にわたり、主に職能団体や学術学会において提供された学びの機会を拾い上げ整理する。な

お、(  )内は、共通基礎課程検討の研究班が提示する「コンピテンシー試案 ver. 3.0」における、「6. 
地域・社会活動とソーシャルアクション」にある 5 つのコンピテンシーに準じた分類にしている。 
 
 
1) 看護師 
 継続的な教育コンテンツとしては、日本看護協会による教育計画研修や日本訪問看護財団による訪

問看護 e ラーニング、日本助産師会による研修、日本精神科看護協会によるラダー研修など充実した研

修体系が存在する。そのほか学会等による年 1 回の大会や単発の研修会なども多数存在しており、全

体として実務者への教育は他職種と比して充実した傾向にある 
 

(1) 地域の歴史・文化・行政等 
地域の歴史・文化等の扱いは多くないが、日本公衆衛生看護学会に R2 学術集会「看護師の

沖縄の文化に関連した看護体験の実態」、日本地域看護学会 R2 学術大会「住民と共に進める

地域課題の可視化とその解決」など、事例に即した研究発表が見られる。 
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行政については地域包括ケアに着目したものが多い。日本看護協会教育計画研修「地域包括

ケアシステムを形成する施設・職種・制度」、日本訪問看護財団 e ラーニング「関係機関及び

関係職種の役割と他職種連携」、日本公衆衛生看護学会 R 2 学術集会「都市型地域包括ケアシ

ステムにおける産官民連携の形」など、他職種等の連携と関連付けた形での学習が見られる。 
(2) 健康の社会的決定要因（以下、SDH） 

地域環境の分析を看護に生かす視点が見られる。日本看護協会教育計画研修「地域診断に基

づく保健活動の展開」、同「ケアの受け手や周囲の人々の意思決定プロセスとその理解」、日

本訪問看護財団 e ラーニング「在宅医療者を支える家族の特性」、同「在宅医療者を取り巻く

地域」など S D L を中心に看護を組み立てていく教育内容が見られる。 
(3) SDGs（持続可能な開発目標）、生物多様性等  

    他職種と比して social inclusion の視点からの研究等が見られる。日本看護学会 R3 学術集会

「看護実践の立場から、SDGs 実現に向けた取り組みについて」、日本公衆衛生看護学会「公衆

衛生看護の責任と実践―だれも取り残されない社会的包摂の実現を目指して」、同「ワークシ

ョップ これって social inclusion かも」、日本地域看護学会 R3 学術大会「共生社会を目指す地

域看護の可能性」など、学会発表を中心に多くの取り扱いが見られる。 
(4) インフォーマルサービス、ソーシャルキャピタル 

地域で暮らすという観点での取り扱いが見られる。日本精神科看護協会係属学習研修会「地

域生活を支える社会資源の活用と連携」、日本在宅看護学会 R3 学術集会「療養者と市民の支

え合う力を信じてー在宅ホスピスボランティア活動の育成」、日本公衆衛生看護学会 R 2 学術

集会「貧困と孤立を超え地域に居場所を紡ぐために」、同「住民主体で取り組む地域の健康づ

くりにおける保健師の役割」など、対象者の周囲に働きかけて看護の質を上げていくアプロー

チが見られる。 
(5) 地域の経済、環境、政策 

    直接的に地域の経済・環境等を扱うものではないが、その分析を対象とした講座は存在す

る。日本看護協会教育計画研修「自部署や地域における看護ニーズの変化を予測した看護管理

の実際」、日本公衆衛生看護学会 R 2 学術集会「コミュニティと協働し、実践を生むアクション

リサーチ」、同「都市型地域包括ケアシステムにおける産官民連携の形」、日本地域看護学会

R2 学術大会「地域共生社会をつくるコミュニティデザイン」などがある。 
    また、看護側から積極的に地域づくりに関与する内容も多く見られる。日本精神科看護協会

継続学習研修会「地域生活を支える看護」、日本看護学会 R3 学術集会「母子が健やかに子育て

できる街づくりに取り組もう」、同「始めよう 地域課題の解決に向けた事例検討会」、日本

公衆衛生看護学会 R2 学術集会「ワークショップ 地域に責任を持つ保健師活動の伝承」など多

数の学習内容が見られる。 
 

なお、教材として頻繁に活用されているものは確認できないが、上記のような学習機会を担当す

る講師については、大学の教員のほか、臨床の看護師や保健師、行政関係者が担当する傾向も見て

取れる。 

 

2) 理学療法士・作業療法士 
継続的な教育コンテンツとしては、日本理学療法士協会による E ラーニングや日本作業療法士協会

による基礎研修などがある。学会は年 1 回の大会等が中心となっており、そのほか単発の研修・セミ

ナー等が開催されている。 
 

(1) 地域の歴史・文化・行政等 
日本作業療法士協会基礎研修「保健・医療・福祉と地域支援―当該地域社会における特性及

び現状を理解する」において扱っているように見受けられた。 
このほか、日本理学療法士協会 E ラーニング「地域保健における理学療法士の役割」、日本

作業療法士協会 R3 大会「仮設住宅生活支援事業から学ぶ地域活動」日本地域理学療法学会 R3
大会「理学療法士に期待されている役割と地域貢献」など、対象者の地域への復帰という視点

から扱われているものがある。 
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(2) 健康の社会的決定要因 
日本作業療法士協会 R3 大会「認知症の人が社会参加するための作業療法」、日本地域理学

療法学会 R3 大会「自宅退院後の生活環境の変化が地域高齢者の生活範囲に及ぼす影響」な

ど、SDL を前提とした事例研究が学会等で発表されている。 
(3) SDGs、生物多様性等  

公開情報から取扱いが確認できなかった。 
(4) インフォーマルサービス、ソーシャルキャピタル 

日本作業療法協会 R3 大会「仮設住宅生活支援事業から学ぶ地域活動」、同「作業療法士が

実践する発達障害児の保護者に対するペアレントトレーニング」、同 E ラーニング「作業療法

の可能性―作業療法実践における社会資源を買う超下地域生活の支援方法について理解する」

など、現場での実践に即した形でのインフォーマルサービスやソーシャルキャピタルの活用に

関するテーマがみられる。 
(5) 地域の経済、環境、政策 

    地域の経済・環境をストレートに扱ったテーマは見られない。一部政策に関しては日本理学

療法士協会 E ラーニング「地域保健における理学療法士の役割」、日本作業療法協会 R3 大会

「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて」など、間接的に地域の福祉

政策に触れるテーマがみられる。 
 

なお、臨床のゴールの一つに社会参加を設定している職種だからか、地域に関するテーマの取り扱

いが一定量あるように見受けられる。特に SDH やインフォーマルサービスについては地域生活を支援

するという観点から学会等で多くの事例が取り扱われている。講師については大学教授や病院勤務の

作業療法士、行政関係者のほか株式会社によるものも散見される。 
 
3) 社会福祉士 

継続的な教育コンテンツとしては、日本社会福祉士会による E ラーニング及び日本医療ソーシャル

ワーカー協会による資格認定の研修などがある。年 1 回の大会のほか単発の研修・セミナー等が開催

されている。 
 

(1) 地域の歴史・文化・行政等 
日本社会福祉学会R2大会「支えあいマップづくりから始める地域づくりー自治会独自で誰も

が参加できる敬老会」、日本社会福祉学会 R3 大会「スーパーマーケットの地域福祉活動」、同

R2 大会「A 市協働推進委員会活動における地域福祉の取組み」など、学会における研究事例の

一端として地域や行政の福祉に関する活動等の事例に触れている。 
(2) 健康の社会的決定要因 

日本社会福祉士会 e ラーニング「自立生活支援とコミュニティソーシャルワーク」、同「社会

資源の理解と社会資源開発」などにおいて、SDH に関連した講座の取り扱いがみられる。 
また、研修や学会等でも多くテーマとして取り上げられており、日本医療ソーシャルワーカ

ー協会「医療における家族の理解」「地域連携とネットワーキング」日本ソーシャルワーク学

会セミナー「貧困問題への地域福祉実践」などがある。学会等においては事例により健康と

SDL 相関性を分析し発表していると思われる事例が多く見受けられる。 
(3) SDGs、生物多様性等  

基本的には取扱いが見られない。日本ソーシャルワーク学会国際研究セミナーにおいて「国

際的な舞台におけるソーシャルアクションーソーシャルワーカーによる国連アドボカシーと

SDGs」と題した講演がある。調査内ではこれ以外に SDGs や生物多様性に係る項目は見られな

かった。 
(4) インフォーマルサービス、ソーシャルキャピタル 

日本社会福祉士会 E ラーニングにおいて、地域共生社会の実現に資する体制構築を推進する

ソーシャルワークと題して「地域で支える体制の構築」「社会資源の活用・開発」「ソーシャル

アクション」などを取り扱っている。 
また大会等でも取り扱いが多く見られる。地域福祉学会R1大会「コミュニティカフェと高齢

者の当事者性」同R2大会「鹿児島県薩摩郡さつま町における介護予防と地域サロン」日本地域

福祉学会「コミュニティソーシャルワーカーの活動―地域がつながるを考える」など、インフ

ォーマルサービスやソーシャルキャピタルを前提とした事例発表がみられる。 
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(5) 地域の経済、環境、政策 
    地域の経済・環境をストレートに扱ったテーマは見られない。一方政策に関しては日本社会

福祉学会 R２大会「ポイント制社会参加促進プログラムが高齢者の社会関係にもたらす効果」

「市町村社会福祉行政のアドミニストレーション」「自治体による市民後見人養成の現状と問題

点」など、福祉行政施策に着目したテーマがみられる。 
 

多職種連携やソーシャルキャピタルの観点から地域系テーマを扱っている。大会等では講演のほか

事例報告などでケースの紹介や行政等との連携を扱う傾向がある。担う講師役は、大学等での研究者

が多いように見受けられるが、実践者からの報告も一定数あるように見える。 
 
4) 精神保健福祉士 
継続的な教育コンテンツとしては、日本精神保健福祉士会による研修がある。協会や学会による年 1

回の大会のほか単発の研修・セミナー等が開催されている。 
 

(1) 地域の歴史・文化・行政等 
地域の歴史等そのものをストレートに扱った教材や講演は見られない。しかし、日本精神保

健福祉学会 R３大会「離島における持続可能型介護・生活支援創出に関する研究」、日本病

院・地域精神医学会 R4 大会「倉敷実話―ピアと成しえた 88 名の地域移行、そして看取りま

で」など、学会における研究事例の一端として地域や行政の福祉に関する活動等の事例に触れ

ている。 
(2) 健康の社会的決定要因 

日本精神保健福祉学会 R3 大会「精神保健福祉領域におけるパートナーシップの捉え方」、

日本病院・地域精神医学会 R4 大会「地域移行・地域定着支援における救護施設の居宅生活訓

練事業の活用」など SDH に関連した講座の取り扱いがみられる。 
(3) SDGs、生物多様性等  

公開情報から取扱いが確認できなかった。 
(4)インフォーマルサービス、ソーシャルキャピタル 

ストレートに扱ったテーマは見られないが、日本精神保健福祉学会 R3 大会「精神保健福祉

士によるソーシャルアクションのモデル形成」、日本病院・地域精神医学会 R4 大会「地域移

行・地域定着支援における救護施設の居宅生活訓練事業の活用」など、学会における事例発表

において包含して取り扱われている可能性がある。 
(5) 地域の経済、環境、政策 

    ストレートに扱ったテーマは見られない。一方政策に関しては日本精神保健福祉学会「地域

包括ケアシステムと精神科診療所の実態に関する一考察」など、福祉のシステムと現場をつな

ぐ形での研究がみられる。 
 

地域移行は比較的多くテーマとして扱われており、その関連でソーシャルアクションや多職種連携

などの観点もみられる。講師については病院や NPO 法人等で働く精神保健福祉士を中心に、医師や看

護師などがある。 
 
5) 介護福祉士 

継続的な教育コンテンツとしては、日本介護福祉士会による認定介護福祉士制度があり、それを軸

とした研修体系がある。年 1 回の学会大会等のほか単発の研修・セミナー等が開催されている。 
 

(1) 地域の歴史・文化・行政等 
取り扱いがみられない。ただし、日本介護学会 R3 大会「足を大切にする意識の普及に向け

てー地域におけるフットケア活動の実践より」など、地域での活動を前提とした事例発表があ

る。 
(2) 健康の社会的決定要因 

日本介護福祉士会認定介護士養成研修「地域における介護実践の展開」「地域に対するプロ

グラムの企画」など SDH を要素に含む研修内容がみられる。 
(3) SDGs、生物多様性等  

公開情報から取扱いが確認できなかった。 
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(4)インフォーマルサービス、ソーシャルキャピタル 
日本介護福祉士会ファーストステップ研修「家族や地域の支援力の活用と強化」、認定介護

福祉士養成研修「地域生活の継続と家族支援」など、インフォーマルサービスなどを意識した

内容の研修テーマが設定されている。 
(5) 地域の経済、環境、政策 

公開情報から取扱いが確認できなかった。 
 
家族との連携や利用者の地域生活支援を意図したテーマから派生的に地域が意識されている様子が

うかがえる。講師については、NPO 法人や介護福祉士としての現場経験者が中心となっているように

見受けられる。 
 
6) 保育士 

継続的な教育コンテンツとしては、全国保育士会による保育活動専門員認定制度に伴う研修などが

ある。全国保育士会及び日本保育協会による研修会が多く開催されているほか、協会・学会による年 1
回の大会、単発の研修・セミナー等が開催されている。 
 

(1) 地域の歴史・文化・行政等 
地域の歴史等そのものをストレートに扱った教材や講演は見られない。しかし、日本保育協

会保護者支援・子育て支援研修「専門職及び関係機関との連携」、同「地域における保健所の

役割」など、行政機関や地域との連携については扱っており、その範囲で扱っているものと思

われる。 
(2) 健康の社会的決定要因 

全国保育士会 R1 研究大会「地域の子育て家庭の子育て力につながる支援を考える」、保育

士等キャリアアップ研修「保護者支援・子育て支援」、日本保育協会保護者支援・子育て支援

研修「地域資源の活用」など、主として家庭環境による保育への影響という視点での扱いが見

られる。 
(3) SDGs、生物多様性等  

日本保育学会 R3 大会「保護者の SDGｓ認知度と生活実践との相関」で取り扱いがある。そ

のほか持続可能性や生物多様性というテーマは見られなかった。 
(4)インフォーマルサービス、ソーシャルキャピタル 

全国保育士会主任保育士・主幹教諭特別講座「保育専門職に求められるソーシャルワー

ク」、日本保育協会保護者支援・子育て支援研修「地域資源の活用」、同保護者支援・子育て

支援研修会「地域の子育て家庭への支援」「社会資源」など、地域の社会資源に着目したテー

マがある。また、インフォーマルサービスとしての家庭は重要視されており、家庭に関するテ

ーマは多数ある。 
(5) 地域の経済、環境、政策 

    地域の経済・環境をストレートに扱ったテーマは見られない。ただし、全国保育士会都道府

県・指定都市保育士会正副会長セミナー「地域における保育所・保育士等のあり方につい

て」、同主任保育士・主幹教諭特別講座「地域子育て支援の拠点としての役割」、日本保育協

会保育施設長研修会「地域における保育所の役割」など、地域のつながりの中での保育所のあ

り方について意識したテーマがみられている。 
 

親子支援、家族支援の文脈から課題を抱える家庭への支援に関するテーマが目立つ。保育施設が

子育て家庭支援の拠点となっている流れの中で、他職種との連携を含めた地域における保育施設の

役割への考察が挙げられている。講師については、大学等の研究者が多いが各施設等で働く保育士

等がある。 
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D．考察 
課題について、簡単に考察する。 
卒前教育に関する最も大きい課題は、職種間あるいは、同じ職種でも養成校によって、教育内容の

ばらつきが大きいことである。今回の検討では、数的な調査を行っていないため、平均的な「地域」

や「地域社会での活動」についての卒前教育レベルについてはわからない。しかし、限られた数のシ

ラバスの比較でも、教育内容の充実度合いの差が明らかだったことから、「地域」に対する学生の経

験値には大きな違いが出ていると推察される。地域連携は、各養成校の特色が発揮されている部分で

あるとはいえ、今後、共通基礎課程を導入するにあたっては、ある程度揃えていく必要があるだろ

う。 
卒後教育に関しては、患者やクライアント、利用者の生活の場として地域をとらえる動きや、患者

等が社会参加するための支援を考える文脈で「地域」および「地域社会での活動」に関する学びの機

会が拡充されてきている。しかしながら、その学びが体系化されている傾向はまだ乏しく、付随的な

学びであること、またそれに関心の強い一部の教員や実践家たちからの問題提起の側面もまだ強いこ

とが課題として見受けられた。 
 そのために解決すべき問題は、「地域」や「地域社会における活動」を指導もしくは教育する教員

等への支援である。卒前教育において「ボランティア」や「NPO」について教える教員は、その専門

家を招くことで解消できるかもしれないが、専門科目として「地域」に関する科目を強化する場合、

地域で活動した経験のある教員でなければ、ボランティアや NPO や地域の人々との関係づくりに迷う

教員も多いだろう。特に、医療系の教員は、患者ではなく生活者を支える視点で、地域の人々との関

係づくりをする経験が少ない教員も多いのではないかと推察される。教育方法の支援と共に、地域の

ボランティアグループや NPO などとの調整を支援する組織も必要であろう。 
 

E．結論 
 「地域」や「地域社会での活動」に関する教育は一定程度行われていた。しかし、職種間あるいは

同じ職種でも養成校により、ばらつきが大きいことが課題である。解決のためには、教員に対する支

援が必要である。特に卒前教育では、教育方法のみならず、例えば、地域連携教育を行う場合に、地

域の受け皿となる様々な団体との調整を行うための機関として全学共通の教育センターなどで地域と

の調整を行うことが必要である。 
 
F．健康危険情報 

なし 
 
G．研究発表 
1. 論文発表 
 「医療介護福祉関係職種の卒前卒後教育をめぐる潮流」地域ケアリング 2022 年 6 月号, PP. 24-29, 
2022 年 5 月発行 
 
2. 学会発表 
 なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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I. 補記 
 職種や養成校によるばらつきは、「地域」または「地域社会での活動」への経験や教歴によるもの

とも考えられる。共通基礎課程の導入にあたり、教えたことのないテーマや科目でも担当できる全国

共通のプラットフォームを検討するための基礎情報として、教育の質を高めるための全国的な取り組

みを拾い上げ、紹介する。 
 
1) SENSEI NOTE 
(1) 主な機能等 

小中高校の教員向け実名 SNS としてサービスを提供している。氏名・学校名・校種・科目で登録者

を検索し、つながりを申請する事が可能。「オンライン職員室」という機能があり、同じ属性の登録

者に対して質問を発信することが可能である。さらに資料のアップロードができる機能もあり、他校

の教員が作成した補助教材やツールを共有しあうことができる。 
 
(2) 利用者数、使用条件等 

利用者数：約 2.5 万人 
使用条件：以下の条件に当てはまるもの。登録は実名性、無料。 
・小中高の教員（養護教諭を含む） 
・特別支援学校、養護学校教諭 
・教育委員会、教育庁職員 
・日本語学校、海外の学校の教諭 

 
(3) メリット等 

教員専用 SNS が存在することで、資料共有やトラブル事例や悩み事の共有、解決策の相談などが可

能となっており、職員室をこえた教員のつながりが授業準備の負担を軽減したり、不安を軽減した

り、もしくは問題解決の糸口を見出す仕組みになっているようだ。 
 
2) クラウドプラットフォーム（総務省） 
情報通信技術の側面から「Active（主体的・協働的・探究的な学び）」「Adaptive（個に応じた学習

の最適化）」「Assistive（様々な学習上の困難の改善）」のトリプル A の ICT 活用をサポートするた

めに構築する教育クラウドプラットフォーム。総務省が標準仕様を策定し、全国の各校で実証実験を

行ったほか、2021 年には教育プラットフォーム事業を行う大手 4 社（NEC、NTT コミュニケーション

ズ、内田洋行、スタディプラス）が参加した。 
 

(1) 主な機能等 
プラットフォームは大きく、認証基盤・ポータル・コンテンツ・教材共有の機能を有している。 
認証基盤：1 回のログインでコンテンツ等全ての機能を利用できるシングルサインオンを実装。 
ポータル：児童・生徒と教員等との連絡や交流機能。また課題を教員が配布して進捗状況を 

確認する機能もある。 
コンテンツ：専用のソフト等を必要としない HTML5 ベースでの学習コンテンツ 
      学習ログを記録することができ、本人や教員のデータを活用が可能。 
      教材は連携システムから多様なコンテンツを利用可能なオープンマーケット 

プレイスを実装。 
教材共有：校内・教育委員会内・国内の教員同士で自作教材を共有可能 

 
(2) メリット等 

課題の指示・配布・回収等がシステム内で実施できるほか、学生の実施状況や正答率等を把握でき

るため、学習管理の効率が高まると考えられる。また、SENSEI NOTE と同様に自作教材の共有機能が

あり、現在は知ることが難しい各校独自のアイデアなどを共有することが可能となっている。また、

学校間での連携もシステム内の機能で可能であり、遠距離での協働学習を行うことができる。 
 
3) School Voice Project 「フキダシ」 
現職の教員によるアンケートプラットフォーム。アンケートの投稿及び回答により学校現場の意見

を共有することで、他校のアイデア等を共有するとともに社会に対してのメッセージとして発信する

機能を持っている。 
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(1) 主な機能等 

アンケート投稿機能：学校現場の困りごとや疑問等をアンケート形式で投稿する。そのほか時事的

なトピック等に関するアンケートなども実施されている。形式は YES／NO
で回答する ISSUE 型、自由回答型、双方を組み合わせた実態調査型が用意さ

れている。 
回答機能：登録した現職教員が投稿されたアンケートに対して回答する。アンケート及び回答につ

いてはウェブサイト上で公開されるほか、プレスリリースや記者会見などで活用が可

能。 
 

(2) メリット等 
アンケートによって様々な事例やアイデアを集めることが可能であり、その内容を自校で活用する

ことができる。また、アンケート結果はプレスリリースや記者会見等で活用することが可能であり、

メディアによる世論形成や政策形成の場へのアピールに活用することも可能である。 
 

4) #We CREATE（金沢大学附属小学校） 
GIGA スクール構想実現に向け金沢大学附属小学校が実践するプロジェクト。GIGA スクール構想に

よる一人一台端末環境での校内での教育の手法や気づきを共有するウェブサイトを設置し公開すると

ともに、自校以外の事例共有をおこなっている。 
 

(1) 主な機能等 
ブログ形式ウェブサイトにおいて、GIGA スクール構想における一人一台端末での教育事例を紹介し

ている。本プロジェクトを実施している金沢大学附属小学校だけでなく県内他校の事例も含めて紹介

している。 
 

(2) メリット等 
一人一台端末という新しい環境下での教育はほとんどの教員が未経験であり、実験的な状態であ

る。そのため、実際の授業での活用やその際の気づきが共有されることで他校の教員への勇気づけや

知識の活用等が期待できる。 
 

5) School Hub 
教員の授業準備時間の短縮・効率化を目的とした、授業資料の共有サイト。授業資料を共有するこ

とで授業準備の効率化のほか、知見の共有や授業内容のアップデートによる教育効果の向上を目指し

ている。（2022 年 4 月現在テストデータのみしか確認できないため、本サービス稼働がなされていな

い可能性あり） 
 

(1) 主な機能等 
授業資料を PPT や PDF 等の形式でアップロードすることが可能。アップロードされた資料に対して

は、いいねや LIKE・コメントといったリアクションを返すことが可能となっている。アップロードさ

れた資料は校種・学年・科目などで検索することが可能。 
 

(2) メリット等 
現状、副教材や説明資料等を交換する仕組みは公的には存在しないことから、教員はそれぞれの発

意に基づいて資料を準備しており、いわゆる車輪の再生産が多く起きていることが推測される。教員

それぞれの資料を共有することで集合知による教材の向上を行うことができるとともに、特に新分野

に関わる場合の教員を勇気づける効果があると思われる。 
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２０２２年   １月 ２４日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 慶應義塾大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 伊藤 公平           
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                  

２．研究課題名  保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた         

 教育コンテンツに関する研究（21AA2009）                    

３．研究者名 （所属部署・職名） 健康マネジメント研究科 教授                  

       （氏名・フリガナ） 堀田 聰子 （ホッタ サトコ）                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和４年２月１０日 
厚生労働大臣 殿 

 
 
                                                                             
                              機関名  国立大学法人東京大学 

 
                      所属研究機関長 職 名   学長 
                                                                                          
                              氏 名  藤井 輝夫         
 

   次の職員の令和３年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                                  

２．研究課題名  保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた教育コンテンツに関する研究                                  

３．研究者名  （所属部署・職名）  大学院医学系研究科・講師                               

    （氏名・フリガナ）  大西 弘高・オオニシ ヒロタカ                          

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 







令和４年 ３ 月 ２３ 日 
 
厚生労働大臣 殿 
                              機関名 埼玉医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   別所 正美    
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                                      

２．研究課題名 保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシー習得に向けた教育コンテンツに関

する研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名）     医学部 ・ 教授                             

    （氏名・フリガナ）     柴﨑 智美・シバザキ サトミ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 






